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2009横浜労働センター�
横浜市中区寿町１－４　〒２３１－８５８３　電話（０４５）６３３－６１１０（代表）�
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お困りのことありませんか？�

働き方、雇い方、働く環境についての�
疑問、不安やトラブルをお持ちの方、�
お気軽にご相談ください。�
正しい知識とトラブル対処法を身に�
つけ、先行き不安の時代を乗り切り�
ましょう。�

ご相談は、お勤め先近くの�
　労働センター等へ�

（表紙裏に一覧）�
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労働センター等� 神奈川県の労働相談窓口・労働情報コーナー�

横浜労働センター�
０４５（６３３）６１１０（代）�
〒２３１－８５８３横浜市中区寿町１－４�

JR石川町駅中華街口（北口）徒歩３分�

横浜市�

川崎労働センター�
０４４（８３３）３１４１（代）�
〒２１３－０００１川崎市高津区溝口１－６－１２�

JR武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線溝の口駅徒歩５分�

川崎市�

横須賀三浦地域県政総合センター　労働課�
０４６（８２３）０２１０（代）�
〒２３８－０００６横須賀市日の出町２－９－１９�

京浜急行横須賀中央駅徒歩１２分�

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町�

溝の
口駅
�

武
蔵
溝
ノ
口
駅�

県高津合同�
庁舎�
４階�

イトー�
ヨーカドー�

JA�
セレサ川崎�

至川崎�

東急
田園
都市
線�

至登戸� 至渋谷�

ノクティ�
プラザ�

横浜銀行�

ＪＲ南
武
線�

至
登
戸�

至
長
津
田�

りそな銀行�

上町商店街�

NTT

県横須賀�
合同庁舎４階�横須賀�

市役所�

米が浜通り�

NTT
国道１６号線�

共済病院�横須賀中央駅�

消防署�

県央地域県政総合センター　労働課�
０４６（２２４）１１１１（代）�
〒２４３－０００４厚木市水引２－３－１�

小田急線本厚木駅徒歩１５分�

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村�

　県厚木�
合同庁舎�
本館１階�

本厚
木駅
�

小田
急線
�

GS

厚木�
商工会議所�

歩道橋�
厚木�
市役所�

有隣堂�

厚木中央�
公園�

国道４１２号線�
厚木�
警察署�

国
道
２４６
号
線�

厚木病院�
交通救急センター�

厚木南合同庁舎�

北口�

東口�

JR関
内�

横浜�
市役所�

中区役所�

県庁�
本庁舎�

元町�

至山手�

至元町�

中華街口（北口）�南口�

川本工業�
至横浜�

バス�
停留所�

マクド�
ナルド�

モス�
バーガー�

横浜中央病院�至中華街�

かながわ�
労働プラザ２階�

JR石川町�

横浜�
スタジアム�

コンビニエンス�
ストア�

足柄上地域県政総合センター　労働課�
０４６５（８３）５１１１（代）�
〒２５８－００２１足柄上郡開成町吉田島２４８９－２�

小田急線新松田駅徒歩１５分�

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町�

インターネットのホームページもご覧ください。�
（相談会最新情報、参考資料随時更新中）�

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/index.html

労働相談はすべて無料、秘密厳守で行っています。�

詳細は140～141ページをご覧ください。�

労働情報コーナー�
〒２３１－８５８３　横浜市中区寿町１－４（JR石川町駅　中華街口（北口）徒歩３分）�

かながわ労働プラザ１階　利用受付　電話０４５－６３３－５４１３�

1.労働に関する①図書②雑誌③資料④ビデオの閲覧や貸出をしています。�

2.各種の労働情報・資料探しのお手伝いをしています。�

3.神奈川県発行の労働関係冊子の配付を行っています。�

は所管区域�

県央地域県政総合センター　労働課（相模原分室）�
０４２（７５５）１１２１（代）�
〒２２９－００３６相模原市富士見６－５－８�

JR相模原駅からバス�

相模原市�
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西湘地域県政総合センター　労働課�
０４６５（３２）８０００（代）�
〒２５０－００４２小田原市荻窪３５０－１�

JR小田原駅西口徒歩１５分�

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町�

県小田原�
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湘南地域県政総合センター　労働課�
０４６３（２２）２７１１（代）�
〒２５４－００７３平塚市西八幡１－３－１�

JR平塚駅北口徒歩２０分�

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町�

平塚駅�
至大磯� 東海道本線� 至茅ヶ崎�

日産車体�
八幡山公園�

国道１号線�
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解雇と退職の違い�
解雇とは�
解雇には合理的な理由が必要�
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準�
解雇に不満があるときは�
会社をやめるときは �
退職金を受け取るには�
会社が倒産してしまったら�
倒産した場合の未払賃金は�
�
�
パートタイム労働法とは�
パートの労働条件�
パートの健康診断、労働・社会保険�
パートの雇用管理改善のための措置等�
パートの税金�
�
�
外国人労働者と労働法�
障害者雇用と労働法�
高年齢者と労働法�
�
�
労働組合とは�
団体交渉と労働協約�
不当労働行為とは�
争議行為とは�
労働委員会の仕事�
�
�
労働者の安全と健康を守るために�
ストレス予防とメンタルヘルス（こころの健康）�
仕事のうえで事故等にあったら（労働者災害補償保険）�
失業したときは（雇用保険）�
病気やケガをしたときは（健康保険）�
老後の生活のために（厚生年金保険）�
貸付制度等�
�
�
労働センター等の事業�
労働関係行政機関等�
主な労働統計�
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労働契約は就業の第一歩 �
使用者は労働条件を明らかに�
募集や契約内容と労働条件が違っていたら�
労働契約法とは�
就業規則を読もう�
就業規則の内容を変えるには�
賃金等労働条件の切り下げ�
服務規律と懲戒�
�
�
賃金の支払の原則とは�
賃金が支払われない�
最低賃金とは�
�
�
１週４０時間、１日８時間以内が原則�
変形労働時間制 �
みなし労働時間制（事業場外労働・裁量労働制）とは�
残業（時間外労働）に関する協定�
残業（時間外労働）の限度�
残業、深夜労働、休日労働の割増賃金�
賃金不払残業（サービス残業）の解消�
育児・介護を行う労働者の残業（時間外労働）は�
深夜労働の制限 �
休憩時間の自由利用�
休日�
休職・休業�
年次有給休暇�
母性保護�
育児・介護休業制度等�
事業主による次世代育成支援対策�
�
�
性別による差別の禁止�
セクシュアルハラスメント対策�
�
�
配転・出向の場合は�
派遣労働とは�
派遣労働の業務と派遣期間�
直接雇用の申込み義務�
派遣労働の就業条件�
派遣元・派遣先の主な責任�

1　就職（労働契約・就業規則）�

2　賃　　金�

3　労働時間・休暇�

4　男女雇用平等�

5　配転・派遣�
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労働契約は就業の第一歩�

　就職をするときに労働者と使用者がどのような条件で働くかという約

束を結ぶことを労働契約といい、これによって個々の労働者の労働条件

が決定されます。�

　土地を買うときや銀行からお金を借りるときには契約内容を書いた書

面を必ず作りますが、就職のときには、重要な契約であるにもかかわら

ず労働条件を口約束で取り決めただけで、書面にしない例が多いようで

す。このために労働契約の内容があいまいになり、後でトラブルが発生

することもしばしば見うけられます。そうなってから「労働契約は大切

なものだ」と思っても遅いのです。労働契約はトラブルを解決するため

の重要な判断基準となりますので、契約内容をしっかり確かめてなるべ

くすべてを書面にすることが、安心して働くための第一歩です。�

　なお、新規学卒者の就職に関連して「採用内定」をめぐるトラブルが

ありますが、裁判例等では通常、採用内定に一定の労働契約成立の法律

的効果を認めています。したがって、使用者が内定を取り消すには、客

観的に合理的で社会通念上相当な事由が必要とされていますし、また、

たとえ相当な理由により取り消したとしても、債務の不履行として、使

用者は損害賠償の責任を問われる可能性もあります。職業安定法施行規

則等の改正により、新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする使用者

は、公共職業安定所及び学校長に通知しなければなりません。内定取消

しの内容が、一定の場合に該当するときは、企業名等の公表が行われる

ことになりました。（平成２１年１月１９日施行）�

３�

1　就職（労働契約・就業規則）�

労働契約書の例�

主な関係条文�

労  働  契  約  書�
　○○株式会社（甲）被用者山田太郎（乙）�
は次のとおり労働契約を締結する。�

：労働基準法第１５条�
：労働基準法施行規則第５条�
：労働契約法第４条�
：職業安定法第５４条�
：職業安定法施行規則第１７条の４、第３５条�

雇用期間�
就業場所�
仕事の内容�
就業時間�
休憩時間  �
所定時間外労働の有無�
休 日 �
�
休 暇  �
�
賃 金 �
�
�
�
賃金の支払�
昇 給 �
退 職 �
�
解雇事由�
�
退職手当�
賞 与  �
そ の 他 �

定めなし �
○○市○○町○○番地○○株式会社○○支店�
一般事務 �
　９時００分から１７時００分まで �
１２時００分から１３時００分まで �
有・無 �
毎週土・日曜日・祝日 �
会社創立記念日 �
別に定める当社就業規則にもとづき付与する
ものとする �
基本賃金　月額○○○○○○円 �
手　　当　家族手当　配偶者○○○○○円 �
　　　　　配偶者以外の扶養親族１人　○○○○円 �
　　　　　通勤手当　実費を支給 �
毎月２０日締切、２５日払�
毎年１回４月１日に行う �
満○ 歳をもって定年とし、定年に達した日
の属する月の末日をもって退職とする �
別に定める当社就業規則にもとづき解雇する
ものとする �
別に定める当社就業規則にもとづき支払うも
のとする�
上記以外の労働条件は、別に定める当社就業
規則によるものである 

平成○○年○月○日�
　甲　○○株式会社�
　　　代表取締役社長　　田中一郎　w�
　乙　　　　現住所　○○市○○町○○番地�
　　　　　　氏　名　　　山田太郎　w
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使用者は労働条件を明らかに�

　労働基準法では、労働契約の内容をはっきりさせるため、使用者は賃

金、労働時間その他の労働条件について明らかにしなければならない、

と定めています。なお、賃金に関する事項や労働契約の期間などについ

ては、書面に記載して渡さなければならないこととなっています（右ペ

ージ参照、モデル様式：６～７ページ参照）。また、その他の労働条件

についても書面で契約したほうがよいでしょう。�

　パートタイム労働者に対しては、これらに加えて、「昇給の有無」、

「退職手当の有無」、「賞与の有無」の３つの事項を書面の交付など（３

つの事項については、パートタイム労働者が希望した場合、電子メール

やＦＡＸでも可能）の方法で、明示しなければなりません。（パートタ

イム労働法の改正により、平成２０年４月から義務化）�

　事業所では、通常「就業規則」（１２ページ参照）で従業員の労働条件

を定めていますので、就業規則の内容をよく確かめてみましょう。な

お、就業規則のない事業所では、労働契約だけで労働条件が決まること

にもなりますので、なおさら書面など証拠の残るものにすべきでしょ

う。�

　仕事をする場所及び仕事の内容に関する事項も書面で明らかにするよ

う求められていますので、転勤や配転、出向などが予想されるときは、

その内容も明らかにしておくことが必要です。�

５�

1　就職（労働契約・就業規則）�

雇い入れるとき、明らかにしなければならない労働条件�

主な関係条文�：労働基準法第１５条 �
：労働基準法施行規則第５条 �
：パートタイム労働法第６条 

◆労働契約の期間に関すること�
◆仕事をする場所及び仕事の内容に関すること�
◆始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などに関すること�
◆賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り及び支払いの時期に関すること�
◆退職に関すること（解雇の事由を含む）�
◆所定労働時間を超える労働の有無�
◆昇給・退職手当・賞与の有無（パートタイム労働者の場合）�

◆昇給に関すること�

　（※下線を引いた部分は､ 就業規則を定める場合に､ 必ず書かなければいけない内容です｡）�

◆退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支
払いの時期に関すること�
◆退職手当を除く臨時の賃金等（賞与、臨時の手当等）及び最低賃金額に関すること�
◆労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること�
◆安全及び衛生に関すること�
◆職業訓練に関すること�
◆災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること�
◆表彰及び制裁に関すること�
◆休職に関すること 

必ず明らかにしなければならないこと（書面でなくてもよい）�

必ず明らかにしなければならないこと（書面に記載）�

次のような定めをする場合には、必ず明らかにしなければなら�
ないこと（書面でなくてもよい）�



６�

使用者は労働条件を明らかに�

７�

1　就職（労働契約・就業規則）�

労働条件通知書（雇入通知書）�
（一般労働者用：常用、有期雇用型）�

（労働者名）　殿� 年　　月　　日�

契 約 期 間 �

就 業 の 場 所 �

従 事 す べ き �
業 務 の 内 容 �

始業、終業の時
刻、休憩時間、就
業時転換（（1）
～（5）のうち該
当するもの一つ
に○をつけるこ
と。）、所定時間
外労働の有無に
関する事項�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

休 日 �
�
�
�

休 暇 �
�
�
�
�

賃 金 �

事 業 場 名 称 ・ 所 在 地 �
使 用 者 職 氏 名 �

（次頁に続く）�

期間の定めなし、期間の定めあり（　年　月　日～　年　月　日）�

�

�
�

１　始業・終業の時刻等�
　（1）始業（　時　分）　　終業（　時　分）�
【以下のような制度が労働者に適用される場合】�
　（2）変形労働時間制度：（　　）単位の変形労働時間制・交代制として、�
　　　次の勤務時間の組み合わせによる。�
　　　始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）�
　　　始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）�
　　　始業（　時　分）　終業（　時　分）　（適用日　　　　　）�
　（3）フレックスタイム制：始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。�
　　　（ただし、フレキシブルタイム（始業）　　時　　分から　　時　　分、�
　　　　　　　　　　　　　　　　　（終業）　　時　　分から　　時　　分、�
　　　　　　　　　　　　　　　　コアタイム　　時　　分から　　時　　分）�
　（4）事業場外みなし労働時間制：始業（　　時　　分）終業（　　時　　分）�
　（5）裁量労働制：始業（　　時　　分）終業（　　時　　分）を基本とし、労働者の決定に�
　　　　委ねる。�
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条、第　条～第　条�
２　休憩時間（　　　）分�
３　所定時間外労働の有無（　有　・　無　）�

・定例日：毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　　　）�
・非定例日：週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　　）�
・１年単位の変形労働時間制の場合一年間　　日�
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条�

１　年次有給休暇　6か月継続勤務した場合→　　　　　日�
　　　　　　　　　継続勤務6か月以内の年次有給休暇（有・無）�
２　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　　　）�
　　　　　　　　　無給（　　　　　　　　　　　　）�
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条�

１　基本賃金　イ　月給（　　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　　円）�
　　　　　　　ハ　時間給（　　　　　円）、�
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　　円、保障給　　　　円）�
　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）�
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等�

賃 金 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
更 新 の 有 無 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
退職に関する�
事 項 �
�
�
�
�
そ の 他 �

２　諸手当の額又は計算方法�
　　イ（　　　手当　　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）�
　　ロ（　　　手当　　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）�
　　ハ（　　　手当　　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）�
　　ニ（　　　手当　　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）�
３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率�
　　イ　所定時間外　法定超（　　）％、所定超（　　）％、�
　　ロ　休日　法定休日（　　）％、法定外休日（　　）％、�
　　ハ　深夜（　　）％�
４　賃金締切日（　　　　）―毎月　　日、(　　　　）―毎月　　日�
５　賃金支払日（　　　　）―毎月　　日、(　　　　）―毎月　　日�
　�
　６　労使協定に基づく賃金支払時の控除（　無　・　有（　　　））�
　７　昇給（　有（時期等　　　　　　　　　　　　　　）・　無　）�
　８　賞与（　有（時期、金額等　　　　　　　　　　　）・　無　）�
　９　退職金（　有（時期、金額等　　　　　　　　　　）・　無　）�
�
�
１　契約更新の有無　イ　自動的に更新する�
　　　　　　　　　　ロ　更新する場合がありえる�
　　　　　　　　　　ハ　更新しない�
２　契約の更新は、次のいずれかにより判断する�
　・　契約期間満了時の業務量�
　・　従事している業務の進捗状況�
　・　有期契約従業員の能力、業務成績、勤務態度�
　・　会社の経営状況�
　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
�
１　定年制（　有　（　　歳）・　無　）�
２　自己都合退職の手続（退職する　　日以上前に届け出ること）�
３　解雇の事由及び手続�
　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕�
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条�
�
・社会保険の加入状況（　厚生年金保険　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　　　））�
・雇用保険の適用（　有　・　無　）�
�
・その他�

◎この他、短時間労働者用、派遣労働者用、建設労働者用などのひな型が用意されています。�
　（詳しくは、労働基準監督署《１４４ ページ以下参照》までお問い合わせください。)



８�

募集や契約内容と労働条件が違っていたら�

　求人広告を見て応募したが、採用が決まってみたら労働条件が募集内

容と違っていたとか、労働契約を結んで労働条件を明確にしても、実際

に働いたら契約どおりでなかったといった場合は、どうしたらよいでし

ょうか。�

　契約が守られなかった場合は、労働者は使用者に契約どおり実行する

よう要求することもできますし、あるいはすぐに契約を解除することも

できます。なお、「時間外労働をしても割増賃金を払わない」といった

労働基準法に定める基準に達しない契約を結んでも、その部分について

は効力はありません。この場合は、労働基準法で定めた基準が適用さ

れ、実際に時間外労働をした分所定の割増賃金を受ける権利がありま

す。�

　また、求人・募集をする際、会社は労働条件を明示する義務があると

ともに、応募者に誤解がないよう的確な表示に努めなければなりませ

ん。客観的合理的な理由がないのに募集内容より契約の条件を引き下げ

たり、入社直前まで知らせなかったような場合、使用者は契約上、義務

違反の責任を問われることがあります。�

　なお、入社後、試用期間を設ける場合がありますが、試用期間中であ

っても労働契約は成立していますので、使用者は労働者を社会保険等に

加入させなくてはなりません。（試用期間中の解雇、本採用拒否につい

ては７４ページ参照）�

◆会社を途中で辞めたときは違約金をいくら支払うとか、機械などを壊したら
損害賠償金をいくら支払うというように、あらかじめ損害賠償の金額を決め
ておくこと。�

◆働くことを条件にお金を前貸しして、貸した分を給料から差し引くこと。�
　（２１ページ参照）�
◆給料の中から毎月いくらか積立貯金をすることを条件とすること。�
◆勤める期間（労働契約の期間）を３年（次の①、②の場合は５年）を超える
期間とすること。ただし期間を定めないことはできます。�
①専門的な知識、技術または経験であって高度のものを有する労働者が、そ
の高度な専門的知識等を必要とする業務に就く場合�

②満６０歳以上の労働者を雇い入れる場合�
※ただし、当分の間１年を超え３年以内の期間の定めのある契約を締結し
ても、１年を経過後は、労働者（①、②に該当する労働者は除きます。）
からの申出によりいつでも退職ができるようになっています。�

◆労働組合に入らない、作らないこと、または既に入っている組合からの脱退
を条件とすること。�
◆一の雇用区分において男性又は女性のみを対象としたり、婚姻・子の有無等
の条件をつける場合に男女で異なる条件とすること。�

◆年齢制限を設けること。（厚生労働省令で定める例外を除く）�

９�

1　就職（労働契約・就業規則）�

募集・採用にあたってつけてはならない条件�

主な関係条文�：労働基準法第１３条～第１８条、第１３７条�
：労働組合法第７条�
：男女雇用機会均等法第５条�
：職業安定法第４２ 条�
：雇用対策法第１０条�



１０�

労働契約法とは�

　就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるよ
うになり、個別労働紛争も増えています。しかし、かつてはこのような
紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法
律はありませんでした。�
　現在では、労働契約についての基本的なルールを定めた新しい法律
「労働契約法」が制定され、平成２０年３月１日から施行されました。�
　労働契約法は、労働契約に共通する原則（労使対等の原則、合意の原
則、権利濫用の禁止の原則など）や、就業規則変更や解雇権等をめぐる
判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルー
ルを一つの体系として取りまとめたものです。�
　使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている
場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。�

１１�

1　就職（労働契約・就業規則）�

平成２０年３月１日施行�
労働契約法のポイント�

項 目 � 法律で定めた内容� 条文�
〈労働契約法〉�

第３条�

第４条�

第５条�

◎労働契約の締結や変更に当たっては、労使対等の立場におけ
る合意が原則�
◎労働契約の締結や変更に当たっては、労使が均衡を考慮する
ことが重要�
◎労働契約の締結や変更に当たっては、労使が仕事と生活の調
和に配慮することが重要�
◎労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければなら
ず、権利を濫用してはならない�

◎使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深める�
◎労働者と使用者は、労働契約の内容をできるだけ書面で確認�

◎労働者の生命や身体などへの安全配慮�

労働契約の
基本ルール�

第６条�

第７条�

第１２条�

第１３条�

労働契約の
締 結 �

◎労働者と使用者が合意すれば、労働契約は成立する�

◎使用者が合理的な就業規則を労働者に周知させていたとき
は、その就業規則で定めた内容が、労働者の労働条件になる�
◎労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別
に合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者
の労働条件になる�

◎法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件には
ならない�

◎労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則
を下回る場合には、労働者の労働条件は、就業規則の内容ま
で引きあがる�

第８条�

第９条�

第１０条�

労働契約の
変 更 �

◎労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できる�

◎使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に
労働条件を変更することはできない�

◎使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合
には、次のことが必要�
　①その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること�
　　・労働者が受ける不利益の程度�
　　・労働条件の変更の必要性�
　　・変更後の就業規則の内容の相当性�
　　・労働組合等との交渉の状況�
　②労働者に変更後の就業規則を周知させること�

第１４条�

第１６条�

労働契約の
継続・終了�

◎権利濫用と認められる出向命令は無効�

第１５条�◎権利濫用と認められる懲戒は無効�

◎客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められな
い解雇は、権利を濫用したものとして無効�

第１７条�

有 期 労 働 �
契 約 �

◎使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期
間が満了するまで労働者を解雇することができない�
◎契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮
を求める�

項 目 � 法律で定めた内容� 条文�
〈労働契約法〉�



１２�

就業規則を読もう�

　就業規則とは、労働時間、賃金、退職（解雇）などの労働条件や労働

者が就業上守るべき規律を定めたもので、通常の労働者だけではなくパ

ートタイム労働者にも適用されます。パートタイム労働者を含めて常時

１０人以上を雇っている使用者は、この就業規則を必ず作って、労働基

準監督署に届け出なければなりません。また、従業員が１０人未満でも

作った方が望ましいことは言うまでもありません。�

　就業規則に書かなければならないことは、右ページのとおりです。就

業規則は、労働基準法やその事業場で適用される労働協約を下回った

り、これに反する内容のものは作れませんし、作っても無効となりま

す。�

　使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示したり、備

え付けたり、書面による交付、コンピュータ画面で確認できるようにす

るなど、労働者がいつでも見ることができるようにしておかなければな

りません（周知義務）。�

　労働契約法では、労働契約を締結する場合において、使用者が合理的

な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合に

は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によると規定し

ています。�

　パートタイム労働者にだけ適用される就業規則を別に作ることもでき

ます。また、賃金や育児・介護休業に関する規定など、特に細かく定め

る必要がある場合には、複数の規則に分割して作成することもできま

す。�

１３�

1　就職（労働契約・就業規則）�

就業規則に定めておくべきこと�

主な関係条文�：労働基準法第８９条、第９２条、第１０６条�
：労働基準法施行規則第４９条第１項、第５２条の２�
：労働契約法第７条�
：パートタイム労働法第７条�

◆始業･終業時刻､ 休憩時間､ 休日､ 休暇､ 交替制における就業時転換に関すること�
◆賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払の時期、昇給に関すること�
◆退職に関すること（解雇の事由を含む）�

◆退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方
法、支払の時期に関すること�
◆退職手当を除く臨時の賃金等（ 賞与、臨時の手当等） 及び最低賃金額に関すること�
◆労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること�
◆安全及び衛生に関すること�
◆職業訓練に関すること�
◆災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること�
◆表彰及び制裁に関すること�
◆このほか、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合は、これに関す
ること�

次のような定めをする場合には、明らかにしなければならないこと�
（相対的必要記載事項）�

必ず定めなければならないこと（絶対的必要記載事項）�



１４�

就業規則の内容を変えるには�

　就業規則は、使用者が決めた「職場の法律」ともいえるものですが、

これを作成したり変更したりするときは、使用者は労働者の過半数で組

織している労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する人の

意見を聴き、その意見書を付けて労働基準監督署に届け出なければなり

ません。また、パートタイム労働者に関する事項については、パートタ

イム労働者の過半数を代表する人の意見も聴くように努めなければなり

ません。�

　労働組合や労働者代表は、就業規則の内容に対して反対の意見を述べ

ることができます。しかし、仮に反対があったとしても労働者代表の意

見を聴き、その意見書が添付してあれば、就業規則は必ずしも無効とは

なりません。他方、労働基準法などの法令や労働協約に反している場合

は、その定め自体が無効となります。�

　いずれにしても、就業規則を作成又は変更するときは労働者とよく話

し合い、その意向を反映した職場の実態に合うような内容に改善してい

くことが望まれます。�

　労働契約法では、一方的な就業規則の変更により、労働者に不利益な

労働条件の変更はできないと定めています。使用者が就業規則の変更に

よって労働条件を変更する場合には、①変更が合理的なものであるこ

と、②労働者に変更後の就業規則を周知させることが必要です。変更が

合理的なものであるかどうかは、労働者の受ける不利益の程度、労働条

件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との

交渉の状況などに照らして判断されます。�

１５�

1　就職（労働契約・就業規則）�

就業規則の届出例�

主な関係条文�

意　見　書�

：労働基準法第８９条、第９０条、第９２条�
：労働契約法第９条、第１０条、第１３条�
：パートタイム労働法第７条�

　○月○日提案のあった就業規則については、次の事項につき改正するよう
検討願います。なお、その他の事項については意見はありません。�
�
１　第○条関係　①年次有給休暇は、初年度から２０日与えること�
　　　　　　　　②週休２日制とすること�
２　第○条関係　定年を６５歳に延長すること�
　　平成○○年○月○日�
　　　　　　　　　　　　　○○○労働組合�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行委員長　山田太郎　w�
　　○○○株式会社�
　　　　代表取締役社長　田中一郎　殿�

①就業規則に対する意見書例�

就業規則（変更）届�

　このたび当社就業規則を添付のとおり定めましたので、関係附属規定及び
労働組合の意見書を添えお届けします。�
　　　平成○○年○月○日�
　　　　　　　　事業所の所在地　○○市○○町○番地�
　　　　　　　　事業所の名称　　○○○株式会社○○支店�
　　　　　　　　使用者の職氏名　代表取締役社長�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中一郎　w�
　　　○○労働基準監督署長殿�

②就業規則届例�



１６�

賃金等労働条件の切り下げ�

　経営環境の変化などに対応するため、賃金水準を下げたり、賃金制度

を見直す動きが続いており、労働者が働いていく中で、賃金や労働時間

などの労働条件が変わることも少なくありません。�

　労働条件とは、労働契約関係における労働者の待遇の一切（賃金、労

働時間、休憩、休日、休暇など）を言います。賃金水準のダウン、定年

制の導入、労働時間の延長などは、労働条件の切り下げ（不利益変更）

に当たります。�

　切り下げが行われる場合は、労働条件の変更をめぐってトラブルにな

らないように、労使が十分に話し合うことが大切です。�

　労働契約法では、労働契約が「労使の合意」に基づいて成立ないし変

更されると強調しています。また、就業規則の一方的な不利益変更は原

則としてできません。（１４ページ参照）�

　使用者が労働条件を切り下げる場合、①就業規則の変更、②新たな労

働協約の締結という方法をとることもあれば、③このどちらにもよらな

いこともあります。�

　労働契約が書面で締結されていない場合があり、就業規則や労働協約

の内容が労働者にきちんと知らされていない例も見受けられます。�

　問題が起きたら、まず、切り下げの根拠、労働契約、就業規則、労働

協約の内容を確かめましょう。�

１７�

1　就職（労働契約・就業規則）�

就業規則の変更による場合�

労働協約の締結による場合�

主な関係条文�：労働契約法第１条、第３条、第６条、第８条～第１０条�

�
�
�
◆変更の手続は適正ですか？�
　常時１０人以上の労働者を使用する使用者
は、就業規則を作成すること、及び、作
成・変更時には、労働者代表の意見を聴い
たうえ、その意見書を添付して労働基準監
督署に届けることが義務づけられています。
（労働基準法第８９、９０ 条）�
◆内容は合理的ですか？�
　就業規則が不利益に変更されても、法令
や労働協約に違反する部分があれば、それ
には拘束されません。また、違反しない部
分についても、変更したことに合理性がな
ければ拘束されません。（労働契約法第９、
１０、１３条）�
◆変更の合理性の判断基準�
　一律の判断基準はありませんが、裁判な
どでは、次のような点を主な要素として合
理性の有無が判断されています。�
□変更しなければならない業務上の必要性
　があるか。�
□不利益の程度はどのくらいか。�
□代償措置・見返りがあるか。�
□特定層のみが不利益を被らないか。�
□同業他社と比較してどうか。�
□労働組合は同意したか。�
□多数労働者が賛成しているか。�
�
�
�
�
◆労働条件変更の協約を締結した労働組合
　の組合員�
　原則として新協約が適用になります。�

◆非組合員、別労働組合の組合員�
　原則としてその協約の適用はないが、協
約締結組合の組織率が４分の３以上の場合
などで、適用となることがありえます。�
◆形式上適用になる場合のチェックポイン
　ト�
□労組の決定権限、協約締結権限の有無�
□法令違反、公序良俗違反はないか。�
�
�
�
�
◆本人との合意によらない一方的な変更�
　就業規則の変更にも労働協約の締結・改
定にもよらないで労働条件の不利益変更を
しようとする場合、使用者は労働者各人の
同意をとらなければなりません。使用者が
一方的に切り下げを通知しても、本人が同
意しない限り拘束力はありません。（労働
契約法第８条）�
◆同意を迫られている場合�
　一旦同意してしまうと元に戻すのはかな
り困難なので、労働者は慎重に対処し、変
更理由、代償措置、他の労働者の処遇等、
充分な説明を受けることが望まれます。ど
うしても納得できない場合、拒否するとい
う選択も一つの方法です。�
◆同意をしてしまった場合�
　合意内容が、法令、労働協約、就業規則
に違反していれば、合意が無効になりま
す。�
　合意が、錯誤、詐欺、強迫、公序良俗違
反のもとになされたものであれば、無効や
取消を主張できる場合があります。�

就業規則･労働協約によらない場合�



１８�

服務規律と懲戒�

服務規律�
　服務規律とは、企業が適正に運営されるために、労働者に守ってもら

わなければならない決まりのことを指します。事業場すべての労働者に

適用される服務規律は、労働基準法第８９条によって就業規則に明記さ

れなければなりません。�

　服務規律の内容は、法律的に適正で、公序良俗に反せず、社会的に妥

当である必要がありますが、具体的にはそれぞれの事業場の特殊性に応

じて定められています。なお、服務規律に書かれる主な事項としては、

次のようなものがあります。�

①総括的事項…会社の諸規則等の順守、上司の命令指示に対する服従

義務、職務に対する専念義務など�

②就業に関する事項…従業員証の提示、携行品の点検、勤務中の職場

離脱禁止など�

③施設、物品の管理保全関係…会社施設・物品の破損防止、会社物品

の私用・持出禁止�

④従業員たる地位に関する事項…業務上の秘密保持義務、個人情報の

漏洩禁止、業務に関連して他人より金品を受け取ることの禁止など�

⑤セクシュアルハラスメントの禁止�

懲戒�
　懲戒処分は、使用者が企業秩序を維持するために設けた服務規律や使
用者の指示・命令に違反した場合などに、使用者が労働者に制裁罰とし
て科する処分で、懲戒について定める場合は、就業規則に規定を設けな
ければならないことになっています。�
　労働契約法第１５条では、懲戒は、客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと
して無効と定めています。使用者が懲戒処分を行うには次の要件が必要
です。�
①懲戒の根拠があること�
　懲戒規定（懲戒事由と懲戒手段）が就業規則等に定められていることが必要です。�
②懲戒事由・懲戒手段が合理的であること�
　懲戒の対象となる行為、制裁の与え方が常識的、合理的であることが必要です。�
③相当性の原則�
　処分理由となった服務規律違反行為は、そうした程度の処分をするに値するものでな
ければなりません。懲戒処分には、軽い方から、戒告、譴責、※減給、降格、出勤停
止、停職、諭旨解雇、懲戒解雇といったものがあります。�
　懲戒処分は、懲戒事由とのバランスを慎重に判断しなければならず、一度の遅刻や些
細なミス程度で直ちに懲戒を科するのは懲戒権の濫用に当たります。�
④平等取扱いの原則�
　特別な理由もないのに、人によりあるいは会社内の地位によって処分の重さを変えた
り、先例に反した仕方をしてはいけません。�
⑤適正手続の原則�
　処分手続は、適正かつ公平なものでなければなりません。�
　本人に弁明の機会を与えるとか、理由をはっきりさせその証拠を明らかにするとか、処
分に対する不服があればそれを公正に検討するといった手続きが就業規則などに定められ
ているのに、それに違反した場合は権利の濫用等として無効とされることになります。�
 ※減給制裁の制限�
　減給の制裁は、１回の制裁事案に対する減給額が平均賃金の１日分の半額を超えてはな
らず、また、一賃金支払い期において複数の制裁事案がある場合にも、総額が当該賃金支
払い期における賃金総額の１０分の１を超えてはなりません。（労働基準法第９１条）�

１９�

1　就職（労働契約・就業規則）�

けんせき�

ゆ　 し�



２０�

賃金の支払の原則とは�

　労働基準法では、賃金や給料といった名称にかかわらず、労働の対価とし

て使用者が労働者に支払うすべてのものを賃金といいます。退職金や結婚祝

金なども、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明ら

かなものは、労働基準法上の賃金となります。�

　たとえ使用者との話し合いで決めてあっても、決まった賃金が確実に手に

入らなければ、働いている人は生活に困ってしまいます。そこで賃金が確実

に支払われるように、労働基準法では賃金は原則として、①通貨で､  ②働い

ている本人に直接､  ③その全額を､  ④毎月１回以上､  ⑤一定の期日に支払わ

なければならない（賃金支払の５原則）としています。�

　なお、使用者は、労働者やその家族が病気などで急にお金が必要になった

とき、請求があれば給料日前でもその労働者が働いた分を支払わなければな

りません（支払期日前の非常時払い）。また、使用者の都合で休業にしたと

きは平均賃金の６０％以上の休業手当を支払わなければなりません｡（故意や過

失など使用者の責任による休業の場合は､  使用者に対し､１００％の賃金を請

求できます。）（ 休職・休業については４３ ページ参照）�

　平均賃金とは、給付の原因となる事実が発生した日以前３か月（賃金締切

日がある場合は、直前の賃金締切日から起算）の間に支払われた賃金総額

（残業手当、通勤手当などを含む。）から、臨時に支払われた賃金（例：私傷

病手当、退職金）、３か月を超える期間ごとに支払われた賃金（例：賞与）

などを除いたものを、その期間の総日数で割ったものをいいます。�

　なお、解雇予告手当、休業手当などの計算に使用する平均賃金と割増賃金の算定の基礎

となる賃金（時間外労働や休日労働の割増賃金〈３５ ページ参照〉） は異なります。�

２１�

2　賃金�

賃金支払の５つの原則�

主な関係条文�：労働基準法第１１条、第１２条、第２４条～第２７条�
：労働基準法施行規則第７条の２、第８条、第９条�

◆通貨払いの原則�

＊法令または労働協約（１１０ ページ参照）

で別に定めがある場合は、通貨以外で

支払うこともできます。�

＊賃金の口座振込は、①個々の労働者の

意思に基づき労働者指定の本人名義の

金融機関に振り込まれること、②賃金

の計算書を交付すること、③支払い日

の午前１０ 時頃までに引き出せること等

の要件を満たした場合には可能です。�

＊退職手当については、労働者の同意が

ある場合は、振込のほか小切手、郵便

為替でも支払うことができます｡�

◆直接払いの原則�

＊未成年者であっても、親や後見人が代

わって受け取ることはできず、労働者

が任意に頼んだ代理人にも支払えませ

ん。�

◆全額払いの原則�

＊税金など法令で別に定めがある場合や

労使協定があるときは、賃金の一部を

差し引くことができます。�

＊労働することが条件となっている前借

金は協定があっても相殺できません。�

◆毎月１回以上払いの原則�

＊賞与など臨時のものを除き、賃金は毎

月１ 回以上支払わなければなりませ

ん。�

◆一定期日払いの原則�

＊賞与など臨時のものを除き、賃金は期

日を決めて支払わなければなりません。�

 出来高払いの保障給�

　出来高払い制その他の請負制で使用される労働者の賃金については、労働時間に応じて一定

額の賃金の保障をしなければなりません。保障給の額についての定めはありませんが、常に通

常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額の定めをすること

とされています。�



２２�

賃金が支払われない�

　毎月の給料は、労働基準法で定める５つの原則（２１ページ参照）に基づい

て定期的に支払われ、退職したり亡くなったときの最後の給料や退職金も本

人や相続人の請求から７日以内に支払うのが原則です。（ただし、退職金は

就業規則等で支給期日が定められている場合は、それによることができま

す。）しかし、現実には、会社の経営難や「社員が会社に損害を与えた」な

どの理由から支払われない場合があります。�

　このような賃金不払いの問題に対しては、賃金の種類、金額、理由、支払

根拠などを十分確認（「主なチェックポイント」参照）し、まず会社側と話

し合ってみましょう。その上で、右ページのような対処方法もありますの

で、解決の参考にしてください。�

　　主なチェックポイント�
　　　□未払の金額、支払時期は？�
　　　□支払の根拠規定（就業規則、賃金規定、労働契約書など）は？�
　　　□時効になっていないか？（賃金は原則２年、退職金は５年）�
　　　□不払の理由は？�
　　（通常の賃金の場合）�
　　　□賃金体系、賃金項目はどうなっているか？�
　　（残業代の場合）�
　　　□割増率などの計算方法に争いはないか？�
　　　□残業時間ははっきりしているか？�
　　（ボーナスや退職金の場合）�
　　　□支給条件ははっきりしているか？�

※近年、一部職種について残業手当を定額としている会社もあるようです

が、実際に行われた時間外労働を就業規則や労働基準法の割増率を適用し

て計算した金額が定額を上回っている場合には、使用者はその差額を支払

わなければなりませんので注意が必要です。�

２３�

2　賃金�

賃金不払問題への対処方法�

主な関係条文�：労働基準法第２３条、第２４条、第１０４条、第１１５条�

１　労働センター等への相談�
　使用者と話し合う場合、事前に問題点を
整理し、労働センター等へ相談すれば状況
に応じたアドバイスを受けることができま
す。（１４０ ページ参照）�
�
２　労働基準監督署への申告�
　賃金不払は、労働基準法違反になること
が多いので、労基署の権限分野です。労基
署に申告し、ケースに応じて使用者に指導
等をしてもらうことができます。�
�
３　倒産の場合の立替払制度�
　→ ９０ページ参照�
�
４　調停�
　未払になっている一定の金額の支払を求
めること（申立の趣旨）や申立の理由を調
停申立書に記載して、簡易裁判所に提出し
ます。裁判所は、調停期日を決めて相手方
使用者を呼出し、双方の合意による支払が
できるかどうか、調整の努力をしてくれま
す。�
�
５　通常訴訟�
　請求金額が１４０万円以下の事件を取扱う
簡易裁判所の場合、訴状のひな形もあり、

本人でもやりやすいようになっています。�
�
６　少額訴訟�
　請求額が６０万円以下の場合、通常訴訟よ
りも簡易・迅速な解決を図る少額訴訟制度
があります。原則として１回だけの審理で
結論（和解又は判決）が出されますので、
審理前に証拠書類を整え、当日は必要な証
人を連れていくなど、入念な準備も必要で
す。�
�
７　労働審判�
　迅速な話合い解決（調停）を重視します
が、話合いがつかない場合は、権利関係も
踏まえた審判が下され、原則３回以内の期
日で結論を出します。�
　ただ、本人だけでは活用しにくく、弁護
士等の援助が望ましい手続です。�
�
８　支払督促�
　申立書を提出すると、裁判所はその請求
に従って支払督促を相手方に出してくれま
す。相手方から異議が出されず、督促に従
って支払われれば目的は達成されますが、
異議が出されれば通常訴訟の手続に移行、
相手方が支払に応じなければ強制執行をす
る必要が出てきます。�



２４�

最低賃金とは�

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用

者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする

制度です。�

　平成２０年７月施行の改正最低賃金法では、地域別最低賃金を決定する際に

は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、生活保護に係る

施策との整合性にも配慮することとなりました。�

　仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律によ

り無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。地域別

最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則（罰金額の上限５０万

円）が定められています。�

　地域別最低賃金は、常用、パートタイマー、臨時・嘱託など雇用形態の別

なく、その地域の事業場で働くすべての労働者に適用されます。しかし、一

般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用するとかえっ

て雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働

局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認めら

れています。�

　○実際の賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。�
　　例　日給制の場合　日給額÷１日の所定労働時間≧最低賃金額�
　　　　月給制の場合　月給額×１２か月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額�
　○次の賃金は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。�
　　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当　　②臨時に支払われる賃金�
　　③１か月を超える期間毎に支払われる賃金　④時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金�
�
　詳しくは神奈川労働局労働基準部賃金課�
　　　　（横浜市中区北仲通５－５７　横浜第２合同庁舎８階　電話：０４５－２１１－７３５４）�
　または最寄りの労働基準監督署におたずねください。�
　　　　ホームページアドレス　http://www.kana-rou.go.jp

２５�

2　賃金�

最低賃金一覧表�（詳しくは､ 神奈川労働局賃金課（TEL０４５-２１１-７３５４） 又は最寄りの労働基準監督署まで）�
（平成２０年１２月現在）�

最低賃金の件名� 摘　　　要�

県下全ての労働者に適用されます。ただし、下欄の
産業別最低賃金が適用される者は除きます。�

①　１８歳未満又は６５歳以上の者�
②　雇入れ後６か月未満（ただし自動車小売業
については３か月未満）の者であって、技能
習得中のもの�
③　清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な
業務に主として従事する者�
④　非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製
造業及び電子部品･デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
については、①、②、③に加え、次に掲げる業務
に主として従事する者も適用除外されます。�
イ　手作業により又は手工具若しくは操作が容
易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取
付け、選別、検査等の業務�
⑤　塗料製造業最低賃金については、①、②に
加え、次に掲げる業務に主として従事する者
も適用除外されます。�
イ　清掃、片付けの業務�
ロ　ラベルはりの業務�
ハ　手作業による空き缶及びふたの取りそろえ
並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、
袋詰め、こん包又は１８リットル缶未満の充て
ん製品運搬の業務�

（注）ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業…他に分類されな
いはん用機械・装置製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、農業用トラクタ製造業を含み、家庭用
エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、建設用ショベルトラック製造業を除きます。�
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…医療用計測器製造業を除きます。�
輸送用機械器具製造業…建設用ショベルトラック製造業を含みます。�
自動車小売業…自動車部分品・附属品小売業を含み､ 二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除きます。�

最低賃金額�
時間額�

効力発生�
年 月 日�

２０年１０月25日�

２０年１２月２０日�

効力発生�
年 月 日�

産業別最低賃金適用除外者�
（上欄の神奈川県最低賃金が適用されます。）�

　　円�
７６６�

８５３�

８４０�

８０８�

８３４�

８２４�

８２８�

８２４�

最低賃金額�
時間額�

最 低 賃 金 �
の 件 名 �

塗 料 製 造 業 �

鉄 鋼 業 �

非 鉄 金 属 ・�
同合金圧延業、�
電線・ケーブル�
製 造 業 �

ボイラ・原動機、�
ポンプ・圧縮機
器、一般産業用
機械・装置、建設
機械・鉱山機械、
金属加工機械製
造業　　　 （注）�

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業　  （注）�

輸送用機械器具�
製 造 業 �

（注）�

自動車小売業�
（注）�

神奈川県最低賃金�

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金�



２６�

1週40時間、1日8時間以内が原則�

　法定労働時間は１週４０時間、１日８時間（休憩時間を除いた実働時間）が
原則です。（※）１０人未満の商業、映画･演劇業（映画製作の事業を除く）、
保健衛生業、接客娯楽業については、　特例措置として１週４４時間、１日８
時間とされています｡�
　労働時間は、一般的に使用者の指揮監督下にある時間をいうので、作業の
準備や後片づけなども、使用者の指示によるものならば労働時間となりま
す。　�
　使用者には労働時間を適正に把握する責任があり、厚生労働省では、「労
働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を定めて
います。�
　なお、この労働時間の原則とは別に、労働時間の短縮を容易にする制度と
して、右ページのような変形労働時間制が定められています。�
　また、労働時間の算定が困難な事業場外労働や労働者の裁量による労働に
ついて実際に働いた時間と関係なく、一日に一定時間働いたとみなして、そ
の時間を基準にして賃金を支払うみなし労働時間制（２８ページ参照）があり
ます。�

※労基法４１条では、同法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用さ
　れない労働者を次のとおり定めています。（適用除外）�
　①農業、畜産・養蚕・水産業従事者　②管理監督者、機密の事務を取
　り扱う者　③監視・断続的労働従事者　④宿日直勤務者�
　監視又は断続的労働に従事する者と宿日直勤務者については、労働基
準監督署長の許可を条件に労働時間等の規制を全部又は一部除外してい
ます。�
　また、管理監督者については、その判断基準が定められており、肩書
きや名称にとらわれず、実態に即して判断されます。�

２７�

3　労働時間・休暇�変形労働時間制�

４つの変形労働時間制（弾力的な労働時間制度）のあらまし�

種　類�

制度の�
あらまし�

○１か月以内の期間
を平均して各週の所
定労働時間を決める
制度です。�
○変形期間を平均し
て１週間の労働時間
が週４０時間（特例事
業は４４時間）以下に
なるようにします。�
○労使協定等により、
変形期間における各
日、各週の労働時間を
具体的に特定します。�

就業規則又は�
労使協定（届出必要）�

すべての事業�

労基法第３２条の２�

○毎週決まって４０時
間にならなくても１
か月を平均して週４０
時間を確保できる企
業に向いています。�

�
制限なし�
�
１週１日又は�
　　　　４週４休�

○日ごとに業務の繁
閑が大きく生じる業
種を対象にした制度
です。�
�
○前週の末日までに
翌週の毎日の所定労
働時間を決めます。�
　１週間の労働時間
が４０時間以下にな
るようにします。�

�
労使協定（届出必要）�

３０人未満の小売業、
旅館、料理店、飲食店�

労基法第３２条の５�

○曜日によって来�
客数や忙しさが大�
きく変わるお店な�
どに向いています。�

�
１日１０時間�
�
１週１日又は�
　　　　４週４休�

○働く人自身が各日
の始業・終業時刻を
自由に選択できる制
度です。�
�
○１か月以内の期間
の中で、平均して１
週間の労働時間が週
法定時間以下になる
ようにその期間の総
労働時間を決めま
す。�

就業規則及び�
労使協定（届出不要）�

すべての事業�

労基法第３２条の３�

○デザイン、設計、
研究等の部門に適し
ます。�
〇通勤混雑緩和にも
向いています。�

�
制限なし�
�
１週１日又は�
　　　　４週４休�

○１か月を超え、１年以内の
期間の中で、休日の配慮を含
め、各日、各週の労働時間を
弾力的に決める制度です。�
○最初の期間についてのみ労
働日及び労働日ごとの労働時
間を特定、２期目以降は、総
労働時間と労働日数を決める
こともできます。�
○対象期間中に異動があった
労働者は、変形制の例外とし
て賃金の清算を行います。�

�
労使協定（届出必要）�

すべての事業�

労基法第３２条の４�

○連続して休暇や休日を取ること
ができる企業や忙しさが一定の期
間にのみ集中するような企業に向
いています。期間の途中で入退
社した人にも適用できます。�

１日１０時間�
１週５２時間�
１年の場合２８０日�

連続労働原則６日以内�
①対象期間内に、週４８時間を超
える所定労働時間を設定するの
は連続３週間以内とすること。②
対象期間を起算日から３か月ごと
に区切った各期間において、週
４８時間を超える所定労働時間を
設定した週の初日が３回以下で
あること。�

導入方法�

ポイント�

法律の根拠�

対象事業の�
範　　　囲�

制限事項�
（１日､１週）�
�
（ 休 日 ）�

１年単位の変形労働時間制� フレックスタイム制�１か 月 単 位 の�
変形労働時間制�

１週間単位の非定型的�
変形労働時間制�



２８�

みなし労働時間制（事業場外労働・裁量労働制）とは�

　みなし労働時間制には、下記の３つのタイプがあります。この制度を実際

に導入するときは、定められた条件のもとで一定の手続を経る必要があり、

条件を満たしていないと、所定労働時間を超えている残業には残業手当など

を支払わなくてはなりません。�

　なお、過労死の問題等が起こらないよう、従業員の健康維持等さまざまな

配慮も求められます。�

�
①事業場外労働に関するみなし労働時間制�
　労働者が事業場外で労働し、使用者がその労働時間を把握できない外勤の営業職
等の場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。�
　所定労働時間を超えて事業場外で労働することが必要となる場合には、「当該業
務の遂行に通常必要とされる時間」（労使協定がある場合は協定で定めた時間）労
働したものとみなします。みなし時間が法定労働時間を超える場合には、所轄の労
働基準監督署に届出を行う必要があります。�
　ただし、事業場外における労働であっても、複数の労働者が事業場外労働を行う
場合でその中に労働時間を管理する者がいる場合、事業場外における業務の具体的
指示を受けて帰社する場合など、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合に
は、労働時間の管理が可能ですので、みなし労働時間制の適用はありません。�
②専門業務型裁量労働制�
　業務の性質によりその遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため
に、使用者が労働の遂行手段や労働時間配分について具体的な指示をすることが困
難な業務として厚生労働省令で定めている業務の中から対象となる業務を労使で定
め、労使であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。�
③企画業務型裁量労働制�
　事業運営に関する事項について企画、立案、調査及び分析を行う業務であって、
業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるために、使
用者が労働の遂行手段や労働時間配分について具体的な指示をしないこととする業
務につき、労使委員会決議で定める時間を労働したものとみなす制度です。�

２９�

3　労働時間・休暇�

２つの裁量労働制のあらまし�

種 　 　 類 �

根 拠 法 律 �

対象事業場�

対 象 業 務 �

対象労働者�

導 入 条 件 �

決議・協定�
事 項 �

導 入 効 果 �

専門業務型裁量労働制�

労働基準法第３８条の３�

制限なし�

＜命令で定める業務＞�
①新商品・新技術の研究開発�
②情報処理システムの分析設計�
③取材・編集�
④新デザインの考案�
⑤プロデューサー・ディレクター�
⑥厚生労働大臣指定業務�
（コピーライター等、システムコンサルタント、インテリアコーディネー
ター、ゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融商品開
発、大学における教授研究、公認会計士、弁護士、建築士（一級、
二級、木造）、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士）�

対象業務に常態として従事する者�

過半数労組または過半数を代表する者との�
労使協定の締結・届出�

①対象業務の特定�
②対象業務に従事する労働者の労働時間と
して算定される時間�
③対象業務の遂行手段、時間配分の決定等
に関し具体的な指示をしないこと�
④対象労働者の状況に応じた健康・福祉を
確保するための措置�
⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措
置�
⑥その他厚生労働省令で定める事項�

対象業務に就かせたときは、労使協定で定
められた時間を労働したものとみなす�

企画業務型裁量労働制�

労働基準法第３８条の４ 

対象業務が存在する事業場�

事業運営に関する事項についての企画・
立案・調査・分析業務であって、業務の
性質上これを適切に遂行するためには、
その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必
要があるため、業務遂行手段及び労働時
間配分の決定等に関して使用者が具体的
な指示をしないこととする業務�

対象業務を適切に遂行するための知識・
経験を有する者（※）で業務に常態とし
て従事する者。対象労働者の個別同意が
前提。※大学卒業後５年程度の職務経験�

労使委員会（労働者側委員は半数を占めている）の委
員の５分の４以上の多数決による議決による決議と届出�

①対象業務の範囲�
②対象労働者の範囲�
③みなし労働時間数�
④対象労働者の健康・福祉を確保するた
めの措置とその実施�
⑤対象労働者の苦情の処理に関する措置
とその実施�
⑥労働者の同意、同意しない労働者への
不利益取扱いの禁止�
⑦有効期間の定め�

決議により定められた時間を労働したも
のとみなす�

主な関係条文�：労働基準法第３８条の２、第３８ 条の３、第３８条の４�
：労働基準法施行規則第２４条の２の２�



３０�

残業（時間外労働）に関する協定�

　労働基準法では、使用者は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者

（過半数組合があればその組合）と書面による協定を結び、それを労働基準

監督署に届け出なければ、法定労働時間を超えて働かせたり、休日労働をさ

せることはできないと定めています。労基法第３６条で定めているので、この

協定のことを３６協定ともいいます｡（協定届の様式は３３ページ参照）�

　このような協定がなく残業（時間外労働）や休日労働をさせた場合には、

６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処せられ、当然に割増賃金も支払

わなければなりません。�

　また、協定があったとしても、１８歳未満の年少者には原則として時間外労

働や休日労働をさせることができないので注意して下さい。�

　１か月単位や１年単位の変形労働時間制を採用している場合に時間外労働

となるのは、①１日については、就業規則等で定める所定労働時間を超えか

つ８時間を超える場合、②１週については、所定労働時間を超えかつ週法定

労働時間を超える場合、③変形期間については、変形期間における法定時間

の総枠を超える場合です。これらに該当する時間については３６協定を結ぶこ

とが必要となります。�

　なお、「災害等による臨時の必要がある場合」でも、時間外や休日労働を

させるには、使用者は労働基準監督署の事前の許可を得なければなりませ

ん。例えば、急病、ボイラーの破裂、事業運営を不可能にするような突発的

な機械の故障などがこれに該当します。事態が急迫していて労働基準監督署

の許可が得られないときは、事後に届け出る必要があります。�
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3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第３３条、第３６条、第３７条、第６０条、第１１９条�
：労働基準法施行規則第６条の２�

労使協定とは�

　その事業場に、労働者の過半数で組

織する労働組合がある場合はその組合

と、そういう組合がない場合は労働者

の過半数を代表するもの（※）と使用

者との、書面による協定をいいます。

　３６協定のほか、賃金を口座振込みに

したり、一部控除して支払う場合や、

変形労働時間制やみなし労働時間制を

採用したり、休憩を一斉に与えないこ

ととする場合、年休の計画的付与を決

める場合等に必要となります。�

　また、３６協定のように労働基準監督

署に届出が必要なものと、そうでない

ものとがあります。�

　労使協定の効果は、労働基準法の基

準（例えば１日８時間）を超えて働か

せても使用者が処罰されないというこ

とです。個々の労働者に時間外労働を

命じるには、労働契約や就業規則に決

めていなければなりません。�

　なお、使用者と労働組合との間で結

ばれている「労働協約｣（１１０ ページ

参照）とは別のもので、労働協約は原

則としてその組合に加入している組合

員にのみ適用されます。�

�

※「過半数を代表する者」とは、

次の２つの条件を満たすものを

いいます。�

①労働基準法第４１条第２号に規定

する監督又は管理の地位にある

者（実質的な権限のある人）で

ないこと。�

②労使協定の締結等をする者を選

出することを明らかにして実施

される投票、挙手等の方法によ

る手続きにより選出された者で

あること。�



３２�

残業（時間外労働）の限度�

　３６協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度以内にしなけれ
ばなりません｡（これを超える協定を結ぶと、労働基準監督署から助言・指導の対
象となります。協定締結当事者は、法律上、基準を遵守する義務があります｡）�

１　限度時間は法定労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。また、休日労働
時間を含むものではありません。�

２　特別の事情が予想される場合、次のような特別条項付き協定を結べば臨時的に、限度時間を超え
る時間を一定期間についての延長時間とすることができますが、｢特別の事情」は臨時的なものに限
る等要件を満たしていることが必要です。�
　〔特別条項付き協定の例〕�
　「一定期間についての延長時間は１か月３０時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注
が集中し、特に納期がひっ迫した時は、労使の協議を経て、１か月５０時間までこれを延長すること
ができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、６回までとする。」�

３　工作物の建設等の事業や自動車の運転の業務などのように、限度時間が適用されない事業又は
業務があります。�

４　一定の育児又は介護を行う男女労働者のうち、時間外労働を制限するよう、使用者に申し出た人
については、延長時間の限度が異なります。（１か月２４時間、１年間１５０時間）（３７ページ参照）�
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3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第３６条�

時間外労働等の協定届の様式（記入例）�延長時間の限度�

期　　　間�

１　週　間�

２　週　間�

４　週　間�

１　か　月�

２　か　月�

３　か　月�

１　年　間�

１５時間�

一 般 の 労 働 者 �

延 長 時 間 の 限 度 �

対象期間が３か月を超える１年�
単位の変形労働時間制の対象者�

２７時間�
４３時間�
４５時間�
８１時間�
１２０時間�
３６０時間�

１４時間�
２５時間�
４０時間�
４２時間�
７５時間�
１１０時間�
３２０時間�

事 業 の 種 類 �

①下記②に該当しない労働者� 臨時の受注、納期変更�

臨時の受注、納期変更�

月末 の 決 算 事 務 �

業 務の種 類 �
延長することができる時間�

1日を超える一定の期間（起算日）�
1か月（毎月1日）� 1年（4月1日）�

検　査�

経　理�

機械組立�

機械組立�

10人�

５人�

10人�

10人�

業 務の種 類 �休日労働をさせる必要のある具体的事由�

臨時の受注、納期変更�

②１年単位の変形労働時間制により
　労働する労働者�

時間外労働をさせる�
必要のある具体的事由�

労働させることができる休日�
並びに始業及び終業の時刻�

※一定期間についての延長時間は１か月
３０時間とする。ただし、通常の生産量を
大幅に超える受注が集中し、特に納期
がひっ迫した時は、労使の協議を経て、１
か月５０時間までこれを延長することがで
きる。この場合、延長時間を更に延長す
る回数は、６回までとする。�

記載心得�
１「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第３６条第１項ただ
し書の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。�

２「延長することができる時間」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。�
　（１）「１日」の欄には、労働基準法第３２条から第３２条の５まで又は第４０条の規定により労働させることができる最長の労働時

間を超えて延長することができる時間であって、１日についての限度となる時間を記入すること。�
　（２）「１日を超える一定の期間（起算日）」の欄には、労働基準法第３２条から第３２条の５まで又は第４０条の規定により労働さ

せることができる最長の労働時間を超えて延長することができる時間であって、同法第３６条の第１項の協定で決められた1
日を超え３か月以内の期間及び１年についての延長できる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められたすべて
の期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての限度とな
る時間を記入すること。�

３②の欄は、労働基準法第３２条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３か月を超える変形労働時間制に
より労働するものに限る。）について記入すること。�
４「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第３５条の規定による休日であって労働させ
ることができる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時刻を記入すること。�

５「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入すること。�

1か月に1日、8：30～17：30

労働者数（満�
18歳以上の者）�

労働者数（満�
18歳以上の者）�

1日8時間�

同上�

1日�

3時間�

3時間�

3時間�

30時間（※）�

15時間� 150時間�

250時間�

200時間�

同上�

平成○年4月1日�
から1年間�

平成○年4月1日�
から1年間�

同上�20時間�

期間�

期間�

同上�

毎 週 �

土曜・日曜�

所 定 労 �
働 時 間 �

所定休日�

金属製品製造業�
事 業 の 名 称 �

○○金属工業株式会社�
事 業 の 所 在 地（ 電 話 番 号 ）�

○○市○○町1－２－３（00－0000－0000）�

様式第９号（第１７条関係）�

協定の成立年月日　　　　平成○年３月１２日�

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の�

�

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（投票による選挙）�

　　　　平成○年３月１５日�

　　　　　○○労働基準監督署長殿�

職名　検査課主任�
氏名　山　田　花　子　w

職名　代表取締役社長�
氏名　田　中　太　郎　w

使用者�

に関する協定届�時間外労働�
休 日 労 働�



３４�

残業、深夜労働、休日労働の割増賃金�

　１週間の労働時間が４０時間を超え、または１日の労働時間が８時間を超え

た時間外の労働（残業）に対して、使用者は普通に労働したときの２割５分

増以上の割増賃金を支払わなければなりません。�

　同様に、午後１０ 時から午前５時までの間に労働（深夜労働）した場合も、

２割５分増以上の割増賃金となりますが、法定休日（労基法第３５条に規定す

る毎週少なくとも１日あるいは４週間を通じ４日以上与えなければならない

とされている休日）に働いたとき（休日労働）は、３割５分増以上の割増賃

金となります。�

　残業と深夜労働が重なれば５割増以上ということになり、また休日労働と

深夜労働が重なれば６割増以上ということになります。�

　こうした手当は、パートタイム労働者の場合でも同じです。�

　ところで、１日の所定労働時間が７時間の事業所で１時間残業したときは

どうなるでしょうか。法定労働時間（１日８時間）を超えない分の残業（い

わゆる法内残業）については、使用者は割増賃金の支払義務はありません

が、就業規則や労働契約でその根拠と効果について決めておく必要がありま

す。�

３５�

3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第３７条�
：労働基準法施行規則第１９条～第２１条�

残業（時間外労働）と深夜労働の関係�

◆※労働契約、就業規則、労働協約の規定による�

◆時間外労働と深夜労働は２割５分増・休日労働は３割５分増�

�

◆割増賃金の計算方法（割増賃金の算定の基礎額時給１,０００ 円の場合）�

　①割増賃金については労働契約、就業規則、労働協約の規定による�

　② １,０００円×１.２５×４時間＝５,０００円（時間外労働）�

　③ １,０００円×１.５×２時間＝３,０００円（時間外労働と深夜労働）�

　④ １,０００円×１.６×５時間＝８,０００円（深夜労働と休日労働）�

　割増賃金の算定の基礎額＝通常の賃金－除外賃金（家族手当＋通勤手当＋別居手当

＋子女教育手当＋住宅手当＋臨時に支払われた賃金＋１

カ月を超える期間ごとに支払われる賃金）�

〔所定労働時間が７時間で翌日が法定休日の場合〕�

労働時間�

賃金の割増率�

時間外�
深　夜�
休　日�
合　計�

※�
－�
－�
※�
①�

2割5分増以上�
－�
－�

2割5分増以上�
②�

2割5分増以上�
2割5分増以上�

－�
5割増以上�
③�

－�
2割5分増以上�
3割5分増以上�
6割増以上�
④�

所定内（１時間休憩）�

9：00 17：00 18：00 22：00 0：00 翌朝5：00

残　　　　　　　　　　　　　　　業�

深夜労働�

（１時間）� （４時間）� （２時間）� （５時間）�

法定労働時間（８時間）�

～平成２２年４月から労働基準法が変わります！～�

１　時間外労働の割増賃金率の引上げ�
　○１か月に６０時間を超える時間外労働を行う場合…５割増以上（※）�
　　※中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予�
　○引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇付与も可能（労使協定が必要）�
２　割増賃金引上げなどの努力義務（企業規模にかかわらず適用）�
　○限度時間（１か月４５時間）を超える時間外労働を行う場合…２割５分増を超える率�
　○月４５時間を超える時間外労働をできる限り短くすること�



３６�

賃金不払残業（サービス残業）の解消�

　賃金不払残業は、いわゆるサービス残業のことをいいます。時間外労働手

当（割増賃金）が支払われていないと、労働基準法違反になります。�

　賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消

を図っていくことは、大変重要なことです。�

　厚生労働省では、賃金不払残業を解消するために、平成１５年５月２３日付け

で、「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために

講ずべき措置等に関する指針」を示しました。�

　この指針は、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくために、

各企業において労使が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払

残業の解消のために講ずべき事項を示したものです。�

�

賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針�

�
１　趣旨�
２　労使に求められる役割�
　（１） 労使の主体的取組�
　（２） 使用者に求められる役割�
　（３） 労働組合に求められる役割�
　（４） 労使の協力�
３　労使が取り組むべき事項�
　（１） 労働時間適正把握基準の遵守�
　（２） 職場風土の改革�
　（３） 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備�
　（４） 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備�

　育児または介護を行う男女労働者について、時間外労働を制限する制度が

設けられています。事業主は、対象労働者から請求があった場合には、事業

の正常な運営を妨げる場合を除き、１か月について２４時間、１年について   

１５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせてはいけません。�

　なお、妊産婦が請求した場合には、時間外・休日労働、深夜業をさせては

いけません。�

３７�

3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第３６条、第６６条�
：育児・介護休業法第１７条、第１８条�

育児・介護を行う労働者の残業（時間外労働）の制限�

◆対象労働者�
　①小学校入学前の子を養育する男女労働者�
　②要介護状態（負傷、疾病又は身体上・精神上の障害により、２週間以上の期間に
わたり常時介護を要する状態）にある次のいずれかの者を介護する男女労働者�

　　・配偶者、父母、子、配偶者の父母�
　　・同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫�
�
◆請求できない労働者�
　①日々雇用者�
　②継続して雇用された期間が１年未満の者�
　③１週間の所定労働日数が２日以下の者�
　④配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる者�
　　（育児を行う労働者の場合のみ）�

育児・介護を行う労働者の残業（時間外労働）は�



３８�

深夜労働の制限�

　同じ８時間の労働でも昼と夜では随分違います。成人でも深夜働くのはな

かなか辛いものです。ましてや年少者の場合には健康や福祉の面で問題が生

じます。そこで労働基準法では、１８歳未満の年少者を午後１０時から午前５時

までの深夜に働かせることを、原則として禁止しています。なお、妊産婦が

請求した場合には、深夜業をさせてはいけません。�

　また、育児または介護を行う男女労働者について深夜業を制限する制度が

設けられています。事業主は、対象労働者から請求があった場合には、事業

の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜（午後１０時～午前５時）に労働させ

てはなりません。パートタイム労働者であっても、対象労働者に該当すれば

深夜業の制限を請求できます。�

３９�

3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第６１条、第６６条�
：育児・介護休業法第１９条、第２０条�
：男女雇用機会均等法施行規則第１３条�
：労働安全衛生法第２３条、第６６条、第６６条の５�

育児・介護を行う男女労働者の深夜業の制限�

深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備�

◆対象労働者�
　①小学校入学前の子を養育する男女労働者�
　②要介護状態の家族を介護する男女労働者�
�
�
◆請求できない労働者�
　①日々雇用者�
　②継続して雇用された期間が１年未満の者�
　③深夜において、常態として保育または介護できる１６歳以上の同居の家族がいる者�
　④１週間の所定労働日数が２日以下の者�
　⑤所定労働時間の全部が深夜にある者�
�
�
�
�
�
　事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合には、次の点について適切な措置を
講ずるべきとされています。�
●通勤・業務遂行の際の安全確保：送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮
した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等により、通
勤の際の安全確保に努めるとともに、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労
働者が一人で作業をすることを避けるよう努めること�

●育児・介護等の事情に関する配慮：女性労働者を新たに深夜業に従事させようとす
る場合には、育児・介護等の事情を聴くこと等について配慮を行うよう努めること�

●休養室・仮眠室等の整備：労働安全衛生法に基づき、必要な設備を設けること�
●健康診断等：健康診断及び健康診断実施後の必要な措置を講ずること�
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休憩時間の自由利用�

　使用者は、６時間を超えて働かせるときは４５ 分以上、８時間を超えるとき

は１時間以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければなりません。こ

の休憩時間は、一部の職種・業種（右ページ参照）や書面による労使協定を

結んだ場合（平成１１年３月３１日以前に労働基準監督署長の許可を受けたもの

などを含む）を除いて、すべての労働者に一斉に与えなければなりません

し、自由に利用させなければなりません。�

　例えば、昼休みに電話当番をさせたりすることは、休憩時間の自由利用や

一斉休憩の原則に反します。また、電話番などをさせた結果、１日の労働時

間が８時間（ただし、変形労働時間制の場合は例外あり）を超えた場合は、

割増賃金の支払い義務が生じます。�

　ただし、自由利用について休憩の目的を損なわない範囲で、職場の規律保

持や施設管理上必要な制限を受けることがあります。�
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3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第３４条、第３８条、第４０条、第４１条�
：労働基準法施行規則第１５条、第３１条～第３４条�

休憩時間に関する例外�

◆★の事業においては１８ 歳未満は例外の対象としない。�
◆一斉休憩の適用除外の判断基準�
　１　交替制労働のもの　�
　２　石油コンビナート等危害防止上必要なもの　�
　３　同一事業所内で作業場を異にし業務上必要なもの�

休憩時間の原則が�
適用されない者�

　①監督者、管理者、機密事務取扱者�
　②監視又は断続労働（要許可）�
　③労基法別表第１第６号（農業）、�
　　第７号（畜産・養蚕・水産業）�
�
★④屋内勤務者３０人未満の郵便局�
★⑤運輸、郵便事業の列車等の長距離乗務員�
　⑥⑤に該当しない乗務員で、停車待合わせ時間�
　　等の合計が休憩時間に相当する場合�

★⑦警察官、消防吏員、常勤消防団員、児童とともに
生活する児童自立支援施設勤務者�

★⑧乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等で児童
とともに生活する者（許可が必要）�

★⑨労基法別表第１第４号（運輸）、８号（商業）、９
号（金融保険）、１０号（映画・演劇）、１１号（郵
便電話）、１３号（保健・衛生）、１４号（接客娯
楽）、他に該当しない官公署�

　⑩上記⑨の業務以外は労使協定の締結により可能�

休 憩 時 間 の自由�
利用の適用除外�

一斉休憩の適用�
除外（協定不要）�

協定による一斉�
休憩の適用除外�
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休日�

　労働基準法では、使用者は、労働者に週１回以上、または４週間を通じて
４日以上の休日を与えなければならないことになっています。何曜日を休み
にするかの定めはありませんが、労働者が計画的に休めるように曜日を特定
するよう指導されています。�
　しかし、仕事の都合でその休日に働かなければならないこともあるかもし
れません。定められた休日を事前に変更し、その代わりに他の労働日を休日
とすることを「休日振替え」といいます。これにはあらかじめ就業規則や労
働協約などに「休日を振替えることがある」旨を定めた上で、振替日を事前
に労働者に通知しておくことが必要ですが、１週１日又は４週４日の要件を
満たせば休日が労働日に変更されるので休日労働とはなりません。�
　一方「代休」というのは、休日に労働させた代わりに後日適当な労働日に
休ませることをいいます。この場合も就業規則などの根拠規定や労働者の個
別の同意が必要ですが、休日労働となるので代休をとっても労働基準法上の
割増賃金を支払わなくてはならず、３６協定も必要です。�

休　職�
　会社が休職の措置をとるためには、就業規則等での定めか、労働者との個

別の合意が必要です。�

　会社には、病気休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職など様々な理由

による休職の制度がある場合があります。これらは、何らかの理由で、労働

者が契約通りに働くことができないか、あるいは働かせることができない場

合に、一定の期間を定めて、その間、従業員の地位を継続させたままその就

労の義務を免除または禁止するものです。制度として設ける場合には、就業

規則等で規定する必要があります。なお、その休職の間、賃金が全く支払わ

れない場合、一部支払われる場合などがあります。�

　休職の事由がなくなれば、当然に復職となるか、使用者が復職措置を講じ

る必要があり、病気が治って従前通り働けるようになった労働者を、そのま

ま同じ休職の扱いにしておくことはできません。�

休　業�
　経営・管理上の会社の都合で労働者を休業させる場合（派遣労働者が派遣

契約中途で会社の都合で解約され、その後仕事がない場合を含む。） には、

労働者には、その間の賃金全額を請求する権利があります。労基法第２６条で

は、少なくとも平均賃金の６割（休業手当）を支払うよう規定しています

が、これはあくまでも最低基準を定めるものであり、全額請求の権利を否定

するものではありません。�

※　会社が一方的に賃金をまったく支払わないか、一部しか支払わないとい

う休職・休業を命じることができるのは、少なくとも会社側に故意や過失

などの責任が無い場合に限られます。（民法第５３６条）�
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3　労働時間・休暇�休職・休業�

主な関係条文�：労働基準法第３５条～第３７条�

休日振替えと代休の違い�

区 　 　 分 �

就業規則､労働協約などの規定�

休日の事前の特定�

３ ６ 　 協 　 定 �

休 日 労 働 に 係 る �
割 増 賃 金 �

必　要�

必　要�

必要なし�
※週をまたがって振り替�
えることにより、当該週�
の労働時間が１週間の法�
定労働時間を超えるとき�
は必要�

規定がなくても可（労働者からの代休�
請求は就業規則などの規定が必要）�

（ただし、３割５分�
　以上の割増分のみ）�

�

必要なし�

必　要�

必　要�

休日振替え� 代　　　休�
（事後の休日振替え）�



４４�

年次有給休暇�

　所定の休日以外に、労働者が自分の休みたい日に有給で休めるのが年次有

給休暇（年休）です。�

　６か月間続けて働き就業規則等で定められた全労働日の８割以上出勤した

労働者は、１０日間の年休を取ることができ、以後は、最初の有給休暇発生の

ときから２年間は１年継続するごとに１日ずつ、それ以降は２日ずつ増えて

最高２０日まで使用者は与えなければなりません。これは労基法で定められた

最低日数ですから、それ以上の日数を与えている会社もあります。年休の時

効は２年間なので、その年に残った分は翌年でも取れます｡�

　年休を取るには前もって休む日を申し出なければなりませんが、休む理由

によって休暇を与えないことはできません。しかし事業の正常な運営を妨げ

る場合には、使用者は時季を変更することができます。また年休の消化を促

進するため、労使協定（３１ページ参照）を結べば、５日を超える年休日につ

いて時季を定めて計画的に年休の一部を与えることもできます。�

　年休で休んだときは、通常の労働日と同じような賃金を受け取れます。使

用者は年休を取った労働者に対して、賞与のカットなど不利益な取扱いをし

ないようにしなければなりません。�

　また、年休は所定労働日数に応じて、比例的にパートタイム労働者にも与

えられます。なお、所定労働時間が週３０時間以上または所定労働日数が週５

日（または年２１７日）以上の場合は、一般の労働者と同じ日数が与えられま

す。（９４ページ参照）�

　労働基準法の改正により、労使協定を定めた場合、１年に５日以内の範囲

において、時間単位での年休取得が可能になります。（平成２２年４月１日施

行）�
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3　労働時間・休暇�

年次有給休暇の付与日数�

□定年退職者の再雇用や臨時工の本採用等は、単なる企業内における身分の切替えであって、実質的に
は労働関係が継続していると認められるので、定年退職者を引き続き再雇用する場合や臨時工を本採用
として引き続き使用する場合は、その勤務年数を通算しなければなりません。�

一般の労働者�

①週所定労働日数が�
４日又は１年間の所�
定労働日数が１６９日�
から２１６日までの者�

②週所定労働日数が�
３日又は１年間の所�
定労働日数が１２１日�
から１６８日までの者�

③週所定労働日数が�
２日又は１年間の所�
定労働日数が７３日か�
ら１２０日までの者�

④週所定労働日数が�
１日又は１年間の所�
定労働日数が４８日か�
ら７２日まで の 者 �

継続勤務年数� ０.５  １.５  ２.５  ３.５  ４.５  ５.５  ６.５以上�

１０   １１   １２   １４   １６   １８   ２０�

１２   １３   １４   １６   １８   ２０   ２０�

７   ８   ９   １０   １２   １３   １５�

５   ６   ６   ８   ９   １０   １１�

３   ４   ４   ５   ６   ６   ７�

１   ２   ２   ２   ３   ３   ３�

知事認定の職業訓練を
受ける未成年労働者�
週所定労働時間が３０時間未
満の者を除く。�

週
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
未
満
の
労
働
者�

主な関係条文�：労働基準法第３９条、第１３６条�

（　　　　　　　  ）�
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母性保護�

　働く女性の母性を保護するための措置が、労働基準法や男女雇用機会均等
法などの法律で設けられています。�
　また、男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い
の禁止について定めています。（５４ページ参照）�
�
◆産前産後休業�

　出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定の６週間前、多胎
妊娠（双子以上の妊娠）の場合は１４週間前から産前休業（出産日を含みま

す。）を取ることができます。また、使用者は、原則、出産後８週間を経過
しない女性を働かせてはならないことになっていますが、６週間経過後は、
本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就いてもよいことになってい
ます。�
　休業中の賃金については、法律で特に定めていませんので、労使で話し合
って決めてください。なお、健康保険に加入していれば、分娩費が支給され
ますし、また、一定の要件にあてはまれば出産手当金も支給されます｡（健康
保険の給付内容は１３１ページ参照）�
�
◆育児時間�

　生後１年未満の乳児を育てる女性労働者は、１日に２回それぞれ少なくと
も３０分の育児時間を請求できます。（なお、これは５０ページの勤務時間の短
縮措置とは別に与えられます。） �
�
◆妊産婦に対する保護�

　使用者は、妊産婦（妊娠中または産後１年を経過しない女性）が請求した
場合は、変形労働時間で働かせたり、時間外、休日または深夜労働をさせて�

はなりません。また、危険有害業務に妊産婦を就業させてはなりません。妊
娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりま
せん。�
�
◆通院休暇�

　妊娠中、出産後の女性の健康管理のため、母子保健法による下記の保健指
導、健康診査を受けるための通院の時間を与えなければなりません。�
�
　１　産前の場合�

妊娠２３週まで……………４週に１回�
妊娠２４週から３５週まで…２週に１回�
妊娠３６週から出産まで…１週に１回�
ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示により、必要
な時間を確保することができるようにすること�

　２　産後（１年以内）の場合�
医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること�

�
◆その他の措置�

　医師等の指導等に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減等の必要な措置を講
じなければなりません。�
　これらの措置及び上記の通院休暇は、派遣労働者については派遣先事業主
も使用者として措置を講じなければなりません。�
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3　労働時間・休暇�

主な関係条文�：労働基準法第６４条の３、第６５条～第６７条�
：男女雇用機会均等法第９条、第１２条、第１３条�
：労働者派遣法第４７条の２�
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育児・介護休業制度等�

　男女労働者は、子を養育するために育児休業を、要介護状態の対象家族を介護す
るために介護休業を取得することができます。�
　また、小学校入学前の子を養育する男女労働者は、子の看護のための休暇を取得
することができます。事業主は、労働者からの育児・介護休業や子の看護休暇の申
出を拒否したり、休業・休暇の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取扱いをす
ることはできません｡�
　また、事業主は、１歳未満の子を養育または要介護状態にある対象家族を介護す
る労働者で、働きながら子を養育または家族を介護する者については、勤務時間の
短縮等の措置を、１歳から３歳までの子を養育する労働者については、育児休業に
準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置を実施しなければなりません。�
　さらに事業主は、３歳から小学校入学までの子を養育する労働者について、育児
休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を実施するよう努める必要が
あります。�
　育児や家族介護を行う労働者を転勤（就業場所の変更を伴う）させようとする場
合には、事業主は本人の意向を斟酌するなどして、その育児または介護の状況にも
配慮しなければなりません。�
　パートタイム労働者であっても、対象者に該当すれば、育児・介護休業や子の看
護休暇、勤務時間の短縮等の措置の対象となります。�
　妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後８週間までは、男性労働
者も育児休業を取得することができます。�
　このほか、育児・介護を行う男女労働者について、時間外労働及び深夜業を制限
する制度が設けられています。（３７～３９ページ参照）�

育児休業給付金、介護休業給付金�
　雇用保険の被保険者（労働者）が育児休業又は介護休業を取得した場合、
男女を問わず支給されます。（一定の支給要件があります。）�
支給額＝育児：休業開始時賃金×５０％（給付率は暫定措置）�
　　　　介護：休業開始時賃金×４０％　　　　（１３５ページ参照）�

※育児・介護休業等については、就業規則に必ず記載しなければならない事項
（休暇）です。�
�
�
�
◆対象者：子を養育する男女労働者（日々雇用者を除く）�
　期間雇用者については、以下のすべての条件を満たす者　�
①当該事業主に継続して雇用された期間が１年以上であること�
②子が１歳に達する日を超えて雇用されることが見込まれること�
③子の１歳到達日から１年経過するまでの間に労働契約期間が満了し、契約更
新されないことが明らかでないこと�

◆労使協定により対象外にできる者　�
①継続して雇用された期間が１年未満の者　�
②配偶者が常態として子を養育できる者　�
③申出の日から１年以内に雇用関係が終了することが明らかな者　�
④１週間の所定労働日数が２日以下の者�
◆休業できる期間：子が１歳に達するまでの連続した期間　�
　ただし、次の条件を満たせば、子が１歳以降１歳６か月に達するまで休業できる�
　①子の１歳到達日において当該労働者又は配偶者が育児休業をしていること　�
②保育所への入所を希望しているが、１歳到達日後に入所できないこと、または、子
が１歳到達日後養育を行う予定であった配偶者が養育できない状態となったこと�

�
�
�
◆対象者：要介護状態にある家族を介護する男女労働者（日々雇用者を除く） 　
期間雇用者については、以下のすべての条件を満たす者　�
　①当該事業主に継続して雇用された期間が１年以上であること�

（５０ページへ続く）�

４９�

3　労働時間・休暇�

育児休業とは�

介護休業とは�

主な関係条文�：育児・介護休業法�
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育児・介護休業制度等�

（４９ページの続き）�
②介護休業開始予定日から９３日を経過する日（９３日経過日）を超えて雇用され
ることが見込まれること�
③９３日経過日から１年経過するまでの間に労働契約期間が満了し、契約更新さ
れないことが明らかでないこと�

◆労使協定により対象外にできる者�　�
　①継続して雇用された期間が１年未満の者�　�
　②申出の日から９３日以内に雇用関係が終了することが明らかな者�　�
　③１週間の所定労働日数が２日以下の者��
◆休業できる期間：対象家族１人につき、要介護状態に至るごとに１回、延べ９３
日（勤務時間の短縮等の期間があれば、あわせて９３日）�
◆対象となる家族の範囲：配偶者､父母､子､配偶者の父母、同居しかつ扶養して
いる祖父母・兄弟姉妹・孫�
�
�
�
�
◆対象者：小学校入学前の子を養育する男女労働者（日々雇用者を除く）�
◆取得できる日数：病気、けがをした子の看護のため年５日�
�
�
�
�
◆対象者：３歳未満の子を養育又は要介護状態にある対象家族を介護する男女労働
者（日々雇用者を除く）�
◆必要な措置：育児のために①～⑤のいずれかを実施、介護のために①～③、⑥の
いずれかを延べ９３日間（介護休業をした期間があればそれと合わせて連続する  
９３日間）以上実施①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③時差出勤制
度、④所定外労働をさせない制度、⑤託児施設の設置運営等、⑥介護サービス費
用の助成等（１歳以上３歳未満の子を養育する労働者に関しては、育児休業制度
に準ずる措置を講じることも可能です。）�
�
（育児・介護休業中の生活資金融資は、「仕事と家庭の両立支援資金」（１３６ページ参照））�

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画とは�
　３０１人以上の労働者を雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づ

き、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等次世代育成支

援を進めるための一般事業主行動計画を策定し、その旨を届け出する義務が

あり、３００人以下の労働者を雇用する事業主も、同様の努力義務があります。�

　行動計画とは、計画期間、目標、目標達成のための対策と実施時期を含ん

だ計画のことを指します。目標は下記のものが考えられ、企業等の実情や労

働者のニーズに応じて策定できます。�

　目標の達成等一定の要件を満たした場合は、申請により認定を受けられ、

次世代育成支援に取り組んでいる企業であることを示す認定マークを広告、

商品、求人広告等につけることができます。�
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事業主による次世代育成支援対策　　3　労働時間・休暇�

子の看護休暇とは�

勤務時間の短縮等の措置とは�

行動計画に盛り込む目標として考えられるもの�
１．子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備�
　・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進�
　・育児・介護休業法を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施�
　・小学校就学前までの子を育てるための短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等�
２．働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備�
　・ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減�
　・年次有給休暇の取得の促進�
　・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発　等�

次世代育成支援対策推進法が改正されました！�
・従業員101人以上の企業は一般事業主行動計画の策定・届出が義務づけられます。�
　（平成23年4月1日以降）�

・一般事業主行動計画を公表し、また従業員へ周知しなければなりません。�
　従業員301人以上企業　　平成21年4月1日以降�
　従業員101人以上企業　　平成23年4月1日以降�

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法に関する相談・問合せは�
○　神奈川労働局雇用均等室　tel　045（211）7380
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性別による差別の禁止�

　職場に働く人が性別により差別されることなく、その能力を十分に発
揮できる雇用環境を整備することは、働く女性のためだけでなく、急速
な少子高齢化の進行により人口減少社会の到来という事態に直面してい
る中で、社会全体にとって重要な課題となっています。�
　労働基準法では、女性であることを理由として、賃金について、男性
と差別的取扱いをしてはならないことを定めています。�
　賃金に関しては、総合職や一般職など職種によって異なった賃金体系
をとるなど、実際には、男女間の賃金格差が女性であることを理由とし
た差別かどうか、判断しにくい場合もあります。賃金を決めるときに
は、仕事の難易度や技術などの客観的合理的な基準によって、各労働者
の能力が評価されるようにしましょう。�
　男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置（業務の配分及び権限の
付与を含む）・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形
態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、男女双
方に対する性別による差別的取扱い（直接差別）を禁止しています。そ
して、性別以外の事由を要件とする措置でも、省令で定める一定の措置
については、業務遂行上の必要など合理的な理由がない場合には間接差
別として禁止されます。�
　また、婚姻を理由とした女性労働者の解雇や、妊娠、出産、産休、母
性健康管理措置等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されて
います。そして、妊娠中又は産後１年以内の解雇は、事業主が妊娠等が
理由でないことを証明しない限り、無効となります。�
 　なお、均等法に関する個別労使紛争については、労働局長の解決の
援助や調停委員による調停制度が利用できます。�
　さらに、企業においては、男女間の格差解消のための積極的取組（ポ
ジティブ・アクション）を進めることが望まれています。�
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4　男女雇用平等�

�
�
�
差別的取扱いが禁止される雇用ステージ�
　◆募集・採用　◆配置（業務の配分及び権限の付与を含む）�
　◆昇進　◆降格　◆教育訓練　◆福利厚生　◆職種の変更�
　◆雇用形態の変更　◆退職の勧奨　◆定年　◆解雇　◆労働契約の更新�
　�
均等法違反となる措置�
　一の雇用管理区分ごとにおいて、上記各雇用ステージに当たって、�
　　・男女のいずれかを排除する�
　　・条件や基準を男女で異なるものとする�
　　・男女のいずれかを優先する�
　などの措置をとることは認められません。�
※雇用管理区分が同一か否かについては、当該区分に属する労働者の従事する職務
の内容、転勤を含めた人事異動の幅や頻度等について、同一区分に属さない労働
者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているか否かにより判断されるもの
であり、その判断に当たっては、単なる形式ではなく、企業の雇用管理の実態に
即して行う必要があります。�

�
�
均等法違反とならない場合�
◆男女格差を是正するためポジティブ・アクションとして実施する場合�
◆芸術・芸能において、表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させ
ることが必要である職務や、守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させる
ことが必要である職務、その他これらと同程度の必要性があると認められる職務�
◆労働基準法により、妊産婦等について危険有害業務として就業が制限される場合�
◆保健師助産師看護師法により男性を就業させることができない場合�
◆風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必
要な場合等、特別な事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又
は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合�

直接差別の禁止�
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性別による差別の禁止�

�
�
�
　間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員
と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理
由がないときに講ずることをいいます。�
　厚生労働省令では、�

①労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件と
すること�
②コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、
転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること�
③労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること�

の３つの措置について、合理的理由がない場合、間接差別として禁止しています。�
�
�
�
�
◆女性労働者が婚姻したこと、妊娠したこと、又は出産したことを退職理由として
予定する定めをすることはできません。�

◆女性労働者が婚姻したことを理由として解雇することはできません。�
◆妊娠、出産したことや、母性健康管理措置、産前・産後休業等法令等に基づく請
求をしたり、措置を受けたこと、妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供
ができなかったり、労働能率が低下したことを理由として、�
①解雇、②期間雇用者の契約更新をしない、③契約の更新回数を引き下げる、④
退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要、⑤降格、
⑥就業環境を害する、⑦不利益な自宅待機、⑧減給、又は賞与等における不利益
な算定、⑨昇進・昇格の人事考課における不利益な評価、⑩不利益な配置の変
更、⑪派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む�
こと等の不利益な取扱いはできません。�
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4　男女雇用平等�

間接差別の禁止�

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止�

�
�
�
　個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から�
　　・営業職に女性はほとんど配置されていない�
　　・課長以上の管理職は男性が大半を占めている�
　等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、このような差は、均等法上の性差別
を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。「ポジティブ・アクション」は、こ
のような差の解消を目指して個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組みであり、男女
の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。�
　例えば、勤続年数が長い女性労働者が多数勤務しているにもかかわらず、管理職になっ
ている女性労働者が極めて少数であるというような場合、「３年間で女性管理職２０％増加」
という目標を掲げ、女性の管理職候補者を対象とする研修の実施、女性に対する昇進・昇
格試験受験の奨励、昇進・昇格基準の明確化等の取組みを行っていくことが考えられます。�
�
�
�
�
　労働基準法では、これまで、トンネルや鉱山の坑内における女性の労働は原則として禁
止していましたが、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生水準が向上してお
り、また、女性技術者等から、坑内工事の管理・監督業務等に従事できるよう、規制緩和
の要望がなされていることから、平成１９年４月より、女性の坑内労働の原則禁止を改め、
妊産婦（申し出た者に限る。）が行う業務及び厚生労働省令で定める業務を除き、女性も
坑内労働が行えるようになりました。�

ポジティブ・アクションとは�

女性の坑内労働について�

主な関係条文�：憲法第１４条�
：民法第９０条�
：労働基準法第４条、第６４条の２�
：男女雇用機会均等法第５～９条、第１７条、第１８条�

男女雇用機会均等法に関する相談・問い合わせは�

○　神奈川労働局雇用均等室　tel　045（211）7380
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セクシュアルハラスメント対策�

　職場でのセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を

不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力

の有効な発揮を妨げ、また、企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻

害し、社会的評価に影響を与える問題です。�

　セクシュアルハラスメントには、※職場において行われる※※性的な言

動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益

を受ける「対価型セクシュアルハラスメント」と、当該性的な言動によ

り労働者の就業環境が害される「環境型セクシュアルハラスメント」と

があります。�

�
※「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通

常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であれば職

場に含まれます。�
※※「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の

発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等

が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせ

つな図画を配布すること等が、それぞれ含まれます。�

�

　　セクシュアルハラスメントに関する相談は�

○かながわ女性センター　ＴＥＬ ０４６６（２８）２３６７�
　（月曜日・祝日・休日を除く）�
○労働センター等（表紙裏参照）�
○国の機関では、神奈川労働局雇用均等室　ＴＥＬ ０４５（２１１）７３８０�
　（土・日・祝日・休日を除く）�

　事業主は、雇用するすべての労働者に対し、セクシュアルハラスメン

トについて、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。なお、

派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主も指揮

命令者としての措置を講じなければなりません。�

�

�

�
①セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあっ
てはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること�

②行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則
等に規定し、周知・啓発すること�

③相談窓口をあらかじめ定めること�
④窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること　
また、広く相談に対応すること�

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること�
⑥事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ
適正に行うこと�

⑦再発防止に向けた措置を講ずること�
⑧相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講
じ、周知すること�

⑨相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益
取扱いを行ってはならない旨を定め、周知・啓発すること�
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4　男女雇用平等�

事業主が講ずべき措置�

主な関係条文�：男女雇用機会均等法第１１条�
：労働者派遣法第４７条の２�

�
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配転・出向の場合は�

　長い職場生活のなかでは、仕事の内容や勤務場所が変わることがある
かもしれません。このような異動を配置転換（配転）といいますが、不
慣れな仕事についたり、住居を移さなければならないような配転は労働
者の生活に大きな影響を与えます。配転については、労働契約や就業規
則にそのことを明らかにしておくとともに、労働者の不利益が最小限に
なるよう配慮することが必要です。一般に配転命令は通常の人事権の範
囲内と考えられていますが、配転命令権の濫用（労働契約法第３条第４
～５項）、範囲外の場合などには、無効になります。�
　また、他の会社へ在籍出向（出向）を命じられることもあるかもしれ
ませんが、この場合でも、就業規則や労働契約に規定を設け、①出向先
の範囲や期間、②出向手続き、③出向事由、④出向に伴う労働条件や賃
金支払いの取扱い、⑤復帰の場合の取扱い、等を定めておかないといけ
ません。�
　労働契約法第１４条では、出向命令が、その必要性、対象労働者の選
定に係る事情その他の事情等に照らして、その権利を濫用したものと認
められる場合には無効と定めています。�
　移籍出向（転籍）の場合は、一旦現在の会社を退職して別の会社と労
働契約を結ぶことになりますので、労働者の個別の同意が必要です｡　
ただし、入社時に関連会社への移籍もあることを了解していた場合に、
改めて本人の同意を得ていなくても移籍命令が認められたケースがあり
ます。�
　なお、法律で禁止されている人事異動には、右ページのようなものが
あります。�

�
�
�
　次のような人事異動は法律上禁止され、「無効」です。�
◆国籍、信条、社会的身分を理由とするもの�
◆労働者が事業所の法違反を労働基準監督署に申告したことを理由とするもの�
◆企画業務型裁量労働制に就くことに同意しなかったことを理由とするもの�
◆労働組合の組合員であること、労働組合に加入し又は、結成しようとしたこと、
労働組合の正当な行為をしたことを理由とするもの�
◆労働者が労働委員会に不当労働行為救済申立てをしたことを理由とするもの�
◆労働者が都道府県労働局へ紛争解決の援助を求めたことを理由とするもの�
◆労働者の性別を理由とするもの�
◆女性労働者が妊娠、出産したこと、産前産後休業を請求したり、休業したこと等
を理由とするもの�
◆労働者が育児・介護休業、子の看護休暇の申出をしたこと、又はこれらを取得し
たことを理由とするもの�
◆派遣労働者が派遣元又は派遣先事業所の法違反を厚生労働大臣に申告したことを
理由とするもの�
◆労働者が公益通報をしたことを理由とするもの�
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5　配転・派遣�

主な関係条文�：民法第６２５条第１項�
：労働基準法第３条、第１５条、第３８条の４、第８９条、�
　第１０４条�
：労働契約法第３条第４～５項、第１４条�
：労働組合法第７条�
：男女雇用機会均等法第６条、第９条、第１７条第２項�
：育児・介護休業法第１０条、第１６条、第１６条の４�
：労働者派遣法第４９条の３�
：公益通報者保護法第３条、第５条�

�

法律で禁止されている不利益取扱い�
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派遣労働とは�

◆労働者派遣事業とは�
　労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先
の指揮命令のもと、この派遣先のために労働に従事させることを業とし
て行うことをいいます。�
　労働者派遣事業を行うには、事業主ごとに主たる事務所を管轄する労
働局に許可申請書及び届出書を提出する必要があります。�
　労働者派遣事業の種類には、次の２種類があります。�
①特定労働者派遣事業�
　常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を
いいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、
これが受理されなければなりません。�
②一般労働者派遣事業�
　特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や
臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派
遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。�
�
◆派遣労働のしくみ�
　派遣労働は、雇用契約を結んだ会社の指揮命令で働く一般的な働き方
とは異なり、指揮命令をする会社と賃金を支払う会社が別であるため、
いろいろな問題が生じることがあります。�
　そこで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を図るため、労働者派
遣法及び派遣元指針、派遣先指針を定め、派遣元と派遣先がそれぞれ講
じるべき措置等を示しています。（右ページ参照）�
　派遣で働くに当たっては、あらかじめその仕組みや法的な考え方をき
ちんと理解しておくことが大変重要です。�
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5　配転・派遣�

主な関係条文�：労働基準法第２０条、第２６条�
：労働契約法第１６条�
：労働者派遣法第２条、第５条、第１６条、第３０条～第４３条�

①業務の内容�
②就業の場所�
③指揮命令者に関する事項�
④派遣期間及び派遣就業をする日�
⑤始業・終業時刻、休憩時間�
⑥安全衛生に関する事項�
⑦派遣労働者からの苦情処理に関する事項�
⑧派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労
働者の雇用の安定を図るために必要な措
置に関する事項�

⑨派遣元・派遣先責任者に関する事項�
⑩時間外・休日労働等の条件�
⑪労働者の福祉増進のための便宜供与�
⑫役務の提供の期間の制限を受けない業務
について行う労働者派遣に関する事項�

⑬紹介予定派遣の場合は、それに関する事
項�

⑭派遣労働者の人数�
◆海外派遣の場合はこの他にも規制があり
ます�

派遣契約に書かなければならないこと�

①労働者の福祉の増進（就業機会の確保、
教育訓練）（法第３０条）�
②適正な派遣就業の確保（違法行為の防止
等）（法第３１条）�
③派遣労働者として雇用する旨の明示（法
第３２条）�
④派遣労働者に係る雇用制限の禁止（法第
３３条）�
⑤派遣先での就業条件を書面で明示（法第
３４条）�

⑥派遣先への労働者の氏名等の通知（法第
３５条）�
⑦労働者派遣の期間の制限の適切な運用
（法第３５条の２）�
⑧派遣元責任者の選任（助言・指導・苦情
処理・派遣先との連絡調整等）（法第３６条）�
⑨派遣元管理台帳の作成、記載、保存（法
第３７条）�
⑩ ｢ 派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針」に係る措置�

派遣元事業主の講ずべき措置�

①派遣契約に関する措置（法第３９条）�
②適正な派遣就業の確保（苦情処理等必要
な措置）（法第４０条）�
③労働者派遣の役務の提供を受ける期間の
適切な運用（法第４０条の２）�

④派遣労働者への雇用契約の申込み義務
（法第４０条の４、法第４０条の５）�
�

⑤ 派遣労働者の雇用の努力義務（法第４０
条の３）�
⑥派遣先責任者の選任（書類整備・苦情処
理・派遣元との連絡調整等）（法第４１条）�
⑦派遣先管理台帳の作成、記載、保存、通
知（法第４２条）�
⑧ ｢ 派遣先が講ずべき措置に関する指針」
に係る措置�

派遣先の講ずべき措置�
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派遣労働の業務と派遣期間�

◆派遣労働で働ける仕事�

　派遣法制定当時は、派遣労働の対象となる業務は一部の業務に限定さ

れていましたが、その後の派遣法改正により、以下に示した業務を除い

ては、すべての業務で派遣労働が認められるようになりました。�

＜労働者派遣事業を行うことができない業務＞�
①港湾運送業務　　　②建設業務　　　③警備業務�
④医師、看護師等医療関係の業務（社会福祉施設等及び紹介予定派遣を除く）�
⑤人事労務関係のうち一定の業務　⑥弁護士・税理士・管理建築士等の業務�

�

◆紹介予定派遣とは�

　派遣期間終了までに、派遣元から派遣先に派遣労働者を職業紹介する

ことを予定して派遣就業させるというものです。�

　紹介予定派遣制度を活用することによって、派遣労働者は、派遣先の

仕事内容や会社の雰囲気を理解した上で就職することができ、派遣先は

労働者の適性や能力をじっくり判断した上で、その労働者を直接雇用す

るかどうかを判断することができるというメリットがあります。�

　派遣元は、派遣契約が終了するまでに、派遣先と派遣労働者に求人・

求職の意思を確認したうえで職業紹介を行います。派遣先が職業紹介を

受けることを希望しない場合には、その理由を派遣元に明示したうえで

拒否することができます。派遣元事業主は、労働者からの求めに応じ

て、派遣先から明示された理由を派遣労働者に対して書面等で明示しな

ければなりません。�

　なお、紹介予定派遣の期間は６か月までに限られます。�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
＊１　１年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労
働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分
な考慮期間を設けた上で意見聴取を行うことが必要です。�
　なお、製造業務は、平成１９年３月以降、１年から延長され、最長３年まで可能に
なりました。�

＊２　その業務が１か月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半
分以下かつ１０日以下の業務が該当します。�

�
�
�
①情報処理システム開発、②機械設計、③放送機器等操作、④放送番組等の製作、⑤
事務用機器操作、⑥通訳・翻訳・速記、⑦秘書、⑧ファイリング、⑨調査、⑩財務、
⑪貿易、⑫デモンストレーション、⑬添乗、⑭建築物清掃、⑮建築設備運転・点検・
整備、⑯受付・案内・駐車場管理等、⑰研究開発、⑱事業の実施体制の企画・立案、
⑲書籍等の制作・編集、⑳広告デザイン、●インテリアコーディネータ、●アナウン
サー、●ＯＡインストラクション、●テレマーケティングの営業、●セールスエンジ
ニアの営業・金融商品の営業、●放送番組等における大道具・小道具�
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5　配転・派遣�

主な関係条文�：労働者派遣法第４条、第３５条の２、第４０条の２�
：労働者派遣法施行令�

労働者派遣の期間�

①� ②～⑥以外の業務�

日数限定業務（＊２）�

介護休業等を取得する労働者の業務�

最長３年まで（＊１）�

制限なし�

制限なし�

ソフトウェア開発等の政令で定める業務�
（いわゆる「２６業務」）�

いわゆる３年以内の「有期プロジェクト」�
業務�

産前産後休業、育児休業等を取得する�
労働者の業務�

②�

③�

④�

⑤�

制限なし�

プロジェクト期限内は制限なし�

制限なし�

⑥�

業　務　の　種　類� 期　　間�

政令で定める２６業種とは�



64

直接雇用の申込み義務�

直接雇用の申込み�
�
　派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は次
の場合に、派遣労働者に雇用契約の申込みをする義務があります。�
�
●派遣受入期間の制限のある業務（63ページ参照）について、派遣受
入期間の制限への抵触日以降も派遣労働者を使用しようとする場合�
　派遣受入期間中に派遣労働者が交代した場合でも、個々の派遣労働
者の派遣受入期間の長短を問わず、抵触日の直前に受け入れていた派
遣労働者に対して、雇用契約の申込みをする義務があります。�

●派遣受入期間の制限のない業務（63ページ参照）について、同一の
業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の
業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合�
　ただし、派遣受入を停止している期間がある場合、停止期間が３か
月以内の場合は継続して派遣を受け入れているとみなされ、派遣受入
期間が通算されますが、停止期間が３か月を超えている場合は、停止
後の受入れは停止前の受入れとは別の新たな派遣の受入れとみなさ
れ、派遣受入期間は通算されません。�
�
　雇用契約の申込みの際の労働条件については、派遣先と当該派遣労働
者との間で決定されるべきものですが、派遣就業中の労働条件や派遣先
で同様の業務に従事している労働者の労働条件等を勘案して決定するこ
とが求められます。�
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5　配転・派遣�

主な関係条文�：労働者派遣法第４０条の４、第４０条の５�

�
�
　「仕事の内容が契約と違っていた」、「能力不足を理由として派遣先か
ら差し替えを要求された」、「派遣期間途中で派遣先が派遣契約を解除し
てきたために解雇された」など、雇用主と使用者が異なるという派遣労
働特有の問題や、登録型派遣としての特有の問題（年次有給休暇、雇用
保険や社会保険など）があります。�
　会社間の派遣契約が解除されても、派遣労働者と派遣元との雇用関係
は続いています。派遣元には「派遣先と連携し新たな就業機会を確保す
る」ことが求められており、使用者の都合で派遣労働者を休業させる場
合は、休業手当（４３ページ参照）を支払うなどの責任があります。�
　解雇については、一般の労働者と同様に解雇予告制度が適用されます
し、合理的な理由がなければ無効になります。派遣契約が解除されたこ
とだけを理由に派遣労働者を解雇することはできません。�
�
�
�
　労働者派遣と間違えやすい契約として請負があります。請負とは、請負業者が注
文主と請負契約を結んで仕事を引き受け、請負業者が雇用する労働者を指揮命令し
て、請負業者の責任で契約した仕事を完結させるものです。請負の場合は労働者派
遣と異なり、業務の遂行に関する指示、労働時間管理に関する指示等は請負業者自
らが行います。�

�

派遣と請負の違い�

派　遣�

派遣元�
労働者派遣を行う者�

派遣先�
労働者派遣の業の�
提供を受ける�

労働者�

雇用関係� 指揮命令関係�

請　負�

労働者�

請負業者� 注文主�

指揮命令関係�
雇用関係�

請負契約�
労働者�
派遣契約�

派遣労働特有の問題�
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派遣労働の就業条件�

　派遣労働において、派遣元は、派遣労働者に対し、あらかじめ派遣先に
おける下記の就業条件を書面、ファクシミリ又は電子メール（ファクシミ
リ又は電子メールによる場合は、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）
により明示しなければなりません。�
（１）派遣労働をする旨�
（２）派遣労働者が従事する業務の内容�
（３）派遣先の名称及び所在地その他派遣就業の場所�
（４）派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する
事項�

（５）派遣期間及び派遣就業をする日�
（６）派遣就業の開始、終了の時刻、休憩時間�
（７）安全及び衛生に関する事項�
（８）派遣労働者から申し出た苦情の処理に関する事項�
（９）労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図
るために必要な措置に関する事項�

（１０）派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項�
（１１）労働者派遣契約において、派遣先が（５）の派遣就業日以外の日に派遣就
業させること、（６）の就業時間を延長することができる旨を定めた場合、
当該就業させることができる日、当該延長することができる時間数�

（１２）派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項（社内の診
療所、社員食堂の利用、制服貸与等）�

（１３）労働者派遣契約が紹介予定派遣にかかるものである場合は、当該紹介
予定派遣に関する事項�

（１４）その他厚生労働省令で定めるもの�

モデル就業条件明示書�
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5　配転・派遣�

主な関係条文�：労働者派遣法第３４条�
：労働者派遣法施行規則第２５条�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日�

（労働者名）　殿�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名称・所在地�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者職・氏名　　　　　　　　　　　　　印�

次の条件で労働者派遣を行います。�

業務内容�

就業場所�

指揮命令者�

派遣期間
 

安全及び衛生�

派遣元責任者�

派遣先責任者�

福利厚生施設の利用等�

苦情の処理・申出先�

派遣契約解除の場合の措置�

備　　　考�

時間外労働及び�
休日労働�

就業日及び�
就業時間�

事業所、部署名�
所在地　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　　）�

職名　　　　　　　氏名�

平成　　　年　　　月　　　日から平成　　　年　　　月　　　日まで�

（ 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日）平成　　　年　　　月　　　日�

職名　　　　　　　氏名　　　　　（電話番号　　　　　　　　　）�

職名　　　　　　　氏名　　　　　（電話番号　　　　　　　　　）�

申出先　派遣元： 職名　　　　　氏名　　　　　（ 電話番号　　　　　　　　）�
　　　　派遣先： 職名　　　　　氏名　　　　　（ 電話番号　　　　　　　　）�

時間外労働（無／有）→ （１日　　時間／週　　時間／月　　時間）�
休日労働（無／有）→（１月　　回）�

就業日�
就業時間　　　　　時　　分から　　　時　　　分まで�
（うち休憩時間　　時　　分から　　　時　　　分まで）�
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派遣元・派遣先の主な責任�

　労働者派遣法では、労働基準法等で定める使用者の責任を派遣元・派
遣先にそれぞれ負わせています。�
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5　配転・派遣�

�

労働基準法等に関する派遣元・派遣先の主な責任�

派遣元が責任を負う事項�

均等待遇（労基3）�
男女同一賃金の原則（労基4）�
�
労働契約（労基13～23、58、59）�
賃金（労基24～27）�
変形労働時間の定め、時間外・休日労働の協定・届出�
（労基32－2、32－3、32－4、36）�
時間外・休日、深夜の割増賃金（労基37）�
年次有給休暇（労基39）�
最低年齢（労基56）�
年少者の証明書（労基57）�
�
�
産前産後の休業（労基65）�
�
�
災害補償（労基75～87）�
就業規則（労基89～93）�
法令等の周知義務（労基106）�
労働者名簿（労基107）�
賃金台帳（労基108）�
妊娠・出産・産休等を理由とする不利益取扱いの禁止等（均等9）�
セクハラ対策措置義務（均等11）�
母性健康管理措置義務（均等12、13）�

派遣先が責任を負う事項�

均等待遇（労基3）�
�
公民権行使の保障（労基7）�
�
労働時間、休憩、休日（労基32～36）�
�
（年少者・女性）�
労働時間・休日（労基60）�
深夜労働（労基61）�
年少者・妊産婦の危険・有害業務制限�
（労基62、64－3）�
坑内労働禁止（労基63、64－2）�
�
産前産後の時間外、休日、深夜業（労基66）�
育児時間（労基67）�
生理日に就業が著しく困難な女性への措置（労基68）�
�
�
法令等の周知義務（労基106）�
�
�
妊娠・出産・産休等を理由とする不利益取扱いの禁止等（派遣47－2）�
セクハラ対策義務（派遣47－2）�
母性健康管理措置義務（派遣47－2）�

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
（労安9）�
総括安全衛生管理者の選任等（労安10）�
�
衛生管理者の選任等（労安12）�
安全衛生推進者の選任等（労安12の2）�
産業医の選任等（労安13）�
�
�
�
�
衛生委員会（労安18）�
安全管理者等に対する教育等（労安19の2）�
�
�
�
�
�
�
�
安全衛生教育（雇入れ時、作業内容変更時）（労安59）�
�
�
危険有害業務従事者に対する教育（労安60の2）�
�
中高年齢者等についての配慮（労安62）�
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助（労安63）�
�
�
�
�
健康診断（労安66）�
（一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴
取）�
健康診断実施後の作業転換等の措置（労安66の5）�
一般健康診断の結果通知（労安66の6）�
医師等による保健指導（労安66の7）�
�
健康教育等（労安69）�
体育活動等についての便宜供与等（労安70）�
�
�
申告を理由とする不利益取扱禁止（労安97）�
�
報告等（労安100）�
法令の周知（労安101）�
書類の保存等（労安103）�
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
（労安106）�
疫学的調査等（労安108の2）�

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
（労安9）�
総括安全衛生管理者の選任等（労安10）�
安全管理者の選任等（労安11）�
衛生管理者の選任等（労安12）�
安全衛生推進者の選任等（労安12の2）�
産業医の選任等（労安13）�
作業主任者の選任等（労安14）�
統括安全衛生責任者の選任等（労安15）�
元方安全衛生管理者の選任等（労安15の2）�
安全委員会（労安17）�
衛生委員会（労安18）�
安全管理者等に対する教育等（労安19の2）�
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（労安4章）�
　事業者の講ずべき措置（労安20）�
　労働者の遵守すべき事項（労安26）�
　元方事業者の講ずべき措置（労安29）�
　特定元方事業者の講ずべき措置（労安30）�
定期自主検査（労安45）�
化学物質の有害性の調査（労安57の3）�
安全衛生教育（作業内容変更時、危険有害業務就業時）
（労安59）�
職長教育（労安60）�
危険有害業務従事者に対する教育（労安60の2）�
就業制限（労安61）�
中高年齢者等についての配慮（労安62）�
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助（労安63）�
作業環境測定（労安65）�
作業環境測定の結果の評価等（労安65の2）�
作業の管理（労安65の3）�
作業時間の制限（労安65の4）�
健康診断（労安66）�
（有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果につ
いての意見聴取）�
健康診断実施後の作業転換等の措置（労安66の5）�
�
�
病者の就業禁止（労安68）�
健康教育等（労安69）�
体育活動等についての便宜供与等（労安70）�
安全衛生改善計画等（労安78）�
機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等（労安88）�
申告を理由とする不利益取扱禁止（労安97）�
使用停止命令等（労安98）�
報告等（労安100）�
法令の周知（労安101）�
書類の保存等（労安103）�
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
（労安106）�
疫学的調査等（労安108の2）�

　労働者派遣法では、労働安全衛生法等で定める事業者の責任を派遣
元・派遣先にそれぞれ負わせています。�

労働安全衛生法に関する派遣元・派遣先の主な責任�

派遣元が責任を負う事項�

職場における安全衛生を確保する事業者の責務（労安3）�
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協
力する労働者の責務（労安4）�

職場における安全衛生を確保する事業者の責務（労安3）�
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協
力する労働者の責務（労安4）�

派遣先が責任を負う事項�

労安とは、労働安全衛生法をいう。�
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解雇と退職の違い�

　使用者と労働者との間の労働契約をどちらの意思で終わらせるか、合

意があるかにより、対応が異なります。�

　大きく分けて、労働者の意思で辞める場合と、使用者の意思で辞めさ

せられる場合、期間満了により終了する場合があります。�

　労働者の意思で辞める場合は辞職（労働者の意思で一方的に辞める場

合）と合意退職（解約）（使用者との合意で辞める場合）があります。（辞

職か合意退職かは判断が難しい場合があります。なお、この場合の合意

退職は、使用者から「辞めてくれ」と迫られて不本意でも「わかりまし

た」と返事をした場合も含みます。退職にいったん同意してからそれを

争うのはかなり難しいので、慎重な対処が必要です。また一度提出した

退職届を撤回したい時、辞職では撤回は難しいですが、合意退職では使

用者の承諾があるまで原則として撤回できる場合が多くなっています。）�

　使用者の意思で辞めさせられる場合は、第一に労働者に責任がある場

合として普通解雇（勤務成績不良又は休職期間の満了等の事由による場

合など）と懲戒解雇（労働者の非行を理由とする懲戒処分）、第二に会

社の経営上の都合による場合として希望退職・退職勧奨（最終的に労働

者の意思により合意退職）と整理解雇（７６ページ参照。使用者の意思

で実施）に分かれます。�

　以上のうち普通解雇、懲戒解雇、整理解雇が「解雇」とされ、それ以

外が「退職」といわれます。�
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6　解雇・退職�

解雇と退職の違い�

労働者が会社を辞める場合�

使用者の意思で辞めさせられる�

労働者の事情� 使用者の�
経営上の都合�

使用者�
との�
合意あり�

合意退職�
（合意解約）�

労働者の�
意思を�
確認�

使用者の�
意思のみ�
で実施�

勤務成績�
不良や休�
職期間の�
満了等の�
事　　由�

重大な�
企業秩�
序違反�
の責任�
問　題�

懲　戒�
解　雇�

希望退職�
・�

退職勧奨�

最終的に�
労働者が�
同意�

契約期間の�
終了や契約した�
仕事が完了して�
辞める�

普　通�
解　雇�

整　理�
解　雇�

辞　職�

使用者�
との�
合意なし�

労働者の意思で辞める�

契約期間満了退職�「解　　雇」� 「退　　職」�

（注）退職にはその他に、休職期間満了退職、定年退職、死亡退職、労働能力喪失の退職があります。�
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解雇とは�

　使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることを解雇といいま

す。労働契約法第１６条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの

として、無効とする。」と規定されています。また、労働基準法では、

使用者は労働者に少なくとも３０日前に解雇を予告しなければならず、

即時に解雇する場合は予告手当として３０日分以上の平均賃金を支払わ

なければならないと定めています。�

　ただし、２か月以内の契約で雇われている人（期間を超えて引き続き

使用されている場合を除く )、勤めてから１４日以内の試用期間中の人、

日雇いの人（１か月を超えて継続勤務する人を除く）等にはこの解雇予

告制度は適用されません。�

　また、天災等やむを得ない理由で事業をやめる場合や、労働者の責任

による解雇の場合は、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けれ

ば、予告手当等は必要ありません。�

　期間に定めのある労働契約の場合は、原則として使用者に期間中の雇

用を継続する責任があり、労働契約法では、やむを得ない事由がある場

合でなければ、契約期間が満了するまで労働者を解雇することができな

いと定めています。労働契約が途中で解除されたとき、労働者に重大な

過失がある場合を除いては、労働者は使用者に対し、残りの契約期間に

対する債務不履行の損害賠償を請求することもできます。�

　なお、法律で禁止されている解雇には、右ページのようなものがあり

ます。�

◆国籍、信条又は社会的身分を理由とす
るもの�

◆仕事でケガや病気をして療養するため 
に休んでいる期間とその後出勤してか
ら３０日間、また女性の産前産後休業の
期間とその後出勤してから３０日間を過
ぎていないもの�

◆労働者が事業所の法違反を労働基準監
督署に申告したことを理由とするもの�

◆企画業務型裁量労働制に就くことに同
意しなかったこと�

◆労働者が組合に加入したり、組合をつ
くろうとしたり、正当な組合活動をし
たことを理由とするもの（不当労働行
為、１１２ページ参照）�

◆労働者が労働委員会に不当労働行為救
済の申し立てをしたことを理由とする
もの�

◆女性労働者の婚姻、妊娠、出産、産前
産後休業取得等を理由とするもの�

◆妊娠中や産後１年以内の解雇で、事業
主が妊娠、出産等の理由による解雇で
ないことを証明できないもの�

◆労働者が労働局へ紛争解決の援助を求
めたことを理由とするもの�

◆労働者の育児休業、介護休業や子の看
護休暇の申出や取得を理由とするもの�

◆派遣労働者が厚生労働大臣に申告した
ことを理由とするもの�

◆公益通報をしたことを理由とするもの�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：労働基準法第３条、第１９条～第２１条、�
　第３８条の４、第１０４条�
：労働契約法第１６条、第１７条�
：労働組合法第７条�
：男女雇用機会均等法第９条、第１７条第２項�
：育児・介護休業法第１０条、第１６条、第１６条の４�
：労働者派遣法第４９条の３�
：個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条第３項�
：公益通報者保護法第３条�
：民法第９０条、第６２８条�

こんな解雇はできません（法律で禁止されている解雇）�

らんよう�
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解雇には合理的な理由が必要�

　解雇されるということは、労働者にとって大変重大なことです。そこ

ですべての解雇には、社会常識からみて、｢なるほどもっともだ」と言

える「合理的理由」が必要です。それがなければ、たとえ法令に違反し

ていなくても「解雇権濫用」として法的には無効とされます。したがっ

て、法律で禁止された解雇に当たらず、解雇予告制度（７２ページ参照）

を守っていたとしても、直ちに解雇が法的に有効になるとは限りませ

ん。この点は、誤解がされやすいので特に注意が必要です。�

　合理的理由があるか、解雇権の濫用ではないかを判断するに当たって

は、就業規則の解雇に関する定めとその合理性、労働者側の責任事由の

有無・程度、解雇に至るまでの使用者の態度、業務上の必要性、他の例

との均衡、その他の事情を総合して判断することになります。�

　就業規則の中で最も重い制裁規定である懲戒解雇は、労働者の将来に

重大な影響を与えるので、労働者の故意による著しい企業秩序違反など

があったときに最後の手段として行うもので、過失による行為はかなり

重大でない限り解雇の理由とはなりません。（懲戒については、１９ペー

ジ参照）�

　また、試用期間中に従業員として不適格な事由があり、本採用を拒否

する場合は、通常の解雇よりは広い範囲で認められるとしながらも、試

用期間の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通

念上相当として是認される場合にのみ許されると考えられています。�

〔解雇時の注意〕�

　退職届は労働者から退職の申し出を行う場合に書くものであり、使用

者からの解雇に際して労働者から提出する義務はありません。�

　労働者は、解雇が予告された日から退職日までの間において、解雇理

由の証明書を使用者に請求することができます。�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：労働基準法第１９条～第２２条、第８９条�
：労働契約法第１６条、第１７条�
：民法第９０条、第６２８条�

解雇の裁判例�

◆ 寝坊により放送事故を起こしたアナウ
ンサーの普通解雇は、いささか酷にす
ぎ、合理性を欠いて社会的に相当とは
認められないので無効（最高裁第二小
法廷昭５２.１ .３１）�

◆労働能率が劣り、向上の見込みがない、
自己中心的などを理由とする普通解雇
は、使用者が体系的な教育、指導を実
施することで当該労働者の労働能率の
向上を図る余地があるので無効（東京
地裁平１１.１０.１５）�

◆会社名義のクレジットカードのクーポ
ン券を集め、６年間にわたり商品券等
を取得した社員の普通解雇は、解雇権
の濫用にはあたらないので有効（ 東京
地裁平９.９ .１１）�
◆４回にわたるけん責処分にも反省する
ことなく、始末書を提出しなかったこ
と等を理由とする普通解雇は、解雇権
の濫用にはあたらないので有効（ 東京
高裁平１４.９ .３０）�

〔無効例〕� 〔有効例〕�

らんよう�

らんよう�
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解雇には合理的な理由が必要�

　業績の悪化や経営体質の強化など、会社の経済的な事情を理由にした
整理解雇（いわゆるリストラ）が行われています。このような整理解雇
については、会社の運営について直接責任のない労働者を犠牲にし、経
営上の都合で安易に行われたかどうかがよく争われることから、今日で
は、判例上次の４つの条件を満たした場合、「合理的な理由がある」と
されています。（いわゆる整理解雇の４要件）�

　有期労働契約（期間を定めて締結された労働契約）については、契約
更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突
然、契約を更新せずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇
止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。�
　このため、このような有期労働契約の終了時のトラブル防止のため
に、厚生労働省では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基
準」を定めており、今回その内容が一部改正されました。（平成２０年３
月１日施行、７８～７９ページ参照）�
　また、裁判例を見ると、パートや契約社員などの有期労働契約の「雇
止め」にも、解雇に関する考え方が適用され、雇止めが認められなかっ
た事案も少なくないので、留意してください。�
�
・反復更新の実態等から、実質的に期間の定めのない契約と認められた場合�
・契約の更新についての労働者の期待が合理的と認められた場合�
・実質的に雇用継続の特約があると認められる場合　など�
�
�
�
�
�
�
�
　なお、有期労働契約の場合は、原則として使用者に期間中の雇用を継
続する責任があり、労働契約法では、やむを得ない事由がある場合でな
ければ、契約期間が満了するまで労働者を解雇することができないと定
めています。�
�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：労働契約法第１６条、第１７条第１項�
：民法第９０条、第６２８条�

主な関係条文�：労働契約法第１７条�
：民法第６２８条�

整理解雇の４要件�

◆人員削減に十分な必要性がある。�
　人員の削減が不況や経営危機など経
営上の十分な必要性に基づいていなけ
ればなりません。�
★必要性の程度は､ 営業状態､ 資産状
況､人件費の動向、人員配置などか
ら判断します。�

◆解雇対象者の選び方が公正・妥当である。�
　解雇対象者を客観的、合理的な基準
に基づき公正に選定しなければなりま
せん。この基準としては、勤務成績な
ど労働力評価、勤続年数など企業貢献
度、家計への打撃など労働者の生活へ
の配慮等があげられます。�

〔条件１〕� 〔条件３〕�

◆解雇を回避する努力義務を十分尽くした。�
　解雇を避けるためにとりうる手段を
十分尽くさなければなりません。回避
する手段としては労働時間短縮、配
転、出向、一時帰休、新規採用の停止、
希望退職の募集などが考えられます。�
★希望退職の募集をせずにいきなり指
名解雇した場合は、義務を尽くして
いないと判断されています。�

◆説明・協議手続を尽くしている。�
　労働組合又は労働者に対して、整理
解雇の必要性と人員削減の内容（時
期・規模・方法）について十分説明
し、誠意をもって協議しなければなり
ません。�
★労働協約で労働組合との協議を義務
づけていなくても、説明や協議は必
要です。�

〔条件２〕� 〔条件４〕�

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準�

【実質的無期契約タイプの有期労働契約に係る判例】�
　「期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実
質的に異ならない状態で存在していたものである以上、雇止めの効力の
判断にあたっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべ
きである」（東芝柳町工場事件最高裁判決　昭４９.７ .２２）�
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有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準�

�
�
�
１　契約締結時の明示事項等　　�
（１）使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更

新の有無を明示しなければなりません。�
（２）使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、

労働者に対して、契約を更新する場合の判断基準（右ページＡ）を
明示しなければなりません。�

（３）使用者は、有期労働契約の締結後に上記（１）又は（２）について変更
する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなけれ
ばなりません。�

�
２　雇止めの予告　　�
　使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期
労働契約（３回以上更新された契約や１年を超えて継続勤務している
労働者の契約）を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了
する日の３０日前までに、その予告をしなければなりません。�

�
３　雇止めの理由の明示　　�
　使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由（右ページＢ）
について証明書を請求した場合は、遅延なくこれを交付しなければな
りません。また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様で
す。�

４　契約期間についての配慮　　�
　使用者は、契約を１回以上更新し、１年を超えて継続して雇用して
いる有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態
及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう
努めなければなりません。�
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6　解雇・退職�

Ａ　判断の基準の例�
●契約期間満了時の業務量により判断する�
●労働者の勤務成績、態度により判断する�
●労働者の能力により判断する�
●会社の経営状況により判断する�
●従事している業務の進捗状況により判断する　など�

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（要旨）�
＜平成２０年厚生労働省告示第１２号＞�

Ｂ　雇止めの理由の例�
●前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため�
●契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係る
ものであるため�
●担当していた業務が終了・中止となるため�
●事業縮小のため�
●業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため�
●職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良の
ため　など�
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解雇に不満があるときは�

　解雇に不満な場合は、そのことを使用者に伝え、すぐに労働センター

等や労働問題に詳しい弁護士等信頼できるところに相談してください。

その場合、右ページのような退職証明書を受取り、解雇なのか、退職な

のか、解雇の理由は何かはっきりさせておくことが大切です。�

　労働センター等では解決方法を相談者と一緒に考え、使用者から事情

を聞くなど、解決に向けたお手伝いをします。また、労働基準法違反の

解雇は労働基準監督署に、不当労働行為による解雇は労働委員会に相談

することもできます。�

　もちろん、裁判所に訴訟を起こすこともできますし、解雇を争ってい

ても裁判所等の証明があれば雇用保険の失業給付の条件付給付（仮給

付）が受けられます。�
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6　解雇・退職�

（労働者名）　殿�
以下の事由により、あなたは当社を　年　月　日に退職したことを証明します。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日�
　　　　　　　　　　　　　　　事業主氏名又は名称�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用者職氏名�

① あなたの自己都合による退職（②を除く。）�
② 当社の勧奨による退職�
③ 定年による退職�
④ 契約期間の満了による退職�
⑤ 移籍出向による退職�
⑥ その他（具体的には　　　　　　　　　　）による退職�
⑦ 解雇（別紙の理由による。）�

※該当する番号に○を付けること。�
※解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の「（別紙の理由による。）」を二
重線で消し、別紙は交付しないこと。�

ア　天災その他やむを得ない理由（具体的には、　　　　　　　　　　　　　　　　別紙
　　によって当社の事業の継続が不可能になったこと。）による解雇�
イ　事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となったこと。）による解雇�
ウ　職務命令に対する重大な違反行為（具体的には、あなたが、�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したこと。）による解雇�
エ　業務について不正な行為（具体的には、あなたが�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したこと。）による解雇�
オ　相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること（具体的には、�
　　あなたが�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したこと。）による解雇�
カ　その他（具体的には、�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）による解雇�

※該当するものに○を付け、具体的な理由等を（　　）の中に記入すること。�

　解雇・雇止めをされたり、されようとしている場合、自分がどうしたい

のか、その場合に必要な対処は何かをまず考える必要があります。�

　①未払賃金・退職金や予告手当をきちんと払わせたい�

　②上記①以上の金銭的補償を求めたい�

　③解雇の不当性をはっきりさせたい�

　④元の職場で働き続けられるようにしたい�

　①の場合は賃金が払われないときの対処と基本的には同じですし、一般

に要求が高ければそれだけ高度な対処方法が必要になってきます。�

◆解雇問題への対処方法�

退職事由に係るモデル退職証明書�
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会社をやめるときは�

　期間の定めのない労働契約では、労働者が自分の都合で契約途中に会

社を辞めるとき、労働者は申し出により退職できる自由があります。民

法では、退職を申し出た日から２週間を経過すると使用者の承諾がなく

ても退職となります。但し、就業規則等でそれを超えた期間を定めた場

合は､  就業規則等の定めによった方がよい場合もありますので、注意す

る必要があります。�

　ただ「すぐやめたい」と申し出ても、事務引継等のために使用者がま

だいてほしいと言うこともあるかもしれませんので、十分に話し合うこ

とが望ましいでしょう。労働者の退職の申し出や退職願の提出に対して

使用者が承諾すれば、合意解約により労働契約関係は終了します。使用

者が退職を承諾したあとになって退職の申し出を撤回することは、原則

としてできません。�

　また、労働者は退職後請求すれば７日以内に賃金の支払いを受けら

れ、積立金、保証金、貯金等も返してもらえます。�

　なお、期間の定めのある労働契約の場合は、労働者に就労を継続でき

ない理由があれば退職は可能ですが、その理由が労働者側の重大な過失

による場合や、労働者の突然の退職により会社に損害が出た場合などに

は、使用者が労働者に損害賠償を請求することもあるので注意する必要

があります。�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：労働基準法第２２条、第２３条、第８９条、第１１５条�
：労働基準法施行規則第７条の２�
：雇用保険法施行規則第１６条�
：民法第６２７条、第６２８条�

退職時に気をつけること�

◆労働者は、会社から借りている衣服等を返さなければなりません。�

◆労働者が請求した場合には、使用者は、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職

の事由について証明書を遅滞なく交付しなければなりません。�

◆使用者は、ブラックリストを作って、相互に、好ましくない労働者を職場から排除

するため、労働者の国籍、信条、社会的身分あるいは労働組合運動に関する通信を

したり、退職時の証明書に秘密の記号を記入してはなりません。�

◆労働者は退職した場合請求すれば、７日以内に賃金を払ってもらえますし、積立

金、貯蓄金など自分の権利に属する金品を返してもらえます。�

◆労働者は､就業規則等に規定があれば、退職手当を受け取ることができます。支払

時期が定められているときはそれに従います。�

◆退職手当は５年間、未払い賃金は２年間で時効により請求権がなくなります。�

◆労働者が同意すれば、退職手当の口座振込み、または小切手、郵便為替等による支

払いができます。�

◆労働者は、雇用保険を受けるのに必要な離職票を会社から受取ることができます。�

◆健康保険には、被保険者の資格がなくなっても一定期間適用を受けられる制度があ

ります。�
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退職金を受け取るには�

　退職金は、労働契約、就業規則等に退職金に関することが明記されて
いるか、定着した支給慣行があれば、その規定等に従って支払われるこ
とになります。そこで、退職金制度や支給慣行があるのかないのか、あ
る場合はその内容についてあらかじめ確認しておくことが必要です。�
　退職金制度を設けることは、法律で義務づけているわけではありませ
んので、制度や慣行がない職場では、労働者に退職金の請求権が当然に
あるとは言えません。�
　また、退職金制度が定められている場合でも、退職の事由（自己都合
退職か、会社都合退職か）によって退職金の支給額に差を設ける企業が
多く見られます。懲戒解雇等に伴い、退職金の全部または一部を不支給
にする退職金規定も見受けられますが、退職金の性格から、退職金の不
支給規定を適用できるのは、労働者のそれまでの勤続の功労を抹消ない
し減殺してしまうほど、著しく信義に反する行為があった場合に限られ
ることになると考えられています。�
　なお、労働基準法では、法律的に請求する権利がなくなる「時効」の
期間を、支給されるはずの日から５年間と定めています。�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：労働基準法第１１条、第１５条、第８９条、第１１５条�
：労働基準法施行規則第５条�
：中小企業退職金共済法�

中小企業退職金共済制度のあらまし（平成21年3月現在）�

◆中小企業退職金共済制度について�
　単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、国の援助で、大企業と
同じような退職金を支払うことができるようにするため「中小企業退職金共済
制度」があります。中小企業の事業主がこの制度に加入すると、１年以上勤め
た労働者には退職金が支給され、途中で転職した場合でも条件を満たせば、前
の分が通算されます。�
　なお、この制度の内容については、お近くの労働センター等か県の雇用労政
課、又は独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部（略
称：中退共）東京相談コーナー（ＴＥＬ ０３－３４３６－４３５１、ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｃｈｕｔａｉｋｙｏ． 
ｔａｉｓｙｏｋｕｋｉｎ.ｇｏ．ｊｐ）へおたずねください。�

　常用従業員が３００人（卸売業・サービス
業は１００人、小売業は５０人）以下か、又
は資本金・出資金等が３億円（卸売業１
億円、小売業・サービス業５千万円）以
下のいずれかに該当する企業（中小企業）�

加入できる企業�

　原則として従業員は全員加入｡（パート
タイマー等は安い掛金月額の特例あり）
事業主、役員等は加入できません。�

加入させる従業員�

　所定の申込用紙を取扱金融機関の窓口
（銀行、信用金庫、信用組合等）に提出し、
その後毎月、口座振替で掛金を納付しま
す。�

　掛金月額、加入月数（長いほど有利）
に応じて退職金が支払われます。退職し
た従業員が退職金共済手帳によって勤労
者退職金共済機構へ請求することにより、
本人申出の口座に振込みとなります｡�

加入の手続�
退職金の受領�

　５,０００円から３０,０００円までの１６種類
（パートタイマー等には２,０００円、３,０００
円、４,０００円の特例掛金月額があります）
で全額事業主負担（掛金は損金扱い）。な
お、新規に中小企業退職金共済制度に加
入した事業主には加入後４か月目から１２
月間掛金月額の２分の１（上限５,０００ 
円）、掛金を増額した事業主には増額月か
ら１２月間増額分の３分の１（増額前の掛
金月額は１８,０００円以下）、パートタイマ
ー等の掛金月額（４,０００円以下）に対し
てもそれぞれ国から助成があります。�

毎月の掛金�
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会社が倒産してしまったら�

　ある朝、出勤してみたら会社がつぶれていた。社長の行方も分からな

い。最近、さまざまな経営努力にもかかわらず、銀行から融資を断られ

たり、何かのきっかけで市場での信用を失ったために、大企業でも、会

社更生法や民事再生法の適用を受けるというケースがあります。�

　経営者も労働者も何もできないまま債権者が押しかけて商品や備品を

持ち出されたり、経営者の連帯保証人になっていた従業員が厳しく支払

いを求められたり、労働者が会社から売掛債権をもらっても先に登記し

ていた債権者（金融機関など）の権利が優先し、あてにしていた売掛金

を回収できない、などといった例が目立っています。�

　法的には、労働債権（未払賃金や退職金などを受け取る権利）には他

の債権者に優先して弁済を受ける先取特権があります（８９ページ参照）

が、労働者はまず自らの力で自分の権利を守らなければなりません。こ

れは個人では大変難しいことですから、労働者が一体となって全員の利

益のために行動することが必要です。このためには、会社の経営や資産

の状況を日ごろから確認しておくなど、事前の準備が大切ですが、これ

は労使が協力して会社再建にあたる場合にも役立つでしょう。�
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6　解雇・退職�

会社の経営・資産状況を示す資料�

◆貸借対照表、損益計算書、財産目録等�

◆商業登記簿謄本（資本金、役員の異動を確認）�

◆同登記事項概要証明書（債権譲渡登記の有無を確認）�

◆不動産登記簿謄本、共同担保目録（債権者、債権額を確認）�

◆売掛金債権（相手方、金額、支払時期）、動産など財産の一覧表�

◆退職金積立状況（中退共制度加入の有無など）�
�
※この他、解雇や事業場閉鎖などに備えて、労働協約（期間の定めのない労働協約は
非常時に効力を失うおそれがあります。）を締結したり、労働組合の法人登記をす
ませておくのもいざという時役立ちます。�

倒産のまえぶれ（例示）�

①メインバンクが変わる。�

②知らない人物が会社に出入りしたり、経営の中心人物が辞めた。�

③抵当権が新しく設定される。�

④取引先や業界で「あの会社が危ない、不渡りが出そうだ」などの噂が

流れる。�

⑤支払いが遅れたり、取引方法が極端に変わってくる。�
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会社が倒産してしまったら�

　不幸にして倒産というときは、労働債権額の確定など、迅速、かつ的
確な処置をとる必要があります｡（下記参照）�
　なお、倒産の手続（破産、会社更生、任意整理など）によっては、対
処の方法が異なる場合もあります｡（右ページ参照）�
�
１　労働債権の根拠となる資料集め�
　・給料明細書、賃金台帳、源泉徴収票、振込の場合預貯金通帳�
　・就業規則（賃金規則、退職金規程を含むもの）�
　・労働協約、個々の労働者の労働契約書�
　・従業員名簿、住所録、労働時間管理記録などを入手する。�
�
２　労働債権と雇用を確保するための手段�
　●次のような協定（覚書、確認書）を締結する。�
　　・労働債権（賃金､  退職金､  解雇予告手当等）確認書（右ページ参照）�
　　・会社資産譲渡協定、債権譲渡協定、債権譲渡通知書�
　●会社事業所、組合事務所を確保する｡（事業所使用協定を結ぶ。）�
　　（会社財産の散逸を防ぎ、労働者の団結の拠点になる。）�
　　＊倒産イコール労働契約の終了ではありません。�
�
３　裁判手続による労働債権の確保と回収の手段�
　・先取特権に基づく差押�
　・仮差押�
　・賃金仮処分の申立、簡易裁判所への支払督促などの申立�
�
４　賃金の支払の確保等に関する法律に基づく立替払（９０ページ参照）�
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6　解雇・退職�

確認書�
　当社の下記従業員に対する未払賃金及び退職金の額は次のとおりであることを確認します。�
（退職前であれば、｢現在の未払額及び毎月××日に支払う賃金額は各人欄記載の額に相違ありませ
ん｡」等と書く。）�
　○年○月○日�
　　　　　株式会社××××�
　　　　　代表取締役　　　××××　　　印�

(注）証明者は、代表取締役や経理課長など、会社側で証明できる立場にある者ならよい。�
　　  また、何枚もの用紙になるときは、証明者の契印をすること。�

　先取特権とは、他の債権者に優先して弁済を受ける権利（担保権の一種）をいいます。�
・ただし、抵当権等の担保権、税金・社会保険料が優先します。�
・民法、商法（株式会社、有限会社の場合）等では「雇用関係に基づいて生じた債権」について先取特権を
認め、あらゆる会社資産が差押の対象になり得ます｡�

・先取特権を実行する（正式な訴訟は不要）には、給料明細書など雇用関係の存在と未払賃金額を証明する
資料を提出します｡（数日で債権差押命令が出ることもある。）�

・売掛金を差し押さえようとする場合、債権譲渡の有無を確認します。�

労働債権確認書�

先取特権�

倒産手続きの種類�

番　　号� 氏　　名� 住　　　所� 未 払 賃 金 額 � 退　職　金　額�

　　　　　　（種　　　類）　　　　　　　　　　　　　　　　（労働債権の扱い）�
裁判所が関与する　　　清算型　　　破産　　　破産管財人との交渉も必要�
法的倒産手続　　　　　　　　　　　特別清算　裁判所の許可で優先的に支払われることもある�
　　　　　　　　　　　再建型　　　民事再生　民事再生手続に関係なく優先して支払われる�
　　　　　　　　　　　　　　　　　会社更生　更生手続開始決定前６か月間の未払賃金は通常どおり支払�
�
決まった手続のない任意整理　　　　　　　　　労働債権が確保される保証なし、迅速な対処が必要�

�



90

倒産した場合の未払賃金は�

　未払賃金の立替払は、企業の倒産に伴い、賃金が支払われないまま退

職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、

その未払賃金のうち一定範囲（８割、年齢による上限有）のものを事業

主に代わって立替払する制度です。�

　なお、立替払の請求書は独立行政法人労働者健康福祉機構に提出しま

すが、破産など裁判所の手続が行われていない場合は、まず、本社を管

轄する労働基準監督署長に「倒産の認定」を申請し、認定を受ける必要

があります。この申請は、退職の日の翌日から６か月以内の間にしなけ

ればなりません。倒産が原因で賃金未払のまま退職したら、できるだけ

早く労働基準監督署に行き、相談をする方がよいでしょう。�

�

�

�
�
�
�
�
�
　さらに詳しいことは、最寄りの労働基準監督署（１４４ページ参照）又
は労働者健康福祉機構（立替払相談室０４４－５５６－９８８１・ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．�
ｒｏｆｕｋｕ．ｇｏ．ｊｐ/）におたずねください。�
　神奈川県では、労働者の生活向上の一助となるよう「神奈川県労働者
生活資金貸付金制度」を設けています。（制度の内容は１３６ページ参照）�
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6　解雇・退職�

主な関係条文�：賃金の支払の確保等に関する法律第７条～第２０条�

立替払の対象となる「未払賃金」の例�

立替払を受けられる人（次の２つの条件を満たす人です。）�
①労災保険の適用事業で１年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に
労働者として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、その退職日の
６か月前の日以降に支払期日が到来している定期賃金又は退職手当に未
払があること。�
②裁判所に対する破産手続開始等の申立日（破産等の場合）又は労働基準
監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日（事実上の倒産の場
合）の６か月前の日から２年の間に、その企業を退職したこと。�

立替払の上限額�
　　　　　　　次のとおり限度額等が定められています。�
�
�
�
�
�

例　退職日に４５歳で実際の未払賃金額が３９５万円の場合、４５歳
以上の限度額３７０万円を超えているので、立替払される額は
３７０万円×８０／１００＝２９６万円となります。�

立替払の手続き�

◆未払賃金総額等の証明を、破産管財人、労働基準監督署等から受けます。�
◆ 倒産した日（破産手続開始等の決定の日、事実上の倒産の認定日）の翌日から２年以内
に、　請求書を労働者健康福祉機構に提出します。�

退職日における年齢� 未払賃金総額の限度額� 立替払の上限�

４５歳以上�
３０歳以上～４５歳未満�
３０歳未満�

３７０万円�
２２０万円�
１１０万円�

２９６万円�
１７６万円�
０８８万円�

退職日の6か月前の日�
（例20.3.10）�

退職日�
（例20.9.10）�

労働者健康福祉�
機構に対する�

立替払請求日の前日�

定期賃金締切日�
　　　　毎月20日�
支払期日�
　　　　毎月26日�

平成20年�
2月� 3月� 4月� 5月� 6月� 7月� 8月� 9月�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定
期
賃
金
�

26
日�

定期賃金�
8月21日から�
9月10日まで�
の賃金�

退職手当�
の支払日�
11月1日�

この期間内に支払期日が到来している未払の定期賃金�
及び退職手当が立替払の対象になります。�
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パートタイム労働法とは�

　パートタイム労働者は年々増加するとともに、パートタイム労働者の
役職者も現れるなどその働きぶりは、近年特に多様化・基幹化していま
す。一方で仕事や責任、人事管理が正社員と同様なのに、賃金等の待遇
が働きに見合っていないパートタイム労働者の存在や、なかなか正社員
になることが難しいといった問題があります。こうした問題を解消し、
パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮できる雇用環境を整備
するため、改正パートタイム労働法（「短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律」）が、平成２０年４月１日から施行されました。�
�
�
�
１　労働条件の明示�
　パートタイム労働者を雇い入れた際、労働基準法における文書明示の
義務事項に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文
書等により明示することが義務付けられました。（４～５ページ参照）�
�
２　待遇の決定に当たって考慮した事項の説明�
　雇い入れた後、パートタイム労働者から求められたとき、そのパー
トタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明する
ことが義務付けられました。�
�
３　均衡の取れた待遇の確保の推進�
　パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定してくだ
さい。具体的には、職務の内容（業務の内容と責任の程度）、人材活
用の仕組みや運用など、契約期間の３つの要件が通常の労働者と同じ
かどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いにつ
いて規定されています。（右ページ表１参照）�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
４　パートタイム労働者から正社員へ転換するチャンスを！�
　通常の労働者への転換を推進するための次のいずれかの措置を講じ
ることが義務付けられました。�
◆通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。�
◆通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機
会を与える。�

◆パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。�
◆その他通常の労働者への転換を推進するための措置�

�
５　パートタイム労働者からの苦情の申し出に対応を！�
（１）パートタイム労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内

で自主的な解決を図るように努めることが義務付けられました。�
（２）紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による紛争解決

の援助、均等待遇調停会議による調停が設けられました。�
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7　パートと労働法�

改正パートタイム労働法のポイント�

【パートタイム労働者の態様】�
通常の労働者と比較して、�

①通常の労働者と同視すべき�
　パートタイム労働者�

職務の内容�
（業務の内容�
及び責任）�

人材活用の仕組みや�
運用など（人事異動�
の有無及び範囲）�

契約期間�

同じ� 全雇用期間を�
通じて同じ�

無期or反復�
更新により�
無期と同じ�

②通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕�
　組みや運用などが同じパートタイム労働者�
同じ� 一定期間は�

同じ� －�

③通常の労働者と職務の内容が同じ�
　パートタイム労働者�
同じ� 異なる� －�

④通常の労働者と職務の内容も異なる�
　パートタイム労働者�

異なる� －� －�

職務関連賃金�
・基本給�
・賞与�
・役付手当等�

左以外の賃金�
・退職手当�
・家族手当�
・通勤手当等�

賃　　金�
職務遂行に�
必要な能力を�
付与するもの�

左以外のもの�
（キャリア�
アップのため�
の訓練など）�

教育訓練�
・給食施設�
・休憩室�
・更衣室�

左以外のもの�
（慶弔休暇、�
社宅の貸与�
等）�

福利厚生�

◎�

□�

△�

△�

◎�

－�

－�

－�

◎�

○�

○�

△�

◎�

△�

△�

△�

◎�

○�

○�

○�

◎�

－�

－�

－�

（講じる措置）    �
◎・・・パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止　○・・・実施義務・配慮義務    �
□・・・同一の方法で決定する努力義務　　　　　　　　　　　　　△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務�

〈表１〉�
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パートの労働条件�
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7　パートと労働法�

主な関係条文�：労働基準法第１５条、第３２条、第３７条、第３９条�
：労働基準法施行規則第５条�
：パートタイム労働法第６条、第７条�
：パートタイム労働指針�
：育児・介護休業法�

◇労働条件の明示�

　パートタイム労働者を雇い入れる際に労働条件を口頭でしか説明しな
いために、雇入れ後にトラブルが発生することが少なくありません。パ
ートタイム労働者を雇い入れた時には、労働条件に関する所定の事項を
明示しなければなりません。（４～５ページ参照）�
�
◇就業規則�

　就業規則は通常の労働者ばかりでなく、パートタイム労働者も含む全
ての労働者に適用されますので、それぞれに異なったルールがある場合
には、就業規則の中に特別な規定を盛り込むか、パートタイム労働者用
の就業規則を作成する必要があります。（１２～１５ページ参照）�
�
◇年次有給休暇の付与�

　パートタイム労働者であっても、６か月間継続勤務し、決められた労
働日数の８割以上出勤すれば、労働基準法の定めるところにより年次有
給休暇が付与されます。１回の雇用契約期間は短くても、雇用契約を更
新して通算６か月以上継続して働くようになった場合も同様です。�
　年次有給休暇は、週又は年間の所定労働日数に応じて比例付与されま
す。（４５ページ参照）�
�
◇労働時間と割増賃金�

　事業主は、労働者を原則として週４０時間、１日８時間を超えて働か
せてはなりません。法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日や

深夜に労働させる場合には法律で定められた割増賃金の支払いが必要で
す。（２６、３４ページ参照）�
�
�
�
�
�
�
�
◇育児・介護休業制度�

　パートタイム労働者であっても、対象者に該当すれば、育児・介護休
業法の定めるところにより、次の制度及び措置の対象となります。全て
の制度及び措置について、男女労働者が対象となります。（４８～ ５０ペー
ジ参照）�
（１）育児休業又は介護休業に関する制度�
（２）子の看護休暇に関する制度�
（３）小学校入学前の子を養育する労働者、要介護状態にある家族を介護する労働

者に対する時間外労働・深夜業の制限の措置�
（４）３歳に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある家族を介護する

労働者に対する勤務時間の短縮等の措置�

　パートタイム労働者の多くは、仕事と家庭を両立させるため、自分の都合に合う時
間等を考え勤務しています。労働時間や労働日を定めたり、変更する時には、そのパ
ートタイム労働者の事情を十分に考慮しましょう。�
　また、できる限り所定労働時間を超えた残業や、所定労働日以外の日に労働をさせ
ないようにしましょう。例外的に労働をさせることがある場合には、雇入れの際に、
所定労働時間を超えて、または所定労働日以外の日に労働させることがあることや、
その程度について明示するように努めましょう。�
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パートの健康診断、労働・社会保険�

◇社会保険（健康保険・厚生年金保険）�
　全ての法人事業所と、飲食業等を除き常時５人以上の労働者を雇用す
る事業所は、強制適用事業所となり、そこで働く労働者は原則として被
保険者となります。契約期間が２か月以内の労働者などは除外されます
が、その期間を超えて引き続き雇用すれば対象者となります。�
　パートタイム労働者については、以下の要件に該当する場合は被保険
者となります。（１３０～１３４ページ参照）�

〈注１〉上記の所定労働時間については、保険者が労働状況等を総合的に勘案して、常用的使用関係に該当するか判断す
る。�

〈注２〉認定対象者が６０歳以上の者である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合�

〈注３〉認定対象者が２０歳未満または６０歳以上の場合は、国民年金の第１号あるいは第３号被保険者とならない。�
※「年収」には通勤手当が含まれる。�
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7　パートと労働法�

①１日又は１週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労
働時間のおおむね４分の３以上あること�

②１か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働日数
のおおむね４分の３以上あること�

社会保険の適用要件�

労働時間と�
年　　　収�

健康保険�

年　　金�

所定労働時間及び所�
定労働日数が通常の�
労働者のおおむね４�
分の３以上である人�
〈注１〉�

勤務先の健康保険に�
加入�

配偶者等の勤務先の�
健康保険の被扶養者�

国民年金の第３号�
被保険者〈注３〉�
（保険料不要）�

国民健康保険の�
被保険者�

国民年金の第１号�
被保険者〈注３〉�
（保険料必要）�

所定労働時間もしくは所定労働日数が通常の�
労働者のおおむね４分の３未満である人〈注１〉�

原則として年収130万円（180万�
円〈注２〉）未満で主に配偶者等�
の収入で生計を維持している者�

原則として年収130万円�
（180万円〈注２〉）以上�

厚生年金保険に加入�

◇健康診断�
　事業主は、パートタイム労働者に対し、労働安全衛生法の定めるとこ
ろにより健康診断を実施しなければなりません。（１１８～ １１９ページ参
照）一般健康診断を実施することが必要なパートタイム労働者とは次の
いずれの要件も満たす者です。�
（１）期間の定めのない労働契約により雇用される者、または期間の定めのある労

働契約により雇用される者であって、契約更新により１年以上（特定業務に
従事するものにあたっては６か月以上）雇用されることが予定される者もし
くは雇用されている者�

（２）１週間の所定労働時間が同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労
働者に比べて４分の３以上である者�

�
また、実施しなければならない主な健康診断は次のとおりです。�
�
�
�
�

�
◇労災保険�
　労災保険は、すべてのパートタイム労働者に適用されます。（１２２～  
１２３ページ参照）�
�
◇雇用保険�
　雇用保険は、一定の要件を満たした場合、パートタイム労働者にも適
用されます。（１２４～ １２９ページ参照）�

主な関係条文�：労働安全衛生法第６６条�
：労働者災害補償保険法�
：雇用保険法�

●常時雇用するパートタイム労働者に対する雇入時健康診断、定期健康診断（１年以
内ごとに１回）�

●深夜業等に常時従事するパートタイム労働者に対する健康診断（配置転換時及び６
か月以内ごとに１回）�

●一定有害業務に常時従事するパートタイム労働者に対する特殊健康診断�
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�

パートの雇用管理改善のための措置等�

　この他にも、パートタイム労働指針では、事業主が講ずべき措置等を次の
ように定めています。�

◇パートタイム労働者と税金�
　パートタイム労働者の収入は通常、給与所得となり、年収が１０３万円を超え
ると、原則として超えた額に対して所得税が課税され、年収が１００万円を超え
ると、超えた額に応じて住民税が課税されます。�
　この場合、社会保険料（全額）や生命保険料、地震保険料（一定額まで）は
所得から控除できます。�
　なお、交通機関等を利用する者の通勤手当は、月額１０万円まで非課税扱い
となっています。�
〈配偶者控除、配偶者特別控除〉�
　パートタイム労働者の年収（給与収入のみの場合）が一定の範囲内である
とき、配偶者の所得から配偶者控除または配偶者特別控除（配偶者特別控除
は、配偶者の所得が１,０００万円以下の場合）が受けられます。�

＊税金に関して詳しくは、最寄の税務署（所得税）、お住まいの市区町村（住民税）にお問い合わせください。�
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パートタイム労働者の年収と配偶者控除・配偶者特別控除の額�

１年間の給与収入�
所得税分�

パートの税金�

103万円以下�
103万円超105万円未満�
105万円以上110万円未満�
110万円以上115万円未満�
115万円以上120万円未満�
120万円以上125万円未満�
125万円以上130万円未満�
130万円以上135万円未満�
135万円以上140万円未満�
140万円以上141万円未満�
141万円以上�

配偶者�
控　除�

配 偶 者�
特別控除�

控除額�
合　計�

3 8�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0

0 �
3 8 �
3 6 �
3 1 �
2 6 �
2 1 �
1 6 �
1 1 �
6�
3�
0

3 8 �
3 8 �
3 6 �
3 1 �
2 6 �
2 1 �
1 6 �
1 1 �
6�
3�
0

住民税分�

配偶者�
控　除�

配 偶 者�
特別控除�

控除額�
合　計�

3 3�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0�
0

0 �
3 3 �
3 3 �
3 1 �
2 6 �
2 1 �
1 6 �
1 1 �
6�
3�
0

3 3 �
3 3 �
3 3 �
3 1 �
2 6 �
2 1 �
1 6 �
1 1 �
6�
3�
0

◆労働関係法令の順守�
　労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法、雇用保険法等の労働者保護法令は、パートタイム労働者
についても適用があることを認識し、これを順守しなければなりません。�
��
◆労使の話し合いの促進�
　パートタイム労働者の待遇に係る事項について、パートタイム労働者から求
めがあったときは、パートタイム労働法第１３条に定める事項以外についても、
説明するよう努めましょう。�
　また、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずるに当た
っては、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工
夫するよう努めましょう。�
　さらに、パートタイム労働者から就業の実態や通常の労働者との均衡等を考
慮した待遇に係る事項について苦情の申出を受けたときは、事業所の苦情処理
の仕組みを活用する等、その自主的な解決を図るよう努めましょう。�
��
◆不利益取扱いの禁止�
　事業主は、当該パートタイム労働者が、就業規則の変更等に当たって意見を
述べるためのパートタイム労働者の過半数代表者であることや、過半数代表者
として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしま
しょう。また、パートタイム労働者の待遇の決定にあたって事業主が考慮した
事項について説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしないようにし
ましょう。�
��
◆所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の扱い�
　事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じパートタイム労働者
のうち、通常の労働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、労働条件そ
の他の処遇について通常の労働者と区別して取り扱われているものについて
は、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めましょう。�

（単位：万円）�



１００�

外国人労働者と労働法�

　近年、我が国で就労する外国人労働者数は増加していますが、その就

労状況をみると、雇用が不安定であること、社会保険の未加入が多いこ

と等の問題があるほか、労働市場に悪影響を及ぼす不法就労も依然とし

て多い状況にあります。このような状況の改善に向けて、厚生労働省で

は雇用対策法を改正し、外国人雇用に係る基本ルールを整備しました。�

　この中において、事業主に対し、雇用する外国人労働者の雇用管理の

改善及び再就職の援助に関する措置を講ずる努力義務を課し、これを具

体化する指針を定めるとともに、国が外国人労働者を雇用する事業主に

対して適切な指導、助言を行うにあたり必要となる外国人労働者の雇用

状況の把握のため、事業主は外国人労働者の雇入れ又は離職に際し、外

国人雇用状況の届出（外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等）を

ハローワークに行うことを義務化しました（平成１９年１０月１日施行）。�

　なお、外国人が、我が国において就労できるか否かはその在留資格に

よって定まっており、資格外の活動許可を受けている場合を除いて、そ

の資格を超えた活動はできないこととなっています。�

　事業主はこれらのことについて留意いただく他は、国籍等を理由とし

て労働条件等について差別的取扱いをしてはならないこととなってお

り、その他の労働関係法令については日本人と同様に適用されます。�

　なお、在留資格は、外国人登録証明書、旅券（パスポート）に押され

た上陸許可証印等により確認することができます。また、就労が認めら

れている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合に交付さ

れる就労資格証明書もあります。�

１０１�

8　雇用�

主な関係条文�：労働基準法第３条�
：出入国管理及び難民認定法第２条の２、第１９条～第２１条�
：外国人登録法第５条�
：雇用対策法第８条、第９条、第２８条�

�

在留資格別の就労の可否�

在留資格、在留期間、資格外活動の許可等に関する問い合わせ先は�

○　東京入国管理局横浜支局　　Tel　045（661）5110�
○　外国人在留総合インフォメーションセンター〔横浜〕�
　　　　　　　　　　　　　　　Tel　045（651）2851～2

（注）就労の可否の欄の凡例�
○：在留資格毎に決められた範囲で就労が認められるもの　◎：就労に制限のないもの�
△：就労の可否は、個々の許可内容によるもの　×：原則として就労が認められないもの�

外 交 �
公 用 �
教 授 �
芸 術 �
宗 教 �
報 道 �
投 資 ・ 経 営 �
法 律 ・ 会 計 業 務 �
医 療 �
研 究 �
教 育 �
技 術 �
人文知識・国際業務�

○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

在 留 資 格 �就労の可否�

�

企 業 内 転 勤 �
興 行 �
技 能 �
文 化 活 動 �
短 期 滞 在 �
留 学 �
就 学 �
研 修 �
家 族 滞 在 �
特 定 活 動 �
日本 人の配 偶 者 等 �
永住者の配偶者等�
定 住 者 �
永 住 者 �

○�
○�
○�
×�
×�
×�
×�
×�
×�
△�
◎�
◎�
◎�
◎�

在 留 資 格 �就労の可否�



１０２�

障害者雇用と労働法�

１０３�

8　雇用�

障害者雇用企業への援助等�

①　知的・精神障害者職場指導員設置補助金�

②　障害者雇用特例子会社設立助成金�

③　特定就職困難者雇用開発助成金�

④　障害者試行雇用奨励金�

⑤　税制上の優遇措置�

⑥　障害者雇用納付金制度に基づく助成等�

⑦　「インベスト神奈川」を活用して工場等の新増設を行う中小企業に対する障害

者雇用助成�

※　内容及び支給要件や限度額等については、各機関にご確認・ご相談くださ

い。お問合せは、①・②については県産業人材課（ＴＥＬ ０４５－２１０－５８７１）へ、

③・④については各公共職業安定所へ、⑤については税務署等へ、⑥につい

ては（財）神奈川県雇用開発協会（ＴＥＬ ０４５－６３３－６１１０）へ、⑦については

県企業誘致室（ＴＥＬ０４５－２１０－５５７３）へ�

障害者の雇用相談・就労相談窓口�

神奈川県障害者就労相談センター（ＴＥＬ ０４５－６３３－６１１０）、川崎労働センター、各地域

県政総合センター労働課〔横須賀三浦・県央・湘南・西湘〕（表紙裏参照）、各公共職業

安定所（１４４ページ参照）、神奈川障害者職業センター（ＴＥＬ ０４２－７４５－３１３１）へ�

　障害者の雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律（以
下、「雇用促進法」という。）」で定められており、事業主は一定人数以
上の障害者を常用労働者として雇用しなければならない、とされていま
す。民間企業の事業主は「企業全体の常用労働者×１.８％」人の身体障
害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。（平成１８年４月か
ら、身体障害者、知的障害者に加えて精神障害者（精神障害者保健福祉
手帳所持者）が雇用率算定の対象となりました。また、平成２２年７月
から障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労
働者（週２０時間以上３０時間未満）が追加され、雇用率算定にあたって
は０.５人とカウントされます。） �
　また、雇用促進法では、障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整
を図る目的で、障害者雇用納付金制度を定めており、法定雇用率（１.８
%）を達成していない企業から納付金を徴収し、これを原資として、達

成している企業等への助成が行われます。納付金は罰金ではありません
ので、税法上は損金又は必要経費として取り扱われますが、納付金の支
払によって、雇用義務を免れるものではありませんので、留意してくだ
さい。�
　この納付金は、経過措置により常用労働者３０１人以上の企業からのみ
徴収されていましたが、今後は段階的に１０１人以上の企業まで対象範囲
が拡大されます。（２０１人以上：平成２２年７月、１０１人以上：平成２７年
４月）�
　なお、労働基準法、労働契約法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働
者災害補償保険法、雇用保険法、職業安定法、賃金の支払の確保等に関

する法律などの労働法規については、障害の有無に関わらず、適用があ
りますので法律を遵守すると共に、障害者に対しては、個々の障害の状

況を十分に把握し、必要に応じて職場の同僚等の理解を促し、障害の状

況に応じた職務設計、勤務条件の配慮が必要です。�



１０４�

高年齢者と労働法�

　我が国では、平均寿命の伸びと出生率の低下により、人口の高齢化が

急速に進展しています。平成２７年には、約４人に１人が６５歳以上の高

年齢者になると見込まれ、労働力人口は急速な減少が見込まれます。�

　このような中で、我が国の経済活力を維持するためには、意欲と能力

のある高年齢者が、長年培ってきた知識や経験を活かし、経済社会の支

え手として働き続けることができる環境の整備が必要です。�

　他方、年金制度において、平成１３年度から、老齢厚生年金の「定額

部分」の支給開始年齢が、生年月日に応じて段階的に引き上げられ、さ

らに、平成２５年度からは「報酬比例部分」も同様の改正により、段階

的に６５歳まで引き上げられることになっています。�

　このような背景を踏まえ、平成１６年６月、「高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律」が改正されました。�

　この改正により、① ６５歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導

入等の義務化（平成１８年４月１日施行）、②解雇等による高年齢離職予

定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化、③労働者の募集及

び採用にあたって、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化（②③平

成１６年１２月１日施行）など、事業主が講じる措置が定められ、６５歳ま

で働ける労働市場の環境整備が大きく進みました。�

　今後は、継続雇用制度の導入の促進など、法の着実な実施に向け、社

会全体での取り組みが求められています。�

　個々の労働者においては、高齢期に入っても必要な能力及び健康を維

持できるよう自ら努力することが求められています。�

１０５�

8　雇用�

�

高年齢者等の就業を支援する機関及び事業�

名　　　称� 問い合わせ先�所　　在　　地�

公共職業安定所（ハローワーク）�

神 奈 川 人 材 銀 行 �

ハローワークキャリア交流プラザ神奈川�

高 年 齢 者 職 業 相 談 室 �

地 域 職 業 相 談 室 �

パートバンク・ハローワークプラザ�

（１４４ページ参照）�

０４５－２９０－５５００�

０４５－２９０－０８４０�

詳細は労働局へ�

詳細は労働局へ�

（１４６ページ参照）�

ハローワーク横浜など計16か所�

横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１７階�

横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル６階�

３か所（川崎・相模原・大和）�

３か所(茅ヶ崎・伊勢原・秦野)�

湘南パートバンクなど計3か所�

１　求人会社を探したいなど、就職情報を入手したいとき�

名　　　称� 問い合わせ先�事業の内容�

シニア・ジョブスタイル・かながわ� （１４６ページ参照）�
団塊世代を中心とした中高年齢者を対象に、総合相
談窓口と７つのサービスにより、再就職、起業、ＮＰＯや
ボランタリー活動などの多様な働き方を支援する。�

神奈川高齢期雇用就業支援コーナー�
（シニア・ジョブスタイル・かながわ）�

（１４６ページ参照）�
45歳から高齢期における職業生活設計をお考えの方、定年
退職予定在職者の事業所を対象に、各種セミナー等を通じて
各自の生活スタイルに合ったライフプランづくりを支援する。�

中 高 年 齢 者 の た め の�
再 就 職 早 期 実 現 セミナ ー�

県雇用労政課�
電話 ０４５－２１０－５867�
ＦＡＸ ０４５－２１０－８８７３�

効果的な就職活動の知識などを習得するセミナーを開
催し、キャリアカウンセリング後に職業紹介を行う。�

委 託 訓 練 「 即 戦 力 」�
県産業人材課�
電話 ０４５－２１０－５７１５�
ＦＡＸ ０４５－２０１－６９５２�

�
民間教育機関等による短期間の職業訓練�

３　シニア世代の総合相談と就業支援�

名　　　称� 問い合わせ先�所　　在　　地　　等�

職業技術校など（１４６ページ参照）�

雇用・能力開発機構　神奈川センター�
関東職業能力開発促進センター�

横 浜 市 中 央 職 業 訓 練 校 �

（１４６ページ参照）�

０４５－３９１－２８４８�

０４５－６６４－６８２５�

（１４６ページ参照）�

横浜市旭区南希望が丘７８�

横浜市中区山下町２５３�

２　職業訓練を受けたいとき�



１０６�

労働組合とは�

　平成２０年労働組合基礎調査によると、神奈川県内には２,６８７の労働組

合があり、雇用の確保や労働条件の維持・改善をめざして活動していま

す。�

　労使対等とはよく言われますが、労働者は「雇われる」という弱い立

場にあり、労働者個人では使用者と対等な立場となることは困難です。

そこで、労働者は団結することによって、使用者と実質的に対等な立場

となることが必要になってきます。�

　憲法＊では、勤労者の団結権を保障する規定を置いています。�

　労働組合法では、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善

その他経済的地位の向上を図ることを主な目的として組織する団体又は

その連合団体を労働組合（１０８ページ参照）としており、使用者の不当

労働行為（１１２ページ参照）を禁止したり、労働組合の正当な争議行為

（１１４ページ参照）に刑事上、民事上の免責を与えるなどの保護をして

います。�

　労働組合の結成や活動についての相談は労働センター等で行っています。�

�
＊憲法第２８条〔勤労者の団結権〕�

　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する。�

１０７�

9　労働組合 

主な関係条文�：憲法第２８条�
：労働組合法第１条、第２条、第５条、第７条、第８条�

�

労働組合法上の労働組合の要件�

　労働組合法に規定された保護を受ける労働組合と認められるためには、次の
要件を満たすことが必要です。�
◆主として労働条件の維持改善その他経済的地位向上を図ることを目的として
いること。�

◆重役、人事課長、重役の秘書等使用者の利益代表者、監督的地位にある労働
者を入れないこと。�
◆使用者の経費援助を受けないこと。�
　＊ただし、次の場合は例外として許されます。�
　①就業時間中の時間又は賃金を失うことなく団体交渉を行うこと。�
　②使用者から福利厚生等のための基金への寄付を受けること。�
　③最小限の広さの事務所を与えられること。�
◆共済事業その他福利厚生のみを目的とするものでないこと。�
◆主として政治運動又は社会運動を目的とするものでないこと。�
　さらに、労働委員会による不当労働行為の救済を受けるためには、労働組合
法第５条にかかげる９つの項目を含む組合規約を有することが必要です｡（１０９
ページ参照）�



１０８�

労働組合とは�

　労働組合は、使用者や第三者の命令や指示によってつくるものではな

く労働者が自主的につくるものであり、労働者が二人以上集まれば自由

につくることができます。また１人でも加入できる労働組合として合同

労組等（※）があります。労働組合の結成に当たって、届出をしたり、

承認を得る必要はありません。�

　労働組合を結成するには、まず、労働者の何人かが集まって組合をつ

くるための準備委員会を設置して、下準備を行うことが多いようです。

この委員会において、組合設立趣旨に基づき組合規約案や運動方針案、

予算案（組合費）、役員選出の方法等を作成し、組合結成大会でこれら

のことを決定すれば労働組合の結成となります。�

　なお、組合の結成は自由ですが、以後の労使交渉を円滑に進めるため

には、使用者に対して、組合結成の事実、組合員の範囲、代表者の氏名

などを通知することが望まれます。�

　組合規約は、組合員の自主的な判断によって決められるべきものです

が、労働組合の民主性を確保するため、労働組合法では規約の内容とし

て９項目をあげています。�

１０９�

9　労働組合 

主な関係条文�：労働組合法第２条、第５条�

�

規約で定めるべき項目�

①組合の名称�
②主たる事務所の所在地�
③組合員は組合のすべての問題に参加することができ、また、平等な取扱いを
受ける権利があること。�

④どんな人でもあらゆる場合に、その人の人種、宗教、性別、門地または身分
を理由に組合員の資格を奪われないこと。�

⑤組合の役員は、組合員（または代議員）の直接無記名投票で選挙すること。�
⑥総会（大会）は毎年１回以上開くこと。�
⑦すべての財源とその使途、主な寄付者の名前、それに現在の経理状況を知ら
せるための会計報告を毎年１回以上組合員に公表すること。その際には組合
員の意思によって委嘱された「職業として､会計監査をすることのできる人」
の｢この会計報告は正確である」という証明書を添えなければならないこと。�

⑧同盟罷業（ストライキ）は、組合員（または代議員）の直接無記名投票によ
り有効投票数の過半数が賛成しなければ始めないこと。�

⑨組合規約の改正には、直接無記名投票による組合員（または代議員）全員の
過半数の賛成が必要なこと。�

　※合同労組等�
　組合のない中小企業の従業員、臨時社員、パート、
フリーターなどの方が相談・加入のできる組織であり、
ユニオン、ネットワーク等の名称も使用されています。�



１１０�

団体交渉と労働協約�

　労働組合の様々な活動の中でも重要なことは、労働者の労働条件を改善

するため、労働組合という団結の力を背景として使用者と交渉する「団体

交渉」です。団体交渉は一般的には労働組合の役員があたりますが、交渉

を他の人に委任することもできます。�

　また、団体交渉で決まった内容を文書にしたものが「労働協約」です。

労働協約には、労働組合と使用者の両当事者が署名するか記名押印するこ

とが必要です。労働協約に有効期間を定める場合は３年以内と決められて

おり、それを超える期間を定めても３年とみなされます。定めのないとき

は、労働組合、使用者のどちらからでも、少なくとも９０日前に署名し又

は記名押印した文書で予告して解約することができます。�

　労働協約で定められた労働条件などと労働契約や就業規則の内容に差異

がある場合には、労働協約の内容が優先します（労働協約の規範的効力）。�

１１１�

9　労働組合 

主な関係条文�：労働組合法第６条、第１４条～第１８条�
：労働基準法第９２条�
：労働契約法第１３条�

�

一般的な労働協約の項目�

◆賃金、労働時間等労働条件に関すること�

◆非組合員の範囲に関すること�

◆組合活動に関すること�

◆ユニオン・ショップ制（会社に就職したらそこの労働組合に必ず入らな

ければいけないという制度）に関すること�

◆団体交渉に関すること�

◆平和義務に関すること�

◆苦情処理に関すること�

◆労使協議に関すること�

　労働条件に関する部分については一事業場で同種の労働者の３／４以上

の者に適用される労働協約は、他の同種の労働者にも拡張して適用され

ます。�



１１２�

不当労働行為とは�

　労働組合法では、労働組合の正当な活動を妨げるような使用者の行為

を「不当労働行為」として禁じ、労使関係の基本的なルールを保障して

います。不当労働行為が行われたときは、労働者・労働組合は、労働委

員会（１１６ページ参照）に救済を申し立てることができます。�

　通常、不当労働行為とは、次の５つの行為を指します。�

�

① 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若

しくは、労働組合を結成しようとしたこと、又は労働組合の正当

な行為を行ったことを理由として解雇その他の不利益取扱をする

こと�

② 労働者が労働組合に加入しないこと、若しくは労働組合から脱

退することを雇用条件とすること�

③正当な理由なく団体交渉を拒否すること�

④ 労働組合の結成若しくは運営に対する支配介入又は経費援助を

行うこと�

⑤ 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済申立てをした

こと等を理由として解雇その他の不利益取扱をすること�

　なお、判例によると、団体交渉の使用者側の当事者には、直接の雇用

主ではない親会社などがなることもあります。ただし、株主やメインバ

ンクが対象として認められたケースはないようです。�

１１３�

9　労働組合 

主な関係条文�：労働組合法第７条、第２７条�

�

正当な理由がない団体交渉の拒否は不当労働行為です�

　　｢正当な理由」の有無は、団体交渉の具体的事情により判断され
ますが、例えば次のような場合、正当な理由がない団体交渉拒否と
なります。�
①組合側の要求が過大である、経営状態がよくない等の理由で拒
否する場合�

②違法・不当な条件をつけて、それが満たされなければ応じない
とする場合�

③組合の交渉委員の資格の有無を問題として拒否する場合�
④唯一交渉団体約款や組合員が少数であるという理由で拒否する
場合�

⑤組合の交渉申入れを無視して個別の労働者と直接交渉する場合�
⑥団体交渉には応じたが、要求に反対するだけで反対提案を出さ
ないなど、みせかけの交渉にすぎない場合�

⑦団体交渉の進行を故意に引き延ばしたり、協定が成立しても文
書化を拒否したりする場合�



１１４�

争議行為とは�

　労働組合は、使用者と団体交渉を積み重ねて労働条件等の問題の解決

を図ることが基本ですが、労使の意見がなかなか一致しない場合に、主

張を認めさせる手段として争議行為を行うことができます。争議行為に

は、労働力の提供を停止するストライキや不完全な状態で働く怠業など

があります。�

　正当な争議行為に対して、使用者は損害賠償を請求することはできま

せんし、犯罪として罰せられることもありませんが、争議行為に伴う暴

力の行使はどのような場合でも正当とされません。�

　なお、争議行為にも幾つかの制限があります。スト中でも、事業所内

の人命の安全や衛生保持のために必要な施設は通常と同じように維持さ

れなければならず、電車やバス、病院、電気、ガス会社など日常生活に

不可欠な公益事業で争議行為を行う場合は、少なくとも満１０日をおい

て予め県知事（又は厚生労働大臣）と労働委員会（又は中央労働委員

会）に通知をしなければなりません。�

　また、実際に争議行為を行った場合は、ただちに県知事又は労働委員

会にその旨届け出ることも必要です。�

１１５�

9　労働組合�

主な関係条文�：労働組合法第１条、第８条�
：労働関係調整法第６条～第９条、第３６条、第３７条�

�

争議行為予告通知の例�

たい�ぎょう� 争議行為予告通知書�

平成○○年○月○日�

神奈川県労働委員会会長殿�

〇〇市〇区〇〇〇〇〇�
〇〇〇〇〇労働組合�

執行委員長 山 田 太 郎 ○※�

労働関係調整法第３７条の規定により次のとおり通知します。�
１　争議行為の目的�
賃金引上げ　４月分以降組合員１人平均×××円（定昇
別）獲得のため�

２　争議行為の日時�
○月○日以降○月○日までの期間始業時から○時間�

３　争議行為の場所�
横浜市中区日本大通１　神奈川病院の全職場�

４　争議行為の概要�
前項に掲げる場所において、全面的又は部分的に連続又
は断続的に業務を停止する。ただし、保安要員若干名は確
保する。�

５　争議行為実施に至るまでの経過�
○月○日以降数回にわたり団体交渉を重ねたが、いまだ具
体的な額が示されず、○月○日組合大会の結果スト権確立
（×％）、前記の期間要求貫徹のため実力行使実施を決定
した。�

印�

（注）神奈川県知事あてにも同一文を提出する。�

※
代
表
者
の
表
示
は
、
署
名
又
は
記
名
押
印
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�



１１６�

労働委員会の仕事�

　労働委員会は、都道府県ごとに設けられている独立して権限を行使す
る機関で、不当労働行為の救済、労働争議の調整（あっせん、調停、仲
裁）などの仕事をしています。�
　労働組合から「会社が組合員に対し嫌がらせや脱退勧奨を行った」な
どと、不当労働行為（１１２ページ参照）の救済申立てがあった場合、労
働委員会は不当労働行為の事実の有無を審査し、不当労働行為に該当す
ると判断すれば命令を出して救済を図ります。なお、この救済申立ては
労働組合のほか、労働者個人でも行うことができます。�
　また、労働争議が起きて自主的な解決が困難なときにはあっせんなど
の調整を受けることもできますし、労働組合が法人登記の手続をすると
きなどに、労働組合法の資格要件を備えているかどうかの審査もしてい
ます。�
　さらに、神奈川県労働委員会では、個別労働関係紛争（個々の労働者
と事業主との間の、労働条件その他の労働関係に関する紛争）のあっせ
んも行っています。�
　なお、詳しいことは神奈川県労働委員会、又はお近くの労働センター
等にお尋ねください｡（表紙裏参照）�

１１７�

9　労働組合�

主な関係条文�：労働組合法第７条、第１９条、第２０条、第２７条�

�

不当労働行為救済申立書の例�

不当労働行為救済申立書�

平成○○年○月○日�

神奈川県労働委員会会長殿�

　　　　　所在地又は住所　○○市○○町○○番地�
申 立 人　名称又は氏名　　○○労働組合�
　　　　　代表者氏名　執行委員長　山田太郎○※�
�
　　　　　所在地又は住所　○○市○○町○○番地�
被申立人　名称又は氏名　　○○株式会社�
　　　　　代表者氏名　　　代表取締役　田中一郎�
�

　被申立人の行為は労働組合法第７条第２号に該当する不当
労働行為であるので、次のとおり申し立てます。�
�
１　請求する救済内容�
　被申立人は、申立人の申し入れる賃上げに関する団体交渉
を拒否してはならない。�
�
２　不当労働行為を構成する具体的事実�
　平成○○年○月○日に、賃上げの要求書を提出し、それ以
後何度も団体交渉を申し入れているが、被申立人は、多忙を
理由にして、現在まで一度も団体交渉に応じていない。�

印�

※
代
表
者
の
表
示
は
、
署
名
又
は
記
名
押
印
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。�

◎不当労働行為の救済申立てをするときは…�
・申立てができるのは、不当労働行為があったとされる日から１年以内です。�
・労働組合は、労働組合法の資格要件を備えていることを証明するための書類も必要
です。�

◎労働争議の調整（あっせんなど）については、労働者個人の申請はできません。�
ただし、個人の問題でも組合が取り上げ、申請した場合には、取り扱うことができま
す。�

◎個別労働関係紛争のあっせんについては、労働センター等で申請を受け付けています。�
◎平成２０年１０月１日から船員に関する集団的労使紛争も労働委員会で取り扱うこととな
りました。�



１１８�

労働者の安全と健康を守るために�

安全衛生�

　安全な職場環境は、賃金や労働時間とならぶ重要な労働条件です。　�

まず、「労働契約法」において、使用者は、労働者の生命及び身体を危

険から保護するよう配慮すべき義務（安全配慮義務）を負うと規定して

います。�

　また、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な

職場環境を形成することを目的として「労働安全衛生法」が制定されて

います。さらに、この法律に基づいた労働安全衛生規則等によって、具

体的な基準が規定されています。�

　使用者は、労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた

最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境をつくり、労働条件を改善

することで、労働者の安全と健康を守らなければなりません。�

　同様に労働者も労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が

実施する労働災害防止の措置に協力するように努めなければなりませ

ん。�

　労働安全衛生法では、使用者が講ずべき措置について、次のように示

しています。�

１１９�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

主な関係条文�：労働安全衛生法第３条、第４条、第１０条～第３６条、�
　第５９条～第７１条など�
：労働契約法第５条�

�

さまざまな安全衛生対策�

◆安全衛生管理体制の確立（第１０条～第１９条の３）�

　一定規模以上の事業場では、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全
衛生推進者等を選任するとともに安全衛生委員会を設置する等により、事業場内の安
全衛生管理体制を確立しなければなりません。�
◆労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（第２０条～第３６条）�

　事業者は労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなければな
りません。さらに、労働者を就業させる建設物その他の作業場の保全並びに換気、採
光、照明、保温等、労働者の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じな
ければなりません。�
◆労働者の就業にあたっての措置（第５９条～第６３条）�

　事業者は、労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更するときには、安
全衛生教育を行わなければなりません。�
　クレーン運転など一定の業務については、免許を有する者、一定の技能講習を修了
した者でなければ就業させてはなりません。�
　また、中高年齢者など就業にあたって特に配慮を必要とする者については、適正な
配置をするように努めなければなりません。�
◆労働者の健康の保持増進のための措置（第６５条～第７１条）�

　事業者は、労働者を雇い入れるときや継続雇用するときには、定期健康診断を行わ
なければなりません。事業場の業務が危険有害業務である場合は、特別な健康診断
（特殊健康診断）を行わなければなりません。（パートタイム労働者については９６ペ
ージ参照）�
　また、有所見者については、健康保持のために必要な措置について医師等の意見を
聴き、労働者の実情を考慮した上で適切な措置を講じなければなりません。�



１２０�

ストレス予防とメンタルヘルス（こころの健康）�

　職場には、企業経営戦略のあり方や目標管理（ノルマ）、仕事の成果

に対する評価、配置転換など、労働者の力だけでは取り除くことができ

ないストレス要因が多く存在しています。�

　厚生労働省が行った労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活に

強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合が高くなっています。�

　職場でこころの健康問題を抱える労働者が発生すると、業務に集中す

ることが困難になり、遅刻・欠勤や仕事の能率の低下、また、最悪の場

合には、こころの病による自殺といった事態を生じかねません。�

�

◎ストレスと上手に付き合いましょう。�

・なんとなく疲れていると感じたら、まず休息をきちんと取りましょう。�

・身体の調子を整えましょう。・自分のストレスに気づきましょう。�

・生活時間を点検しましょう。・適度に運動もしましょう。�

・職場や労働センターなどのメンタルヘルスについての講習を受けましょう。�

・物事にこだわらないようにしましょう。�

・嫌なことにはＮＯと言える勇気を持ちましょう。�

・話し相手を見つけましょう。�

�

◎何かあったら、上司や社内の産業保健スタッフ・相談窓口、社外の専

門相談機関などに早めに相談しましょう。自分ひとりで重荷を背負い

込むと、本当につらくこころが疲れ果ててしまいます。�

１２１�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

◆仕事や職場の人間関係に「悩み」を感じたら�

◆「心の健康や病気」についての相談は�

◆誰かと話したい時、こころ寂しい時は（ひとりで悩まずに）－こころの危機を支える電話相談－�

神奈川県横浜労働センター「働く人のメンタルヘルス相談室｣（面接相談※要予約）�

横浜労災病院「勤労者　心の電話相談」�

　　〃　　　　メール相談（２４時間対応）�

関東労災病院「勤労者　心の電話相談」�

０４５－６３３－６１１０（代）（相談日：火曜日の午後）�

０４５－４７０－６１８５（１４～２０時、年中無休)�

E-mailアドレス:mental-tel@yokohamah.rofuku.go.jp �

０４４－４３４－７５５６（１４～２０時　土日祝日を除く)

■労働者５０人未満で産業医の選任義務のない事業所は、次の機関もご利用ください�

■お住まいの近くの保健所、保健福祉事務所、精神保健福祉センター等へ�

横浜南地域産業保健センター �

横浜西地域産業保健センター �

横浜北地域産業保健センター�

鶴見地域産業保健センター�

川崎南地域産業保健センター�

川崎北地域産業保健センター 

０４５－７８２－８７８５�

０４５－８６１－５６００�

０４５－３１３－９１８７ �

０４５－５２１－２７３８ �

０４４－２００－０６６８�

０４４－８２９－２０２０�

横浜いのちの電話�

川崎いのちの電話�

横須賀こころの電話�

０４５－３３５－４３４３（２４時間）�

０４４－７３３－４３４３（２４時間）�

０４６－８３０－５４０７（平日１７～２４時、土日祝日９～２４時）※横須賀市在住又は在勤の方に限ります。�

三浦半島地域産業保健センター�

平塚地域産業保健センター�

湘南地域産業保健センター�

県西地域産業保健センター�

県央地域産業保健センター�

相模原・津久井地域産業保健センター�

０４６－８２２－３０５３ �

０４６３－５２－０３５５�

０４６６－２７－６２３８ �

０４６５－４９－２９２９  �

０４６－２２３－８０７２ �

０４２－７４９－２１０１ 

名　称�  電話番号�

鶴見福祉保健センター�

神奈川福祉保健センター�

西福祉保健センター�

中福祉保健センター�

南福祉保健センター�

港南福祉保健センター�

保土ヶ谷福祉保健センター�

旭福祉保健センター�

磯子福祉保健センター�

金沢福祉保健センター�

港北福祉保健センター�

緑福祉保健センター�

青葉福祉保健センター�

都筑福祉保健センター�

戸塚福祉保健センター�

０４５－５１０－１８４８�

０４５－４１１－７１５６�

０４５－３２０－８４５０�

０４５－２２４－８１６６�

０４５－７４３－８２４７�

０４５－８４７－８４４６�

０４５－３３４－６３４９�

０４５－９５４－６１４５�

０４５－７５０－２４５５�

０４５－７８８－７８４８�

０４５－５４０－２３７７�

０４５－９３０－２４３４�

０４５－９７８－２４５３�

０４５－９４８－２３４８�

０４５－８６６－８４６５�

名　称�  電話番号�

栄福祉保健センター�

泉福祉保健センター�

瀬谷福祉保健センター�

川崎保健福祉センター�

幸保健福祉センター�

中原保健福祉センター�

高津保健福祉センター�

宮前保健福祉センター�

多摩保健福祉センター�

麻生保健福祉センター�

横須賀市保健所�

相模原市保健所�

藤沢市保健所�

平塚保健福祉事務所�

鎌倉保健福祉事務所�

０４５－８９４－８４０５�

０４５－８００－２４４６�

０４５－３６７－５７５５�

０４４－２０１－３２１３�

０４４－５５６－６６５４�

０４４－７４４－３２９７�

０４４－８６１－３３０９�

０４４－８５６－３２６２�

０４４－９３５－３２９９�

０４４－９６５－５１５９�

０４６－８２２－４３３６�

０４２－７６９－８２６０�

０４６６－５０－３５９３�

０４６３－３２－０１３０（代）�

０４６７－２４－３９００（代）�

名　称�  電話番号�

小田原保健福祉事務所�

茅ヶ崎保健福祉事務所�

三崎保健福祉事務所�

秦野保健福祉事務所�

厚木保健福祉事務所�

大和保健福祉事務所�

足柄上保健福祉事務所�

神奈川県精神保健福祉センター�

横浜市こころの健康相談センター�

�

�

�

川崎市精神保健福祉センター�

県立かながわ女性センター 

０４６５－３２－８０００（代）�

０４６７－８５－１１７１（代）�

０４６－８８２－６８１１（代）�

０４６３－８２－１４２８（代）�

０４６－２２４－１１１１（代）�

０４６－２６１－２９４８（代）�

０４６５－８３－５１１１（代）�

０４５－８２１－６０６０�

０４５－４７６－５５５７�

�

�

�

０４４－２４６－６７４２�

０４６６－２７－６０００�

（平日１７～２２時�
土日祝日�
８時４５分～２２時）�
※受付は２１時３０分まで�



１２２�

仕事のうえで事故等にあったら（労働者災害補償保険）�

労働者災害補償保険�
　労働基準法では、労働者が仕事による負傷及び疾病にかかったときに
は、事業主が療養費を負担したり、休業補償をしたりすることを義務づ
けています。しかし、大きな事故などが起った場合、事業主だけでは十
分な補償ができないおそれもあり､「労働者災害補償保険法」が制定さ
れています。�
　労働者災害補償保険法は、労働者（アルバイト、パート等名称の如何
を問わない）を使用する全ての事業に強制的に適用されるもので（ただ
し、個人経営の農林水産業の一部、国の直営事業等は除く）、保険料に
ついては事業主が全額負担しなければなりません。�
　労災保険の目的は、業務災害（業務上の事由による負傷、疾病、障害
又は死亡）又は通勤災害（通勤による負傷、疾病、障害、又は死亡）を
被った労働者、その遺族に対し、必要な保険給付を行うものです。�
　事業主は、労働者が就業中または事業場内における負傷、急性中毒等
により死亡、休業した場合、管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報
告」を提出しなければなりません。明らかに労災であるにもかかわら
ず、報告を怠っていた場合には、「労災かくし」として厳正な処分がさ
れます。�
　また、労災保険給付等の請求にあたって、災害発生の日時や災害の原
因、発生状況等の証明を行うなど、事業主には申請手続への協力義務が
課せられています。�
　労災保険の適用となるかどうかの判断は、事業所の所在地を管轄する
労働基準監督署（１４４ページ参照）が行いますので、手続の方法等ご相
談ください。�

１２３�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

労働者災害補償保険の給付内容�

給付の内容�

（平成２０年４月現在）�

給付の種類�

療養補償給付（業務災害）�
（療養の給付）�
療養給付（通勤災害）�
（療養の給付）�
療養補償給付（業務災害）�
（療養の費用）�
療養給付（通勤災害）�
（療養の費用）�

休業補償給付（業務災害）�

休業給付（通勤災害）�

傷病補償年金（業務災害）�

傷病年金（通勤災害）�

障害補償給付（業務災害）�
（年金又は一時金）�

障害給付（通勤災害）�
（年金又は一時金）�

遺族補償給付（業務災害）�
（年金）�
遺族給付（通勤災害）�
（年金）�
遺族補償給付（業務災害）�
（一時金）�
遺族給付（通勤災害）�
（一時金）�
葬祭料（業務災害）�

葬祭給付（通勤災害）�
�

介護補償給付（業務災害）�
�
介護給付（通勤災害）�

健保の範囲で診療が
受けられる（窓口での
一部負担金なし）�
�

政府が必要と認めるも
のに限る�
�

休業の第４日目から１日
について給付基礎日額
の60％�
�
１年間に給付基礎日額の�
１級　３１３日分�
２級　２７７日分�
３級　２４５日分�
（年金）１年間に給付基
礎日額の１級 ３１３日分～�
７級 １３１日分�
（一時金）一時金で８級�
５０３日分～１４級 ５６日分�
�
１年間に給付基礎日額の�
１５３日分～２４５日分�
�

一時金で給付基礎日額の�
１,０００日分�
�
給付基礎日額の３０日分＋�
３１５,０００円�
又は給付基礎日額の６０日分�
�

介護の常況で�
常時介護は１０４,９６０円�
随時介護は５２,４８０円�
を上限�

こんなとき�
特別支給金（社会復帰促進等事業）�

定率定額支給� 特別給与（賞与）がある場合�
給付の内容�

傷
病
に
か
か
っ
た
と
き�

○労災指定病院（診療
所）にかかったとき�

○非指定の病院（診療
所）にかかったとき�

○看護・移送を要した
とき�

○傷病の療養のため休
業し、賃金を受けな
いとき�

○療養開始後１年６ヵ
月で治ゆせず傷病等
級に該当するとき�

○治ゆしたときに障害等級
表に定める身体障害が残
ったとき�

○障害（補償）年金又は傷病（補
償）年金の第１級の者又は第
２級の者（精神・神経障害及
び胸腹部臓器障害者の者に
限る。）であって、常時又は随
時介護を要するとき�

○死亡したとき�

休業の第４日目から１
日について給付基礎日
額の２０％�

１級　１１４万円�
２級　１０７万円�
３級　１００万円� 算

定

基

礎

日

額

の

�

１級　３４２万円～�
14級　　８万円�
（傷病特別支給金分は減
額される）�

３００万円�

１年間に�
１級　３１３日分�
２級　２７７日分�
３級　２４５日分�
１年間に�
１級　３１３日分～�
７級　１３１日分�
一時金で�
８級　５０３日分～�
14級　５６日分�

１年間に�
１５3日分～２４５日分�

※�

各給付請求の請求権は療養（補償）給付、休
業（補償）給付、葬祭料、葬祭給付、介護（補
償）給付は２年、障害・遺族（補償）給付は
５年で時効が完成します。�

※労働者の死亡の当時、遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者がいないとき……算定基礎日額の1,000日分�



１２４�

失業したときは（雇用保険）�

雇用保険�
　雇用保険は、労働者が失業した場合に、必要な給付を行うことにより
再就職するまでの間の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にす
るなどその就職を促進すること、労働者の職業の安定に資するため、失
業の予防、雇用機会の増大、職業能力の開発向上を図ることなどを目的
とした保険です。�
　雇用保険はすべての事業を適用対象としていますので、１人でも労働
者を雇用した場合、事業主は雇用保険に加入しなければなりません。た
だし、農林・畜産・水産・養蚕業のうち労働者５人未満の個人経営の事
業は強制適用から除かれますが、雇用する労働者の１／２以上の人が加
入を希望するときは、任意加入の申請を行い、認可された場合は加入を
希望しない労働者も含めて加入することとなります。�
　適用事業所に雇用されている労働者は原則としてすべて被保険者とな
り、例外として家事使用人、４か月以内の期間を定めて雇用される季節
労働者等は除かれます。パートタイム労働者でも、①週２０時間以上の所
定労働時間で、②６か月以上の雇用が見込まれる場合には、被保険者に

なります（アンダーラインは適用基準の見直しに伴い、平成２１年４月

１日より適用）。 �
　また、再就職までの生活保障をする趣旨の失業給付を受給する場合、
職業生活から引退した後の生活保障を行う６５歳前の特別支給の老齢厚
生年金等は併給されないこととなっています。�
　詳しいことは、お近くの公共職業安定所（１４４ページ参照）に相談し
てください。（※年金については社会保険事務所に相談してください。） 

１２５�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

雇用保険の給付内容�
（平成２１年３月３１日現在）�

※制度等の改正により内容が変更になる場合があります。�

給付の事由� 給　　　付　　　内　　　容�

次のいずれにも
該当する人�
・離職の日以前
２年間に被保
険者期間が   
１２カ月以上�
（倒産・解雇
等による離職
者、有期労働
契約が更新さ
れなかったこと
による離職者
等については、
離職の日以前
１年間に被保
険者期間が６
カ月以上でも
可）�

�
・再就職の意思
と働ける状態
にある人�
�
・公共職業安定
所に求職の申
し込みをするこ
と�

・基本手当日額�

＊ただし、年齢別上限額は次のとおりです�

・受給期間／原則として離職日の翌日から起算して１年�
・給付日数�
①一般受給資格者（自己都合、定年退職等による離職者）�

②特定受給資格者（倒産、解雇等による離職者）�

１　給付日数の充実�
　有期労働契約が更新されなかったことによる離職者も特定受給資格者とみ
なして、基本手当が支給されます。�

給付の種類�

求

職

者

給

付

�

基本手当�

賃　金　日　額� 給付率� 基本手当日額�

離職の日前に６カ月に支払われた
賃金総額を１８０日で除して得た額�

４５％�
～�
８０％�

賃金日額×給付率�

年齢区分� 賃金日額上限額� 基本手当日額上限額�

　　～２９歳�
３０歳～４４歳�
４５歳～５９歳�
６０歳～６４歳�

１２,６６０円�
１４,０６０円�
１５,４６０円�
１４,９８０円�

６,3３０円�
７,０３０円�
７,７３０円�
６,７４１円�

１８０日�
２１０日�
２４０日�
２７０日�
２１０日�

１０年以上�
２０年未満�

－�
２４０日�
２７０日�
３３０日�
２４０日�

２０年以上�

１２０日�
�

１８０日�

２４０日�
１８０日�

５年以上�
１０年未満�

�
0９０日�
�

１８０日�
１５０日�

１年以上�
５年未満�

�
�

９０日�
�

１年未満�

３０歳未満�
３０歳以上３５歳未満�
３５歳以上４５歳未満�
４５歳以上６０歳未満�
６０歳以上６５歳未満�

被保険者期間�
離職時等の年齢�

１５０日�

２０年以上�

１２０日�

１０年以上�
２０年未満�

９０日�

１０年未満�

６５歳未満�

被保険者期間�
離職時等の年齢�

※雇用保険法等の一部改正により、３年間の暫定措置が設けられました。�
�次の１及び２　　　　　　　　　　　　　　　（平成２１年３月３１日施行）�



１２６�

失業したときは（雇用保険）� １０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

１２７�

給付の事由� 給　　　付　　　内　　　容�

　公共職業安定所
長の指示により公
共職業訓練等を受
ける場合�

①公共職業訓練等を受けた日で、基本手当の支給の対象となる
日に対し日額７００円の受講手当を支給〔「７００円」は暫定措置〕�
②受給資格者の住所または居所から公共職業訓練等を行う施
設へ通所のため交通機関、自動車等を利用する場合、最高 
４２,５００円の通所手当を支給�

給付の種類�

求

職

者

給

付

�

�
技能習得�
手　　当�

�
�
�
�
�
�
�

基本手当�

　公共職業安定所
長の指示により公
共職業訓練等を受
けるため家族と別
居する場合�

�
月額１０,７００円を支給�
（寄宿していない日等支給対象とならない日がある月につい
ては日割りにより減額支給）�

�
�

寄宿手当�

　受給資格決定
後、１５日以上引
き続いて疾病、ま
たは負傷のために
職業に就くことが
できない場合�

�
　基本手当の日額と同額を支給�
　支給日数は所定給付日数から既に基本手当等を支給した日
数を差し引いた日数が限度�

�
�

傷病手当�

給付の事由� 給　　　付　　　内　　　容�

�
　一時的な就労をした場合（支給
残日数等の条件は再就職手当と同様。
ただし、就労先が、離職前の事業
主および関連事業主である場合には、
支給されません。）�

就業手当の支給額�
就労日数×０.３×基本手当日額�
（就業手当を支給した日については、基本
手当を支給したものとみなします）�

基本手当日額が５,８７５円（６０歳以上６５歳未満
の方は４,７３８円）を超える場合は、この金額
が上限となります。�

給付の種類�

就

職

促

進

給

付

�

�
�
�

就業手当�

�
�
　身心障害者など就職が困難な人
が待期期間、または給付制限期間
が経過し基本手当を受給中に安定
所等の紹介で安定した職業（雇用
保険の被保険者資格を有すること）
についた場合�
　ただし、新しい仕事の雇用期間
が１年以上であることが確実であ
ること等の条件があります。�

�
�
�
�
�
�

常用就職�
支度手当�

　公共職業安定所の紹介した職業に
つくため、または公共職業安定所長の
指示した公共職業訓練等を受けるた
め移転しなければならない場合�

常用就職支度手当の支給額�
①支給残日数が９０日以上の場合は�
　３６日（※３）×基本手当日額�
②支給残日数が４５日以上９０日未満の場合�
　支給残日数×０.４（※４）×基本手当日額�
③支給残日数が４５日未満の場合�
　１８日（※５）×基本手当日額 ※円未満は切り捨て�
　ただし、所定給付日数が２７０日以上の場�
　合は３６日（※６）×基本手当日額となります。�

基本手当日額が５,８７５円（６０歳以上６５歳未満
の方は４,７３８円）を超える場合は、この金額
が上限となります。�

※３～※６は暫定措置�

�
鉄道費・船費・車賃・移転料・着後手当を支
給�

�
移 転 費 �

２　給付日数の延長�
　解雇、倒産等により離職した特定受給資格者もしくは有期労働契約が更新さ
れなかったことによる離職者のうち、次の①～③のいずれかに該当する人で、一定
の要件を満たした場合は、給付日数が延長されます（延長日数は６０日または３０日）。�
①受給資格に係る離職日において４５歳未満の求職者�
②雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の求職者�
③公共職業安定所長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると
　認めた者�

③就職困難者（身体障害者等）�
�
�
�
�
�
�
＊６５歳以上で離職した人に対しては基本手当でなく後述の高年齢求職者給付金
を支給�

＊延長給付として公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける期間に
ついては所定給付日数を超えた基本手当の支給�

３００日�
３６０日�

１年以上�

１５０日�

１年未満�

４５歳未満�
４５歳以上６５歳未満�

被保険者期間�
離職時等の年齢�

　所定給付日数の３分の１以上（※１）
を残して安定した職業についた場
合�
　ただし、過去３年以内に再就職
手当・常用就職支度手当（金）の
支給を受けたことがある場合また
は再就職先が、離職前の事業主お
よび関連事業主である場合には支
給されません。�

再就職手当の支給額（※２）�
・支給残日数が１／３以上�
　支給残日数×０.４×基本手当日額�
・支給残日数が２／３以上�
　支給残日数×０.５×基本手当日額�

基本手当日額が５,８７５円（６０歳以上６５歳未満
の方は４,７３８円）を超える場合は、この金額
が上限となります。�

※１ 受給要件、※２ 支給額は暫定措置�

�
�
�
�

再 就 職 �
手　　当�



１２8

失業したときは（雇用保険）� １０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

１２9

給付の事由� 給　　　付　　　内　　　容�

65歳に達した日以降の日に
おいても引き続き雇用され
ている人（高年齢継続被保
険者）が失業した場合、被
保険者期間に応じた日数分
の基本手当日額に相当する
額�

給付の種類�

高年齢求職者�
給　　　　付�

�

季節労働者等短期雇用特例
被保険者が失業した場合�

特例一時金�

日雇労働被保険者が失業し
た場合�

基本手当日額の４０日分に相当する額�
〔※この「４０日分」という措置は暫定的
なものであり、いずれ「３０日分」になり
ます。〕�

納付した印紙保険料に応じて３段階に分れ�
　第１級　　７,５００円�
　第２級　　６,２００円�
　第３級　　４,１００円�
支給日数は印紙貼付枚数に応じ13日から�
１7日分の支給�

日雇求職者�
給　　　付�

被保険者�
期　　間�

１年未満� １年以上�

高年齢�
求職者�
給付金�

３０日分� ５０日分�

支給開始時期と支給期間（一般的な場合）�

＜給付制限がない場合＞�

離
職
の
日�

３／３１�

離
職
の
翌
日�

４／１�

待
期
満
了
の
日�

４／１４�

待
期
満
了
の
翌
日�

４／１５�

失
業
認
定
日
の
前
日�

５／５�

第
１
回
失
業
認
定
日�

５／６�

失
業
認
定
日
の
前
日�

６／２�

第
２
回
失
業
認
定
日�

６／３�

受
給
資
格
決
定
日�

求
職
申
込
み
の
日�

４／８�

分
の
振
込�

５／１１頃�

４／１５�
～５／５�

支給対象�

受給期間（原則として１年間）�
認定・支給の対象となりうる期間�

３週間�７日間�

待期期間�

支給対象� ～�

～�

４週間�

＜給付制限がある場合＞�

離
職
の
日�

３／３１�

離
職
の
翌
日�

４／１�

待
期
満
了
の
日�

４／１４�

待
期
満
了
の
翌
日�

４／１５�

第
１
回
失
業
認
定
日�

５／６�
給
付
制
限
期
間
の
満
了
日�

７／１４�
給
付
制
限
期
間
満
了
日
の
翌
日�

７／１５�

失
業
認
定
日
の
前
日�

７／２８�

第
２
回
失
業
認
定
日�

７／２９�

受
給
資
格
決
定
日�

求
職
申
込
み
の
日�

４／８�

分
の
振
込�

８／３頃�

７／１５�
～７／２８�

受給期間（原則として１年間）�
認定・支給の対象となりうる期間�

３カ月間（４／１５～７／１４）�７日間�

待期期間� 給付制限期間�

支給対象� ～�支給対象�
４週間�

※日付は目安です。また、手続きは変更になることがあります。�

就

職

促

進

給

付

�

　受給資格者が公共職業安
定所の紹介により広範囲に
わたる求職活動をする場合�

　雇用保険の一般被保険者
期間が通算して３年以上で
ある（あった）人で（離職後１年
以内に）厚生労働大臣指定の
教育訓練講座を受講し修了
した場合〔※初回に限り、
被保険者期間１年以上で受
給可能（暫定措置）〕�

教育訓練�
給　　付�

鉄道費・船費・車賃・宿泊料を支給�

�
�
�
被保険者期間３年以上本人が教育訓練施設
に支払った経費の２０％（上限１０万円）を
支給�

広域求職�
活 動 費 �



１３０�

病気やケガをしたときは（健康保険）�

健康保険�

　労働者やその家族が病気やケガをした場合、必要な医療給付や手当金

などを支給する制度として健康保険制度があります。すべての法人の事

業所及び従業員が５人以上の個人事業所（サービス業等を除く）は、必

ずこの保険に加入しなければなりません。なお、サービス業等の個人事

業所でも、事業主が従業員の１／２以上の同意を得て、申請し、認可を

受ければ加入できます。�

　パートタイム労働者の場合も労働日数や労働時間が一般の被保険者の

おおむね３／４以上の場合には適用されます。また、自由業や農業、会

社を辞めたときなど、この健康保険の適用を受けられない場合は、市町

村が運営する国民健康保険に加入することになっています。�

　保険給付の事務は健康保険組合で行われる場合を除き、全国健康保険

協会で取扱っていますので、詳しくは全国健康保険協会（神奈川支部は

１４８ページ参照）に問い合わせてください。�

１３１�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

健康保険の給付内容�

（平成２１年４月現在）�

給付の事由� 給　　　付　　　内　　　容�

　被保険者や扶養家族が負傷し
たり病気になった場合�
＊ただし、次のような場合は病気とはみ
なされず保険診療は受けられません。�
①　単なる疲労、けん怠�
②　美容整形、近眼の手術�
③　正常な妊娠出産�
④　健康診断�
⑤　予防注射�

　被保険者、被扶養者共に７割（３割は自己負担、
ただし70歳以上の者については１割（現役並み所得
者は３割）３歳未満の者については２割）�
　自己負担の限度額は被保険者、被扶養者とも月�
｛８０,１００＋（医療費－２６７,０００）×１％｝円｡上位
所得者（標準報酬月額が５３万円以上の者）について
は｛１５０,０００＋（医療費－500,000）×１％｝円で
それを超えると高額療養費の給付。�
　また、世帯合算、多数該当世帯等負担の軽減�

給付の種類�

療養の給付�

　居宅において、継続して療養を
受ける状態にある者がかかりつけ
の医師の指示に基づいて訪問看
護事業者の看護師等による訪問
看護サービスの提供を受けたとき�

�
�
被保険者は看護費用の３割�
被扶養者は看護費用の３割を負担�

訪問看護�
　　　療養費�
�
家族訪問�
看護療養費�

被保険者、被扶養者が保険医
療機関で入院に伴う食事（療
養）を受けたとき�

標準負担額を差し引いた額※�
※標準負担額、被保険者、被扶養者とも一般区分で
　１食当たり２６０円の負担額を支払う。�

入院時�
食事療養費�

被保険者が療養のため働けな
い日が４日以上になりその間
賃金が支払われない場合�

　４日目以降、１日につき標準報酬日額の─、支給
期間は支給を開始した日から１年６か月�

傷病手当金�

　妊娠４か月（８５日）以上の
分娩によって労務に服さず、
賃金が得られないとき�

　１日につき標準報酬日額の─、給付期間は、分娩日（分
娩が予定日よりおくれた場合は分娩予定日）以前４２日か
ら分娩日後５６日までの期間で労務に服さなかった期間�

出産手当金�

　被保険者や扶養家族が死亡
した場合�

　被保険者、被扶養者共に一律５万円（死産児につ
いては支給されません）�

埋葬料（費）�
家族埋葬料�

　被保険者や被扶養者が出産
した場合�
（妊娠４か月以上の分娩につ
いて支給）�

分娩１児につき　３５０,０００円�
ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等
において出産したとき、分娩１児につき３８０,０００円
（平成２１年１月から）�

出産育児�
一時金�

家族出産�
　育児一時金�

２
３�

２
３�

（注）標準報酬日額、標準報酬月額とは、毎年７月１日を基準として過去３カ月間に支払われた賃金の１カ月当り平均�
　　　額に基づいて計算される平均日収、または平均月収をいう。�

〔　　　　　　　　　　〕�



１３２�

老後の生活のために（厚生年金保険）�

厚生年金保険（１３３、１３４ページ参照）�

　厚生年金保険は、会社、工場、商店などで働く労働者が加入する年金

制度で、労働者の老後の生活の保障をすることが主な目的ですが、ケガ

や病気で働けなくなった人たちの生活や、労働者が死亡した場合の遺族

の生活を保障する役割も果しています。すべての法人の事業所及び従業

員が５人以上の個人事業所（サービス業等を除く）は、必ずこの保険に

加入しなければなりません。なお、サービス業等の個人事業所でも、事

業主が従業員の１／２以上の同意を得て、申請し、認可を受ければ加入

できます。パートタイム労働者の取扱いは健康保険と同様です。　�

　２０歳以上６０歳未満でこの保険に加入できない人は、国民年金に加入

することになっています。�

　保険給付に関する事務は、社会保険事務所で取り扱っていますので、

詳しくは事業所の所在地を管轄する社会保険事務所（１４６ページ参照）

に問い合わせてください。�

１３３�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

年金保険の主な給付内容�

（平成２１年３月３１日現在）�

支 給 要 件 � 給　　　付　　　内　　　容�

老齢基礎年金は満額で年額７９２,１００円（平成２０年度の額）�

給付の種類�

老

齢

基

礎

年

金

・

老

齢

厚

生

年

金
�

　�
�
　原則として、受給資格
期間（加入期間等）が２５
年以上ある人が、６５歳に
なったとき�

　老齢基礎年金の受給資
格期間を満たし、かつ、
１年以上厚生年金保険の
被保険者期間を有してい
るときに支給�
　なお､在職中の場合､年
金月額及び標準報酬月額
により年金額の一部又は
全部が支給停止となる。
また、失業給付受給中の
場合、年金は全部が停止
になる。（平成１０年４月
より）�

�
�
�
�

　厚生年金保険の被保険
者期間が１か月以上あり、
老齢基礎年金の受給権を
取得したときに老齢基礎
年金に上積み支給�

老
齢
基
礎
年
金�

老

齢

厚

生

年

金
�

６０
歳
か
ら
６５
歳
ま
で
の
間
の
支
給�

６５
歳
か
ら
の
支
給�

※制度等の改正により内容が変更になる場合があります。�

老齢基礎
年 金 額 �

保険料�
納付済�
月　数�

全額免除�
月　数�
×�
１/３�

４分の１�
納付月数�
×�
１/２�

２分の１�
納付月数�
×�
２/３�

４分の３�
納付月数�
×�
５/６�

＋� ＋� ＋� ＋�

４０年（加入可能年数)×１２月�

７９２,１００�
円� ×�

報酬比例年金額＋定額年金額＋加給年金額�

※平成18年度のスライド率をかけた金額�

報酬比例�
年 金 額 �

①総報酬制導入前の期間分の年金額と②総報
酬制導入後の期間分の年金額を合計した額�
（１３４ページ下参照）�

定 額 �
年 金 額 �

　　　　　　　　 　生年月日による乗率　　厚生年金の�
１,６７６円× １.８７５　× 被 保 険 者　×

   ０.９８５�

　　　　～１.０００　　 期 間 月 数 　　
（スライド率）�

加 　 給 �
年 金 額 �

　　配　偶　者　　　　　年額　※２２７,９００円�
１人目、２人目の子供　　年額　※２２７,９００円�
３人目以降の子供　　　　年額　※ ７５,９００円�

報酬比例年金額＋加給年金額＋経過的加算�

�

�

�

�

※平成１８年度のスライド率をかけた金額�
＊加給年金額は原則として配偶者が６５歳になったとき振
替加算に移行�

報酬比例�
年 金 額 �

①総報酬制導入前の期間分の年金額と②総報
酬制導入後の期間分の年金額を合計した額�
（１３４ページ下参照）�

加 　 給 �
年 金 額 �

　　配　偶　者　　　　　年額　※２２７,９００円�
１人目、２人目の子供　　年額　※２２７,９００円�
３人目以降の子供　　　　年額　※ ７５,９００円�



１３４�

老後の生活のために（厚生年金保険）�

１３５�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 貸付制度等�

支 給 要 件 �

一定の保険料納付要件を満たした被保険者が、１級又は２級の障害に該
当するとき�

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている厚生年金被保険者が、１
～３級の障害に該当するとき�

一定の保険料納付要件を満たした被保険者等が死亡したときに、その人
に生計を維持されていた一定範囲の遺族に支給される�

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている厚生年金被保険者が、３
級に至らない一定の障害の状態に該当したとき�

遺族基礎年金の受給要件を満たしている厚生年金被保険者等が死亡した
ときに、その人に生計を維持されていた一定範囲の遺族（基礎年金より
広い)に支給される�

給付の種類�

障
害
厚
生
年
金
　�

障
害
基
礎
年
金
・�

基
礎
年
金

障
　
　
害�

遺
族
厚
生
年
金
　�

遺
族
基
礎
年
金
・�

基
礎
年
金

遺
　
　
族�

厚
生
年
金

障
　
　
害�

厚
生
年
金

遺
　
　
族�

障害手当金�
（一時金）�

＊給付の内容については、社会保険事務所（１４６ページ参照）へお問い合わせください。�
�
◆平成１５年４月から賞与（ボーナス）を含めた「総報酬制」が導入され、報酬比例部�
　分の給付乗率が次のとおり調整されます。�

の
年
金
額�

報
酬
比
例
部
分�

＝�

｛ 平均標準報酬月額 ×（─ ～─ ）× 平成１５年３月までの被保険者期間の月数 ＋�
平均標準報酬額×（─ ～─ ）× 平成１５年４月以後の被保険者期間の月数 ｝�
× スライド率（1.031×0.985）�

１０�
１０００�

７.５�
１０００�

７.６９２�
１０００�

５.７６９�
１０００�

※平均標準報酬額：平成１５年４月以後の厚生年金被保険者期間中の各月の「標準
　　　　　　　　　報酬月額」と「標準賞与額」を平成６年の年金改正の際の再
　　　　　　　　　評価率で再評価し、その総額を平成１５年４月以後の厚生年金
　　　　　　　　　被保険者月数で除した額�
（注）年金額の物価スライドが実施された場合はスライド率を乗じます。�

個人を対象とした給付金�

�

＊60歳時点に比べて賃金が低下する方へ� ●問合せ先　事業所管轄の公共職業安定所�

（平成２１年４月現在）�
※制度等の改正により内容が変更になる場合があります。�

制度名�

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
金�

内　　　　　　　　　　　　容�

○高年齢雇用継続基本給付金�
　６０歳以上６５歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が５年以上あり、６０
歳以降失業等給付を受給することなく、６０歳到達時みなし賃金月額に比べて７５％未満の賃金で
就労している方に給付します。�
○高年齢再就職給付金�
　６０歳以上６５歳未満で、再雇用される直前の離職時において、雇用保険の一般被保険者であっ
た期間が５年以上あり、かつ、求職者給付の基本手当の支給残日数が１００日以上あり､基本手当
に係る賃金日額の３０日分の額に比べて７５％未満の賃金で就労している方に給付します。�
　�

�

【支給額】支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の６１％以下である場合は、その賃
金の額の１５％を支給。また、６１％を超えて７５％未満である場合、支給額は低下率に応じて１５％
から一定の割合で減少する。�

�

＊家族を介護するために休業しようと考えている方へ� ●問合せ先　事業所管轄の公共職業安定所�

制度名�

介
護
休
業�

給

付

金

�

内　　　　　　　　　　　　容�

　家族を介護するために休業する雇用保険の一般被保険者の方に支給します。�

休業開始時の賃金日額×支給日数×４０％（支給日数とは、休業終了日の属する支給対象期間は当該支
給対象期間の日数、それ以外は３０日です。）同一家族の同一の要介護状態については、３ヵ月を限度に
一回のみ支給、同一家族の異なる要介護状態については、９３日間を限度に複数回の支給が可能です。�

�

＊育児をするために休業しようと考えている方へ� ●問合せ先　事業所管轄の公共職業安定所�

制度名�

育
児
休
業�

給

付

金

�

内　　　　　　　　　　　　容�

　１歳未満（一定の要件を満たす場合は１歳６ヵ月未満）の子を養育するため育児休業する雇
用保険の一般被保険者の方に支給します。�

育児休業開始時の賃金日額×支給日数×３０％（支給日数とは、休業終了日の属
する支給対象期間は当該支給対象期間の日数、それ以外の期間は３０日です。）�
育児休業開始時の賃金日額×育児休業基本給付金の支給合計日数×２０％�

①育児休業基本給付金��
②育児休業者職場復帰給付金�

※平成２２年４月１日から①②の給付金が統合され、全額が育児休業期間中に支給されます。（統合後の給付率５０％は暫定措置）�

＊ビジネスキャリアアップを図ろうとする方へ�

制度名�
教
育
訓
練�

給

付

金

�
内　　　　　　　　　　　　容�

　厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した雇用保険被保険者（被保険者期間３年
以上、初回に限り被保険者期間１年以上）の方に支給します。�
詳しくは１２８ページをご覧下さい。�

※対象とならない場合や支給額が異なる場合などありますので、詳細については、公共職業安定所（１４４ページ参照）�
　にお問い合わせの上ご確認下さい。�



１３６�

貸付制度等�

１３７�

１０　安全衛生、労災補償、社会保険等 

労働者貸付制度�

（平成２１年４月）�

（注）貸付利率等は変わることがありますので問い合わせて下さい。�

貸付対象� 限度額� 貸付期間（返済方法）� 利　率（年率）�制度名�

労
働
者
生
活
資
金
貸
付
金�

申込先�

①賃金が遅配欠配している人の生活資金�

②災害等の被害者の財産補修・購入資金�

③労働債権確保のための仮差押えの供託金�

④解雇等の失業者で求職中の人の生活資金�

※④については平成２２年３月３１日まで緊急的
な緩和措置を行っています。内容については、
雇用労政課両立支援班（TEL 045-210-5746）
までお問い合わせください。�

年収８００万円以下の労働者のための�

①冠婚葬祭費、②医療費、③本人の学習資金�

①３歳に満たない子を養育するために育児休業

を取得し、休業後就業が確かな方の生活資金�

②要介護者を介護するため介護休業を取得し、

休業後就業が確かな方の生活資金�

③年収８００万円以下の労働者の、子供の養育費、

入学資金及び授業料�

④年収８００万円以下の労働者の介護費�

⑤出産・育児のために退職した女性の再就職の

ための資格取得等にかかる資金�

�

①②③５０万円�

④　　５０万円�

（④については、�

教育費等を合わせて�

借り入れる場合は�

１００万円まで）�

１０年以内�

（元利均等割賦返済､�

ボーナス併用可）�

中央労働金庫　　�

神奈川県内各支店�

２.２％�

（別途保証料０.７％が必要）�

２００万円�

①②⑤１００万円�

③④　２００万円�

①②③④　０.７％�

（連帯保証人１名以上と、　  �

別途保証料①②③は０.７％ ④は０.５％が必要）�

２.２％�

（別途保証料０.７％が必要）�

①②　０.７％�

③④　１.８％�

⑤　　２.０％�

（別途保証料０.７％が必要�

⑤は保証料に加えて�

連帯保証人１名以上必要）�

応 急 生 活 �

対 策 資 金 �

従 業 員 福 祉 �

対 策 資 金 �

労 働 者 住 宅 �

資 金 貸 付 金 �

県内に１年以上在住又は在勤（同一事業所に勤続１

年以上）、年収８００万円以下の労働者で、自己の所

有する県内の住宅の増改築資金で省エネ化等に該

当するもの�

※新築・購入資金は新規申込みを休止しています。�

５００万円�

仕 事と家 庭の�

両立支援資金�

（
元
利
均
等
割
賦
返
済
、
ボ
ー
ナ
ス
併
用
可
）�

�

①②③５年以内�

（３ヵ月据置可）�

④１０年以内�

（６ヵ月措置可）�

１０年以内�

①②５年以内�

（据置期間　　�

　１年を含む）�

�

③④⑤１０年以内�

県
内
に
在
住
又
は
在
勤
の
人
を
対
象�



１３８�

労働センター等の事業�

　労働センター等（表紙裏側参照）では、労働基準法や労使関係、労働

組合法など皆さんの身近な問題を理解していただくため、労働相談のほ

か、労働講座を開催したり、ご要望に応じて職員が職場などにもお伺い

して説明いたします。�

　また、主に中小企業を対象とした共済制度や、労働者の福祉増進のた

め、助成援助に関する相談にも応じています。�

●労働相談（１４０ページ参照）「労働相談コーナー」などで実施�
�
●労働環境の改善　　�
　　◆労働環境改善指導　�
�
●労働講座　　�
　　◆労働大学講座　◆短期労働講座　◆職場労働講座�
�
●労働福祉制度　　�
　　◆中小企業退職金共済制度　　�
　　◆労働者生活資金貸付制度　　�
　　◆労働者住宅資金貸付制度　　�
　　◆中小企業勤労者福祉共済事業�

１３９�

１１　労働センター等 

労働センター等の主な資料（労働関係） 

労働センター等の主な事業（労働関係） 

�

２００９労働手帳（本書） �

労働安全衛生ガイドブック（毎年刊）�

かながわの賃金事情  �

労働問題に直面したら　解決のための基礎知識（改訂版）�

若者労働ガイド　�

労働問題対処ノウハウ集（改訂版） �

事業所における男女共同参画推進の手引き（雇用平等推進プログラム・改訂版）�

�

外国人労働相談ノウハウ集 �

労使関係の手引き（改訂版） �

労働かながわ �

就業規則の作り方（改訂版）  �

育児・介護休業　次世代育成支援ガイドブック�

ワーク・ライフ・バランス推進企業事例集�

�

○この他、助成金などのパンフレット、厚生労働省や労働関係団体が作成した資

料も、残部があるものについては配布しています。�

刊行年月日�

平成２１年３月�

２１年３月�

２１年２月�

２１年３月�

２０年９月�

２０年７月�

�

１７年３月�

１８年３月�

 １９年４月�

（年６回刊行）�

 １９年３月�

２０年１０月�

２０年３月�

�



１４０�

労働センター等の事業 

労働相談を受けるには�

　労働相談は、労使間のトラブルが円満に解決され、合理的な労使関係
が確立できるように中立的な立場から問題点を整理し、法律や判例の考
え方を説明したり、その状況にふさわしい具体的な解決方法や解決に至
る道筋を助言するものです。�
　対象となる相談は、労使関係の問題や賃金・労働時間などの労働条
件、解雇、賃金不払い、セクハラなどの労働問題、就業規則の改定な
ど、働くこと、雇うことに関するものです。（なお、求人・求職につい
ては、専門の機関である公共職業安定所にご相談ください。また、ご相
談の内容によっては、より詳しい専門機関をご紹介することもありま
す。）�
　相談窓口では、職員が対応する一般相談のほか、右ページのようにい
くつかの種類に分かれています。また出張労働相談など臨時の相談窓口
については、「県のたより」などを通じて事前に会場や日程を広報して
います。�
　また、相談者や相手方から希望があった場合、労働センター等の判断
に基づき、労使間の自主的な話し合いの仲介等、解決に向けたお手伝い
をさせていただく「あっせん指導」もありますので、これらの相談機会
を積極的に利用してください。�
　なお、相談はすべて無料、秘密厳守、出張労働相談など一部を除き、
電話での相談もお受けします。�

１４１�

１１　労働センター等�

労働相談窓口�

□上記以外にも、臨時相談会として弁護士や社労士などによる「特別労働相談」や「出張労働
相談」を実施していますので、詳しくは各労働センター等へお問い合わせください。�

�

　この他、県内の労働相談を行う機関としては、国の神奈川労働局の総合労

働相談コーナーにおいて、総合労働相談を行っています。（設置場所・問合
せ先１４４ページ参照）�

相談はすべて無料、秘密厳守�

常

設

の

相

談

窓

口

�

●一般労働相談�

●日曜労働相談�

●弁護士労働相談�
　（予約制）�

表紙裏地図参照�

０４５（６３３）６１１０�

０４５（６３３）６１１０�

８：３０～１７：１５�

９：００～１７：００�
（１２：００～１３：００�
を除く）　　　�

１３：００～１６：００�
（労働問題に詳し�
い弁護士が応談）�

横浜：第１･２･３･４�
　　　火曜�

●働く人の�
　メンタルヘルス�
　相談（予約制）�

０４５（６３３）６１１０�
（内線２７０７）�
内線番号をまず�
告げてください�

１３：３０～１６：３０�
（面接相談のみ、医師
やカウンセラーが応談）�

横浜：毎火曜�

●ワーキングマザー�
　両立応援�
　カウンセリング�
　（予約制）�

０４５（６３３）６１１０�
（内線２７０７）�

０４４（８３３）３１４１�
（内線４１５）�

内線番号をまず告げてください�

１６：００～１９：００�
土曜は１３：００～１６：００�

（女性カウンセラーが応談）�

横浜：第２・４木曜�
（祝日の場合は前日の水曜）�
川崎：火曜または土曜�

（一時保育あり、要予約）�

●外国人�
　労働相談�
�
　中　国　語�
　スペイン語�
　�
　ポルトガル語�

�
�
�

０４５（６６２）１１０３�
０４５（６６２）１１６６�
０４６（２２１）７９９４�
０４６（２２１）７９９４�

�
�
�

１３：００～１６：００�
（各言語の通訳と�
大学教員などの専�
門相談員が応談）�

横浜：横浜労働センター�
県央：県央地域県政総合�
　　　センター労働課�
横浜：毎金曜�
横浜：毎水曜�
県央：毎木曜�
県央：毎月曜�

●労働保険・�
社会保険相談�

０４５（６３３）６１１０�
１３：００～１６：００�

（社会保険労務士が
応談）�

横浜：第１・２・４�
　　　月曜�

横浜：毎日曜�
　　　（特定日を除く）�

全労働センター等�
月～金（祝日を除く）�

（�

※� ※�



１４２� １４３�

１１　労働センター等�

神奈川労働局（ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋａｎａ－ｒｏｕ．ｇｏ．ｊｐ）�あなたの事業所にも�

企業内福祉推進者を�

企業内福祉推進者とは�

労働センター等の事業� 労働関係行政機関等�

◇従業員が生き生きと働ける職場づくり�
◇従業員の生涯生活設計等のサポートを企業の中で率先して推進する人をいいます。�

企業内福祉推進者の役割�
◇快適な職場環境づくり　　　　　　　　　◇従業員の生活支援�
◇従業員の健康づくり　　　　　　　　　　◇従業員の余暇活動の充実�
◇従業員の資産形成　　　　　　　　　　　◇従業員の生涯生活設計支援�

企業内福祉推進者を置くメリット�
◇企業内福祉の推進に役立つ国や県の最新情報、資料の提供が受けられます。�
〈ご提供する資料の例〉　�
　・育児・介護休業　次世代育成支援ガイドブック�
　・メンタルヘルス相談の案内　・労働講座等の案内　�
　・県の貸付金の案内　　　　　・保養所の案内　　�
◇講座、研修会を通し、企業間の連携・親睦が図れます。�
◇勤労青少年の福祉に関する催しもの、研修会などをお知らせします。�
◇優良勤労青少年の県知事表彰に、事業所の勤労青少年を推薦できます。�

企業内福祉推進者として選任する方�
◇人事・労務、福利厚生などを担当されている方�
◇製造部門・営業部門の責任者の方�
問合わせ先は�
◇所管の各労働センター等へどうぞ。（各労働センター等の連絡先は表紙裏）�

費用は一切かかりません�

企業内福祉推進者協議会�
◇県内７地区において、企業内福祉推進者による自主的な協議会が運営されています。�
　「企業内福祉推進者」の選任にあわせて、協議会に加入されることをお勧めします。�
　（要会費。詳しくは、各労働センター等にお問い合わせください。）�

総　務　部� 企　画　室�

労働基準部�

総合労働相談�
総合調整�
労働保険の適用�
保険料の徴収�
年度更新手続�

労働条件�
安全衛生�
労災補償�

雇用対策�
失業給付�
労働者派遣�

男女の雇用機会均等�
育児・介護休業�
パート労働�

雇用均等室�

職業安定部�

総　務　課�

労働保険徴収課�

労働保険適用室�

職業安定課�

監　督　課�

職業対策課�

安　全　課�

需給調整事業課�

労働衛生課�

賃　金　課�

労災補償課�

０４５�
（２１１）７３５７�

０４５�
（２１１）７３５１�

０４５�
（６５０）２８０２�

０４５�
（２１１）７３８０�

（２１１）７３５０�

（２１１）７３５２�

（２１１）７３５３�

（２１１）７３５４�

（２１１）７３５５�

（６５０）２８０３�

０４５�
（６５０）２８００�

（６５０）２８０１�

（６５０）２８１０�

神

奈

川

労

働

局

�

労
働
基
準
監
督
署�

〒２３１－８４３４�
横浜市中区北仲通５－５７�
横浜第２合同庁舎１３階�
（本庁舎）�

〒２３１－８４３４�
横浜市中区北仲通５－５７�
横浜第２合同庁舎８階�
（本庁舎）�

〒２３１－８４３４�
横浜市中区北仲通５－５７�
横浜第２合同庁舎１３階�
（本庁舎）�

〒２３１－００１５�
横浜市中区�
尾上町５－７７－２�
馬車道ウエストビル�
（分庁舎）�

公
共
職
業
安
定
所�



１４４�

労働関係行政機関等�

１４５�

１１　労働センター等�

神
奈
川
県
内�

●　労働センター等　�

●　労働委員会　�

神奈川県労働委員会�

●　地方裁判所　�

横浜本庁�

川崎支部�

相模原支部�

横須賀支部�

小田原支部�

●　簡易裁判所　�

横浜�

神奈川�

保土ヶ谷�

鎌倉�

藤沢�

川崎�

相模原�

横須賀�

小田原�

平塚�

厚木�

●　労働基準監督署など　�

鶴見�

横浜南�

横浜北�

横浜西�

川崎南�

川崎北�

横須賀�

藤沢�

平塚�

小田原�

相模原�

厚木�

神奈川労働局総合労働相談コーナー�

横浜駅西口総合労働相談コーナー�

労働基準監督署内総合労働相談コーナー　　　　（上記各監督署内にコーナーが設置されています。）　�

●　公共職業安定所など�

横浜�

マザーズハローワーク横浜�

横浜港労働出張所�

労働相談など（表紙裏に一覧があります。）　�

労使紛争の解決、不当労働行為からの救済など�

〒２３１－８５８８　横浜市中区日本大通１�

給料支払、解雇無効の提訴など　�

〒２３１－８５０２　横浜市中区日本大通９�

〒２１０－８５５９　川崎市川崎区富士見１－１－3�

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－１０－１�

〒２３８－８５１０　横須賀市田戸台３�

〒２５０－００１２　小田原市本町１－７－９�

給料支払などの調停申立、提訴など�

〒２３１－００２１　横浜市中区日本大通９�

〒２２１－０８２２　横浜市神奈川区西神奈川1－11－1�

〒２４０－００６２　横浜市保土ヶ谷区岡沢町２３９�

〒２４８－００１４　鎌倉市由比ガ浜２－２３－２２�

〒２５１－００５４　藤沢市朝日町１－８�

〒２１０－８５５９　川崎市川崎区富士見１－１－3�

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－１０－１�

〒２３８－８５１０　横須賀市田戸台３�

〒２５０－００１２　小田原市本町１－７－９�

〒２５４－００４５　平塚市見附町４３－９�

〒２４３－０００３　厚木市寿町３－５－３�

労働基準法違反の申告など�

〒２３０－００５１　横浜市鶴見区鶴見中央２－６－１８　�

〒２３１－０００３　横浜市中区北仲通５－５７　横浜第２合同庁舎９階�

〒２２２－００３３　横浜市港北区新横浜３－２４－６　横浜港北地方合同庁舎�

〒２４７－８５５５　横浜市栄区笠間１－２－４�

〒２１０－００１２　川崎市川崎区宮前町８－２�

〒２１３－０００１　川崎市高津区溝口１－２１－９�

〒２３７－００７２　横須賀市長浦町１－１６０９�

〒２５１－００５４　藤沢市朝日町５－１２　藤沢労働総合庁舎�

〒２５４－００４７　平塚市追分１－１�

〒２５０－０００４　小田原市浜町１－７－１１�

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－１０－１０　相模原地方合同庁舎�

〒２４３－００１４　厚木市旭町２－２－１�

〒２３１－８４３４　横浜市中区北仲通５－５７　横浜第２合同庁舎１３階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１１階�

�

職業相談、職業紹介、失業給付の申請など�

〒２３１－０００５　横浜市中区本町３－３０�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１６階�

〒２３１－０００２　横浜市中区海岸通４－２３�

�

�

０４５（２１０）１１１１�

�

０４５（２０１）９６３１�

０４４（２３３）８１７１�

０４２（７５５）４６８１�

０４６（８２３）１９０５�

０４６５（２２）６１８６�

�

０４５（６６２）６９７１�

０４５（３２１）８０４５�

０４５（３３１）５９９１�

０４６７（２２）２２０２�

０４６６（２２）２６８４�

０４４（２３３）８１７４�

０４２（７５２）２００９�

０４６（８２３）１９０７�

０４６５（２２）６１８６�

０４６３（３１）０５１３�

０４６（２２１）２０１８�

�

０４５（５０１）４９６８�

０４５（２１１）７３７３�

０４５（４７４）１２５１�

０４５（８９２）３１４１�

０４４（２４４）１２７１�

０４４（８２０）３１８１�

０４６（８２３）０８５８�

０４６６（２３）６７５３�

０４６３（３２）４６００�

０４６５（２２）７１５１�

０４２（７５２）２０５１�

０４６（２２８）１３３１�

０４５（２１１）７３５８�

０４５（３１７）７８３０�

�

�

０４５（６６３）８６０９�

０４５（４１０）０３３８�

０４５（２０１）２０３１�

�

�

○労働争議の調整、不当労働行為の審査など�

 �

横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡�

川崎市�

相模原市、座間市�

横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡�

平塚市、中郡、小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、愛甲郡�

�

中区、南区、港南区、磯子区、金沢区�

鶴見区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区�

保土ヶ谷区、西区、旭区、瀬谷区�

鎌倉市、戸塚区、栄区、泉区�

藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡�

川崎市�

相模原市、座間市�

横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡�

小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡�

平塚市、中郡�

厚木市、伊勢原市、愛甲郡�

�

鶴見区（扇島を除く）�

中区、南区、港南区、磯子区、金沢区�

西区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区�

瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区、戸塚区、栄区、泉区�

川崎区、幸区、鶴見区扇島�

中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区�

横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡�

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡�

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡�

小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡�

相模原市�

厚木市、海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、愛甲郡�

○総合労働相談・個別労働関係紛争など�

　　　　　　　　　〃�

　　　　　　　　　〃�

�

神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区�

○子育て中の方や女性に対する就職支援�

○日雇労働者の職業紹介�

�

�

みなとみらい線日本大通り�

�

みなとみらい線日本大通り�

ＪＲ 川崎�

ＪＲ 相模原からバス�

京急県立大学�

ＪＲ 小田原�

�

みなとみらい線日本大通り�

ＪＲ 東神奈川�

ＪＲ 横浜からバス�

ＪＲ 鎌倉�

ＪＲ 藤沢�

ＪＲ 川崎�

ＪＲ 相模原からバス�

京急県立大学�

ＪＲ 小田原�

ＪＲ 平塚からバス�

小田急本厚木�

�

ＪＲ 鶴見�

みなとみらい線馬車道�

ＪＲ 新横浜�

ＪＲ 大船�

ＪＲ 川崎�

ＪＲ 武蔵溝ノ口�

京急安針塚、ＪＲ 田浦�

ＪＲ 藤沢�

ＪＲ 平塚�

ＪＲ 小田原�

ＪＲ 相模原からバス�

小田急本厚木�

みなとみらい線馬車道�

ＪＲ 横浜�

�

�

みなとみらい線馬車道�

ＪＲ 横浜�

みなとみらい線馬車道�

（平成２１年４月現在）市町村名は管轄区域、○印は業務内容等�



労働関係行政機関等�

１４７�１４７�１４６�

１１　労働センター等�

神
奈
川
県
内�

横浜南�

港北�

戸塚�

川崎�

川崎北�

横須賀�

平塚�

藤沢�

小田原�

相模原�

厚木�

大和�

松田�

湘南パートバンク�

ハローワークプラザよこはま�

ハローワークプラザ新百合ヶ丘�

よこはま・ヤング・ワーク・プラザ�

神奈川学生職業相談コーナー�

障害者就労相談センター�

かながわ若者就職支援センター�

シニア・ジョブスタイル・かながわ�

神奈川高齢期雇用就業支援コーナー�

（シニア・ジョブスタイル・かながわ）�

神奈川人材銀行�

●　職業技術校など�

産業技術短期大学校�

東部総合職業技術校�

（かなテクカレッジ）�

平塚高等職業技術校�

藤沢　　　〃�

小田原　　〃�

秦野　　　〃�

神奈川障害者職業能力開発校�

●　社会保険事務所等�

鶴見�

港北�

横浜中�

横浜西�

横浜南�

川崎�

〒２３６－８６０９　横浜市金沢区寺前１－９－６�

〒２２２－００３３　横浜市港北区新横浜３－２４－６　横浜港北地方合同庁舎�

〒２４４－８５６０　横浜市戸塚区戸塚町３７２２�

〒２１０－００１５　川崎市川崎区南町１７－２�

〒２１３－８５７３　川崎市高津区千年６９８－１　�

〒２３８－００１３　横須賀市平成町２－１４－１９�

〒２５４－８５７８　平塚市松風町２－７�

〒２５１－００５４　藤沢市朝日町５－１２　藤沢労働総合庁舎�

〒２５０－００１２　小田原市本町１－２－１７�

〒２２９－００３６　相模原市富士見６－１０－１０　相模原地方合同庁舎�

〒２４３－０００３　厚木市寿町３－７－１０�

〒２４２－００１８　大和市深見西３－３－２１�

〒２５８－０００３　足柄上郡松田町松田惣領２０３７�

〒２５２－０８０４　藤沢市湘南台１－４－２　ピノスビル６階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１階�

〒２１５－０００４　川崎市麻生区万福寺１－２－２　新百合トウェンティワン１階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１６階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１６階�

〒２３１－００２６　横浜市中区寿町１－４　かながわ労働プラザ５階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル５階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１０階�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１０階�
�

〒２２０－０００４　横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１７階�

職業能力の開発など�

〒２４１－０８１５　横浜市旭区中尾２－４－１�

〒２３０－００３４　横浜市鶴見区寛政町２８－２　�

�
〒２５４－００１６　平塚市東八幡４－１９－４�

〒２５１－００１５　藤沢市川名２９０－２�

〒２５０－００３４　小田原市板橋７２６－１�

〒２５７－００３１　秦野市曽屋１２１０�

〒２２８－０８１５　相模原市桜台１３－１�

�

〒２３０－８５５５　横浜市鶴見区鶴見中央４－４３－４　日野商事ビル２階�

〒２２２－８５５５　横浜市港北区大豆戸町５１５�

〒２３１－００１２　横浜市中区相生町２－２８�

〒２４４－８５８０　横浜市戸塚区川上町８７－１　ウェルストンⅠビル２階�

〒２３２－８５８５　横浜市南区宿町２－５１�

〒２１０－８５１０　川崎市川崎区宮前町１２－１７�

０４５（７８８）８６０９�

０４５（４７４）１２２１�

０４５（８６４）８６０９�

０４４（２４４）８６０９�

０４４（７７７）８６０９�

０４６（８２４）８６０９�

０４６３（２４）８６０９�

０４６６（２３）８６０９�

０４６５（２３）８６０９�

０４２（７７６）８６０９�

０４６（２９６）８６０９�

０４６（２６０）８６０９�

０４６５（８２）８６０９�

０４６６（４２）１６１６

０４５（４１０）１０１０�

０４４（９６９）８６１５�

０４５（３２２）８６０９�

０４５（３１２）９２０６�

０４５（６３３）６１１０�

０４５（４１０）３３５７�

０４５（４１２）４１２３�

�
０４５（２９０）９２２０�

０４５（２９０）５５００�

�

０４５（３６３）１２３２�

０４５（５０４）２８００�
�

０４６３（２３）１９２２�

０４６６（２５）２４２５�

０４６５（２３）２２７５�

０４６３（８１）０８７０�

０４２（７４４）１２４３

　�

０４５（５２１）２６４１�

０４５（５４６）８８８８�

０４５（６４１）７５０１�

０４５（８２０）６６５５�

０４５（７４２）５５１１�

０４４（２３３）０１８１�

金沢区、逗子市、三浦郡、横須賀市（田浦町、追浜町等）�

港北区、緑区、青葉区、都筑区�

戸塚区、瀬谷区、栄区、泉区�

川崎市川崎区、幸区、横浜市鶴見区�

中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区�

横須賀市（「横浜南」管轄を除く）、三浦市�

平塚市、伊勢原市、中郡�

鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、高座郡�

小田原市、足柄下郡�

相模原市�

厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡�

大和市、綾瀬市�

秦野市、南足柄市、足柄上郡�

○パートタイム雇用に関する総合的な職業紹介サービス�

○県内のハローワークに寄せられた求人情報の提供・職業相談・職業紹介�

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃�

○学生を除く概ね３５歳未満までの方を対象とした職業相談・求職活動ノウハウの提供�

○県内就職希望学生及び既卒者への求人情報の提供�

○障害者の就労相談など�

○３０歳代までの若年者に対する就職支援�

○団塊世代を中心とした中高年齢者に対する働き方の総合相談�

○４５歳以上の職業生活設計を考えている方への支援�
�

○４０歳以上の管理的職業、技術的専門的職業に関する職業相談・職業紹介�

�

○生産技術、制御技術、電子技術、産業デザイン、情報技術�

○コンピュータ組込み開発、自動車整備、マシニング＆ＣＡＤ／ＣＡＭ、３次元ＣＡＤ＆モデリング、電気、建築設計、造園、�

チャレンジプロダクト、セレクトプロダクト、機械ＣＡＤ、溶接・板金、ケアワーカー、給食調理、室内施工、ビル設備管理�

○室内設計施工、木材加工、建築ＣＡＤ、庭園エクステリア施工、金属加工�

○コンピュータ組込み開発�

○ケアワーカー、介護調理�

○選択型プロダクト、マシニング＆ＣＡＤ／ＣＡＭ、自動車整備、電気、機械ＣＡＤ�

○加工技術、ＣＡＤ製図、ＩＴエンジニア、グラフィックアーツ、ＯＡシステム、ＯＡビジネス、オフィスインフォメーション、総合実務�

�

鶴見区、神奈川区、�

港北区、緑区、青葉区、都筑区�

中区、西区�

保土ヶ谷区、旭区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区�

南区、港南区、磯子区、金沢区�

川崎区、幸区　�

京急金沢文庫�

ＪＲ 新横浜�

ＪＲ 戸塚�

ＪＲ 川崎�

ＪＲ 武蔵新城�

京急県立大学�

ＪＲ 平塚�

ＪＲ 藤沢�

ＪＲ 小田原�

ＪＲ 相模原からバス�

小田急本厚木�

小田急大和からバス�

小田急新松田�

小田急・相鉄・市営地下鉄湘南台�

ＪＲ 横浜�

小田急新百合ヶ丘�

ＪＲ 横浜�

ＪＲ 横浜�

ＪＲ 石川町�

ＪＲ 横浜�

ＪＲ 横浜�

�
ＪＲ 横浜�

ＪＲ 横浜�

�

相鉄二俣川�

ＪＲ 安善�
�

ＪＲ 平塚からバス�

ＪＲ・小田急藤沢�

小田急・箱根登山箱根板橋�

小田急秦野からバス�

小田急相模原�

�

ＪＲ 鶴見�

ＪＲ 新横浜�

みなとみらい線馬車道�

ＪＲ 東戸塚�

市営地下鉄蒔田�

ＪＲ 川崎�

（平成２１年４月現在）市町村名は管轄区域、○印は業務内容等�



労働関係行政機関等�

１４９�１４７�１４８�

１１　労働センター等�

神
奈
川
県
内�

東
京
都
内�

高津�

横須賀�

平塚�

藤沢�

小田原�

相模原�

厚木�

全国健康保険協会神奈川支部�

�

●　その他の機関�

横浜地方法務局人権擁護課�

横浜弁護士会本部�

　横浜駅東口法律相談センター�

　みなとみらい法律相談所�

　川崎法律相談センター�

　横須賀法律相談センター�

　鎌倉家庭の法律相談所�

　海老名法律相談センター�

　相模原法律相談センター�

　小田原法律相談センター�

　紛争解決センター�

法テラス神奈川�

法テラス川崎�

法テラス小田原�

（財）２１世紀職業財団神奈川事務所�

かながわ女性センター�

横浜労働時間等相談センター�

（財）神奈川産業振興センター�

�

●　労働相談情報センター�

東京都労働相談情報センター�

　大崎事務所�

　池袋事務所�

　亀戸事務所�

　国分寺事務所�
　�

　八王子事務所�

�

〒２１３－８５６７　川崎市高津区久本１－３－２�

〒２３８－８５５５　横須賀市米が浜通１－４　サンライズビル�

〒２５４－８５６３　平塚市八重咲町８－２�

〒２５１－８５８６　藤沢市藤沢１０１８�

〒２５０－８５８５　小田原市浜町１－１－４７�

〒２２８－８５８８　相模原市相模大野６－６－６�

〒２４３－８６８８　厚木市栄町１－１０－３�

〒２４０－８５１５　横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４　横浜ビジネスパークイーストタワー２階　�

�

�

〒２３１－８４１１　横浜市中区北仲通５－５７　横浜第２合同庁舎５階�

〒２３１－００２１　横浜市中区日本大通９　横浜弁護士会館�

〒２２０－００１１　横浜市西区高島２－１８－１　そごう横浜店６階�

〒２２０－６０１４　横浜市西区みなとみらい２－３－１　クイーンズタワーＡ１４階�

〒２１０－０００７　川崎市川崎区駅前本町７　川崎岡田屋モアーズ４階�

〒２３８－０００８　横須賀市大滝町１－２１　ジュネス横須賀２階�

〒２４８－０００６　鎌倉市小町１－１１－５　鎌倉婦人子供会館�

〒２４３－０４３４　海老名市上郷４８５　海老名市商工会館２階�

〒２２９－００３９　相模原市富士見６－１１－１７　横浜弁護士会相模原支部会館�

〒２５０－００１２　小田原市本町１－４－７　朝日生命小田原ビル２階�

〒２３１－００２１　横浜市中区日本大通９　横浜弁護士会館�

〒２３１－００２３　横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル１０階�

〒２１０－０００７　川崎市川崎区駅前本町１１－１　パシフィックマークス川崎ビル１０階�

〒２５０－００１２　小田原市本町１－４－７　朝日生命小田原ビル５階�

〒２３１－００１５　横浜市中区尾上町１－６　住友生命横浜関内ビル６階�

〒２５１－００３６　藤沢市江の島１－１１－１�

〒２３１－００１４　横浜市中区常盤町３－２５　サンビル３階�

〒２３１－００１５　横浜市中区尾上町５－８０�

�

�

〒１０２－００７２　千代田区飯田橋３－１０－３　東京しごとセンター９階�

〒１４１－００３２　品川区大崎１－１１－１　ゲートシティ大崎ウエストタワー２階�

〒１７０－００１３　豊島区東池袋４－２３－９�

〒１３６－００７１　江東区亀戸２－１９－１　カメリアプラザ７階�

〒１８５－００２１　国分寺市南町３－２２－１０�
�

〒１９２－００４６　八王子市明神町３－５－１�

�

�

０４４（８８８）０１１１�

０４６（８２７）１２５１�

０４６３（２２）１５１５�

０４６６（５０）１１５１�

０４６５（２２）１３９１�

０４２（７４５）８１０１�

０４６（２２３）７１７１�

０４５（３３９）５５３３�

�

�

０４５（６４１）７９２６�

０４５（２１１）７７００�

０４５（４５１）９６４８�

０４５（６８２）５５００�

０４４（２２３）１１４９�

０４６（８２２）９６８８�

０４５（２１１）７７００�

０４６（２３６）５１１０�

０４２（７７６）５２００�

０４６５（２４）００１７�

０４５（２１１）７７１６�

０５０（３３８３）５３６０�

０５０（３３８３）５３６６�

０５０（３３８３）５３７０�

０４５（２２４）８０４０�

０４６６（２８）２３６７�

０１２０（４３４）５６０�

０４５（６３３）５２００�

�

�

０３（５２１１）２３４６�

０３（３４９５）６１１０�

０３（５９５４）６１１０�

０３（３６３７）６１１０�

０４２（３２１）６１１０�
�

０４２（６４５）６１１０�

�

中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区�

横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡�

平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡�

藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市、高座郡�

小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡�

相模原市、大和市�

厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡�

○健康保険の給付関係（健康保険組合を除く）�

�

�

○職場のいじめ、セクハラなどの人権問題の相談など�

○法律相談（有料）、弁護士の受任など�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃�

○弁護士による紛争のあっせん・仲裁�

○法的トラブルの解決に役立つ情報提供、裁判費用の立替えなど�

　　　　　　　　　〃　　　　�

　　　　　　　　　〃�

○パートタイマー、育児・介護休業の相談など�

○セクハラ相談（原則：月曜日・祝日を除く）�

○労働相談　月～金：１４～２０時、土：１３～１８時、祝日は除く　　　　�

○中小企業の経営全般に関する相談、情報提供など�

�

�

千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、島しょ�

港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区�

文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区�

台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区�

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、�

東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡　�

八王子市、府中市、調布市、町田市、日野市、狛江市、多摩市、稲城市�

ＪＲ 武蔵溝ノ口�

京急横須賀中央�

ＪＲ 平塚�

ＪＲ 藤沢�

ＪＲ 小田原�

小田急相模大野�

小田急本厚木�

相鉄天王町�

�

�

みなとみらい線馬車道�

みなとみらい線日本大通り�

ＪＲ 横浜�

みなとみらい線みなとみらい�

ＪＲ・京急川崎�

ＪＲ 横須賀�

ＪＲ 鎌倉�

小田急・相鉄海老名�

ＪＲ 相模原からバス�

ＪＲ 小田原�

みなとみらい線日本大通り�

みなとみらい線日本大通り�

ＪＲ 川崎�

ＪＲ 小田原�

ＪＲ・市営地下鉄関内�

小田急片瀬江ノ島�

ＪＲ 関内�

ＪＲ・市営地下鉄関内�

�

�

ＪＲ・地下鉄飯田橋�

ＪＲ 大崎�

ＪＲ・地下鉄池袋　地下鉄東池袋�

ＪＲ 亀戸�

ＪＲ 国分寺�
�

ＪＲ・京王線八王子�

（平成２１年４月現在）市町村名は管轄区域、○印は業務内容等�



１５０�

主な労働統計�

１５１�

１１　労働センター等�

調査統計�
①周期→公表時期②実施日�
③抽出率④その他� 主なデータ� 主な調査項目�

県データの�
有無・状況�

労働力調査�
（ロウチョウ）�
総務省�
統計局�

名称�
（略称）�

県　　内�
問合せ先�

①毎月→翌月末�
②毎月末�
③標本約０．１％�
④基礎調査�
　特定調査あり�

完全失業率�
労働力人口比率�
就業者数�
非労働力人口�

仕事の有無、就業時間、従業
上の地位�
○特定調査は就業状態等の内
容（前職等）を詳細に把握�

暦年報告の
みあり�
（Ｈ１４までは
参考資料）�

県統計課�
人口・労働�
統計班�
０４５（２１０）３２３１�
�
総務省�
ホームページ�
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．�
ｓｔａｔ．ｇｏ．ｊｐ/

国勢調査�
（コクチョウ）�
総務省�
統計局�

①５年ごと�
　→１年後～�
（最新Ｈ１７年）�
②１０月１日�
③全数調査�
④Ｈ１７年は簡易�
　調査�

地域別人口�
昼間人口�

世帯主との続柄、性、国籍、
配偶関係、就業状態、仕事の
種類、勤務先、従業上の地
位、従業地、世帯人員、住居
種類�
○公表は遅いが、地域別の詳
細を正確に把握可能�

あり�
（県別市区
町村別詳細
報告あり）�

就業構造�
基本調査�

（シュウチョウ）�
総務省�
統計局�

①５年ごと�
　→翌年７月�
（最新Ｈ１９年）�
②１０月１日�
③標本約１％�

正社員、パート�
等別有業者数�
転職の理由�

普段の就業・不就業の状況、
従業上の地位、産業、職業、
就業日数・収入�
○継続就業希望、追加就業希
望等意識調査項目あり（潜在
失業関係データ）�

あり�
（全国データ
よりも簡易な
表を総務省
ホームペー
ジで掲載）�

職業安定�
業務統計�

（ショクアントウケイ）�
厚生労働省�
職業安定局�

雇用動向調査�
�

厚生労働省�
統計情報部�

①毎月→翌月末�
②１か月�
③全数�
④職安の求職、�
　求人の集計結果�

有効求人倍率�

求人、求職者数、就職者数、
パートの求人、求職者数など�
○職安を利用した求人・求職
者に基づく統計�

あり�
（労働市場
速報で公表）�

神奈川労働局�
職業安定課�
０４５（６５０）２８００�

神奈川労働局�
職業安定課�
０４５（６５０）２８００�

①半年→半年後�
②１～６月を７月�
　７～１２月を１月�
③標本約３％�

主要産業の入職、�
離職事情�

入職者、離職者、転入者、入
職前の産業・職業、職種、事
業所の求人状況�
○労働者の流動状況を統一的
に把握可能�

なし�

内　　　　　　容�

（　　　　　）�

（　　　　　）�

（　　　　　）�

（　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　）�

調査統計�
①周期→公表時期②実施日�
③抽出率④その他� 主なデータ� 主な調査項目�

県データの�
有無・状況�

毎月勤労�
統計調査�
（マイキン）�
厚生労働省�
統計情報部�

名称�
（略称）�

県　　内�
問合せ先�

①毎月→翌月末�
②毎月末�
③標本調査�
④全国調査・地方
　調査あり�
事業所規模５人以
上、３０人以上の
別あり�

常用雇用指数�
賃金指数�
労働時間指数�

きまって支給する給与�
特別に支払われた給与�
総実労働時間、常用労働者
（いずれも実数及び指数）�
○性別及び一般労働者、パー
　トタイム労働者別に集計�
○項目は賃金センサスと一部
　重複するが、速報性あり�

あり�
（地方調査）�

県統計課�
人口・労働�
統計班�
０４５（２１０）３２３７�
�
厚生労働省�
ホームページ�
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．�
ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ/

賃金構造基
本統計調査�
（チンギンセンサス）�
厚生労働省�
統計情報部�

①毎月→翌年３月�
②原則７月�
③標本約６％�

主要産業の学
歴、年齢等別の
詳細な給与額�
初任給�

きまって支給する現金給与
額、年間賞与その他特別給与
額（学歴、年齢、産業、企業
規模、勤続年数別）�

あり�
※県独特の
賃金調査
（初任給、
平均賃金、
労働時間）
あり�
県雇用労政課�

就労条件�
総合調査�

�
厚生労働省�
統計情報部�

労使関係�
総合調査�

�
厚生労働省�
統計情報部�

①毎年→１０月�
②１～２月�
③標本約５％�

主要産業の賃金
制度、労働時間
制度、労働費用
等�

賃金体系、賃金構成、手当、
年間休日総数、変形労働時間
制等労働時間制度の現状、所
定労働時間、週休制、福利厚
生制度�

なし�

厚生労働省�
０３（５２５３）１１１１�
（代）�
�
厚生労働省�
ホームページ�
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．�
ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ/

県横浜労働セ
ンター�
０４５（６３３）６１１０�

①○Ａ労働組合基礎
　調査�
　毎年→年末�
　○Ｂ労働組合実態
　調査�
　毎年→翌年７月�
②６月３０日�
③○Ａ全数調査�
　○Ｂ標本調査�

○Ａ労働組合組織
　率�
○Ｂ労働組合の実
　態�

○Ａ組合員数（産業、性、労働
　組合種別、加盟主要団体別
　等）�
○Ｂ労働組合の組織状況等�

○Ａあり�
�
○Ｂなし�

内　　　　　　容�

（　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　）�

（　　　　　　　　）�

○労働関係の統計は、この表の他、労働力、賃金、労働時間、福利厚生、労使関係、労
働者生活など多岐にわたります。�


